
【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

1

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
の見直しを検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進
めるため、引き続き全
ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所で
開催。昨年度から引き続き、「市町村内部での
連携強化」をテーマに、ＤＶ被害者支援担当課
以外の関係課や社会福祉う協議会にも参加を
呼び掛けた。参加者は市町村の他、警察署、
福祉保健所、ソーレ、社会福祉協議会。

参加：62機関（うち市町村22、社会福祉協議会
5）、76名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの
状況や事情に対する理解が深ま
り（市町村内、県市間）、有意義
な会議となった。参加者からは、
情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要
望があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討
というスタイルが続いたため、今
後は、地域で関係機関が連携す
るために有用となる内容を考え
ていく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数,
参加機関数はほぼ横ばい。（Ｈ
29年度：参加者79名、63機関（う
ち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

2

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・
連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・連携強化を図った。

― ●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議を通じ、ＤＶ防止
や被害者支援のための関
係機関と情報交換・連携強
化

市町村担当者の異動による
知識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セ
ンター

3

●ブロック別ＤＶ関係連
絡会議に参加を継続し
ていく。（中央東）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
関係機関との連携を図
る。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議に参加し、
地域関係機関との連携
を促進する。（幡多）

●ブロック別ＤＶ関係連絡
会議の活性化のためにも、
意見交換での意見が、ど
の様に生かされたかの
フィードバックがあればよ
い。（中央東）
●ブロック別DV関係機関
連絡会議の日程は参加し
やすい日程にし、欠席の場
合は議事録などフィード
バックがあればよい。（須
崎）

●ブロック別DV関係連絡会議に欠席のため、
資料を取り寄せた。（安芸）
●ブロック別DV関係連絡会議に他用務のた
め出席できず。（中央東）
●中央西ブロックDV関係機関連絡会に参加。
管内の関係機関や市町村と各機関ごとの役
割分担について確認ができた。(中央西）
●ブロック別DV関係機関連絡会議に参加でき
なかった（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議に参加し、
関係機関と情報共有した。（幡多）

●開催のブロック別DV関係機関
連絡会議は参加できない場合が
ある。年度当初に関係機関の担
当がわかると連携しやすい。（安
芸）
●連絡会議のフィードバックはな
いものの、通常業務の中で管内
関係機関との連携は図られてい
る。（中央東）
●相談ケースを必要な機関につ
なぐことができた。(中央西）
●ブロック別DV研修会の日程に
より参加できないことがあると関
係機関との連携については、普
段の顔の見える関係性のなかで
連携する必要がある。（須崎）
●関係機関の役割や対応状況
の相互理解が促進された。（幡

●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議に参加し、関係機
関と情報共有し、連携を促
進する（安芸）
●ニーズにマッチした連絡
会議に参加し、実態に即し
た関係機関の連携が図る。
（中央東）
●ブロック別DV関係機関連
絡会への参加(中央西）
●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議に参加し、関係機
関との連携を図る。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議に参加し、地域関
係機関との連携を促進す
る。（幡多）

●会議で、支援上の課題や
社会資源の共有が図れるこ
と。（安芸）
●地域のニーズにマッチし
た連絡会議であること。（中
央東）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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4

●DV関係機関連絡会
議への積極的な参加。

●突発事案や他の協議と
競合した場合における参
加者の確保が困難であ
る。

・県内５ブロック（9/8安芸、8/24中央東、9/11
中央西、8/30須崎、9/14幡多）で行われたブ
ロック会へ出席した。
・他機関と情報共有を行い、連携強化を図っ
た。

・他機関と情報共有を行い、連
携を強化が図れた。

・DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

5

・引き続き、DVネット
ワーク会議及び専門者
研修会を開催する。
・ＤＶ対策連携支援ネッ
トワーク会議の役割と
目的を整理し、内容及
び参加メンバーの見直
しも含めて検討（ブロッ
ク会議メンバーの見直
しにあわせて、検討す
る。）。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門
者研修会を12/5に開催（参加者55名）。ブロッ
ク会議のテーマが「市町村内の連携強化」で
あったことから、昨年度から引き続き、ネット
ワークメンバー以外の市町村ＤＶ被害者支援
担当課及び県内各警察署にも案内を送った。

（講演）「被災地におけるDV被害女性・子ども
への支援～宮城の実践から～」
　講師：八幡 　悦子　氏
　（NPO法人ハーティ仙台　代表理事）

（報告）「高知県のDV被害者支援の現状」
　報告者：市川　広幸　氏
　（高知県女性相談支援センター　所長）

アンケートの会議の内容につい
ての評価では講演・ワークショッ
プについては約６割が「大変参
考になった」という回答だった。

・引き続き、DVネットワーク
会議及び専門者研修会を
開催する。
・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議の役割と目的を
整理し、内容及び参加メン
バーの見直しも含めて検討
（ブロック会議メンバーの見
直しにあわせて、検討す
る。）。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

6

●ＤＶ対策連携支援
ネットワークに参加し、
講演やケーススタディ
による研修を実施する
ことで、相談員の専門
性の向上を図る。

ブロック会とネットワーク会
の目的の違いが関係機関
に理解されていないため、
どちらかに参加すればい
いとの感じを受ける。

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門
者研修会に参加

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議及び専門者研修会に参加
することで、専門性の向上が図
られた。

●ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議でのＤＶ防止等
の講演、研修の実施によ
る、関係機関職員や相談員
の専門性の向上

―

女性相談支援セ
ンター

7

●ＤＶ被害者と関わる
機関・団体との情報共
有及び連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極
的に参加しての継続的な
情報収集や連携強化

・DV対策連携支援ネットワーク会議及び専門
研修会（12/5開催）に参加。

DV対策連携支援ネットワーク会
議への参加で関係機関との情報
共有や連携が図れた。

●ＤＶ被害者と関わる機
関・団体との情報共有及び
連携

・ＤＶ対策の会議等へ積極的
に参加しての継続的な情報
収集や連携強化

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」
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ネットワークの専門性
の向上と支援の輪の
拡大
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8

●DV対策連携支援
ネットワークへの協力。

●突発事案や他の協議と
競合した場合における参
加者や講師の確保が困難
である。

・平成30年度DV被害者支援連絡会議（５／
30）に出席した。
・警察によるDV等の体制説明や、女性相談支
援センターによる連携・実績の説明を行うとと
もに、意見交換を行い、連携の強化や専門性
の向上等を図った。

・警察によるDV等の体制説明
や、女性相談支援センターによ
る連携・実績の説明を行うととも
に、意見交換を行い、連携の強
化や専門性の向上等が図れた。

・DV対策連携支援ネット
ワークへの協力。

・突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

9

・市町村計画策定の手
引きを活用しながら、計
画を策定、改定する市
町村を支援する。

・市町村への働きかけを継
続する、市町村計画策定
の手引の活用など情報提
供の充実を図る。

・男女共同参画計画の策定働きかけ
・男女共同参画計画策定委員会参加による計
画策定支援
・男女共同参画計画改訂中（3市町）
・男女共同参画計画策定中（1町）

-

市町村の個別訪問を強化
し、計画の必要性等を説明

市町村における男女共同参
画の取り組みの優先度を上
げる働きかけ

県民生活･男女共
同参画課

10

●関係者による会議の
開催や、ＤＶ対策連携
支援ネットワークを通じ
て市町村との連携を強
化

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門
者研修会に参加

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク
会議及び専門者研修会に参加
することで、市町村との連携強
化が図られた。

●警察や福祉事務所、生
活支援相談センター等の関
係機関等との意見交換や
研修会を通じた連携強化

―

女性相談支援セ
ンター

11

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金
の支給

●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容
の詳細をどのように把握す
るか。

民間シェルター運営費補助実施の交付決定
　・１か所　1,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
あることから、実績報告の様式
や検査方法の見直が必要。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容の
詳細をどのように把握する
か。

県民生活･男女共
同参画課

12

●民間支援団体との協
働の推進
●民間支援団体の拡
充

連携の取ることのできる民
間団体の少なさ

・さわやか高知より新生活開始費用等の助成
　　　　　　　　1件
・女性保護対策協議会総会へ出席
・女性保護対策協議会主催の「むつみ会」へ
出席

・民間支援団体との連携が図ら
れた。

●民間支援団体との啓発
活動の推進

ＤＶ防止や被害者支援を
行っている民間団体が少な
い 女性相談支援セ

ンター
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●市町村との連携強
化

●民間支援団体との
連携
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●ネットワーク会議を
開催し、ＤＶ防止の広
報・啓発や、ＤＶ被害者
の早期発見・早期対応
への協力依頼を行う。
●民生委員・児童委員
への啓発活動

・民生委員、児童委員をは
じめとした各関係機関への
啓発活動の再考

・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門者研修会
を12/5に開催（参加者55名）。ブロック会議のテーマが
「市町村内の連携強化」であったことから、昨年度から
引き続き、ネットワークメンバー以外の市町村ＤＶ被害
者支援担当課及び県内各警察署にも案内を送った。

（講演）「被災地におけるDV被害女性・子どもへの支援
～宮城の実践から～」
　講師：八幡 　悦子　氏
　（NPO法人ハーティ仙台　代表理事）

（報告）「高知県のDV被害者支援の現状」
　報告者：市川　広幸　氏
　（高知県女性相談支援センター　所長）

アンケートの会議の内容についての評
価では講演・ワークショップについては
約６割が「大変参考になった」という回
答だった。

●ネットワーク会議を開催
し、ＤＶ防止の広報・啓発
や、ＤＶ被害者の早期発
見・早期対応への協力依頼
を行う。
●民生委員・児童委員への
啓発活動

・民生委員、児童委員をはじ
めとした各関係機関への啓
発活動の再考

県民生活・男女共
同参画課

14

●各機関・団体の研修
会等でのDV防止に向
けた広報・啓発及びＤＶ
被害者の早期発見・早
期対応への協力依頼

各種団体への啓発 ・こうち被害者支援センターでの研修実施
・幡多地区市町村要保護児童対策地域協議
会調整機関連絡会での講演

・DV防止に向けた広報・啓発及
びＤＶ被害者の早期発見・早期
対応への協力依頼ができた。

●各機関・団体の研修会等
でのDV防止等の広報・啓
発及びＤＶ被害者の早期発
見・早期対応への協力依頼

広報・啓発等を行う研修会
等の機会が少ない

女性相談支援セ
ンター1
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●各機関・団体の研
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●福祉保健所の実施
する研修会等の機会を
通じてリーフレット等を
配布し啓発を行う。（安
芸）
●研修等に積極的に
参加し職員の資質の向
上に努める。またリーフ
レット等を活用した啓発
を継続して行う。（中央
東）
●福祉保健所の実施
する研修会等様々な機
会を通じてリーフレット
等を配布し啓発を行う
(中央西、幡多）
●管内母子保健従事
者研修会等機会を通じ
てDV防止の啓発を実
施する（須崎）

●管内研修会で啓発する
場合の事前調整。（安芸）

●東洋町の小児救急講演会でカードを配布し
た。（安芸）
●福祉保健所におけるリーフレット等の配布
や啓発期間におけるのぼり旗の活用による啓
発を実施。（中央東）
●福祉保健所の開催した研修会でリーフレット
の配布を行った(中央西）
●実績なし（須崎）
●福祉保健所の実施する研修会等でリーフ
レット等を配布し啓発を行った。(幡多）

●若い年齢層にＤＶの認識と相
談の啓発としてカードを配布し
た。（安芸）
●継続した啓発が実施できてい
る。（中央東）
●啓発の効果が不明(中央西）
●機会を捉えて啓発を行うこと
ができた。（幡多）

●福祉保健所の実施する
研修会等の機会を通じて啓
発を行う。（安芸）
●リーフレット等を活用した
啓発を継続して行う。（中央
東）
●福祉保健所の実施する
研修会等様々な機会を通じ
てリーフレット等を配布し啓
発を行う(中央西）
●管内母子保健従事者研
修会等機会を通じてDV防
止の啓発を実施する（須
崎）
●福祉保健所の実施する
研修会等の機会を通じて
リーフレット等を配布し啓発
を行う。（幡多）

●人員の確保（母子定数不
足の解消）（中央東）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

16

継続して権利擁護研修
会を実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解を深めるための普及
啓発

高齢者虐待防止研修会の実施
・施設中堅職員向け：Ｈ30.7月 208名
・施設リーダー職員向け：H30.8月 81名
・市町村向け：Ｈ30.7月 56名
・施設長・管理者向け：H31.2月 123名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取組に関する知識や理解を
深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解促進

高齢者福祉課
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研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

18

国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体
連絡協議会等でのチラ
シ配布

特になし DV及び女性相談支援センターについてのチラ
シをイベントや県内国際交流・協力団体連絡
協議会等で配布した。

国際交流イベント参加者や県内
国際交流・協力団体に対し、DV
防止に向けた啓発が図られた。

県内国際交流・協力団体連
絡協議会等でのDVに関す
るチラシの配布

特になし

国際交流課

19

私立学校人権教育指導業
務（委託）
・指導員の学校訪問による
助言・指導、校内研修の支
援
・私立学校で組織する人権
教育研究協議会の運営支
援

　各学校の特色に応じた取組を
尊重しつつ、学校が抱える課題
や求める支援に適切に対応して
いくことが必要。

平成30年度の実績
　・研修会　　8回実施
　（参加者　延　373人）
　・学校訪問　　延45回（10校）

　・教員間でワークを行う研修では、学校間の
情報交換ができ、教員の視野が広がっている
　・研修後のアンケート等で新しい「気づきが
あった」との意見が多数ある

・各学校から参加者があり、全て
の学校に研修内容が伝わってい
る

私立学校人権教育指導業務（委
託）
・指導員の学校訪問による助言・
指導、校内研修の支援
・私立学校で組織する人権教育
研究協議会の運営支援

　各学校の特色に応じた取組を尊
重しつつ、学校が抱える課題や求
める支援に適切に対応していくこ
とが必要。

私学・大学支援課
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・実施園との事前・事後
の連絡及び市町村担
当課との連携を密にす
ることにより、支援内容
の充実を図る。また、ブ
ロック別研修支援にお
いては地域におけるミ
ドルリーダーの育成・活
用により、各園の日々
の保育実践及び保育
者としての資質・専門
性の向上を図る。

・親育ち支援啓発事業
における保護者研修の
拡充に向け、継続的に
園や市町村への研修
の実施を呼びがけてい
くとともに、就学時健診
での親育ち支援の講話
を組み込んでもらえる
ように働きかける。
・各園の組織体制を整
え、研修の実施や継続
的な取組につなげてい
くよう、幼保推進協議会
等を通じて働きかけ
る。

該当なし ・園内研修支援事業において380回（155園）の研
修支援を行った。うちブロック別研修支援（13園）で
は、保育参観に基づくグループ協議を中心に継続
支援を行っている。

・親育ち支援啓発事業において、保護者への研修
を117回（83園・小学校21）行い、実施園における
保護者の参加率は49.7％であった。また、実施後
の保護者へのアンケート結果において、99.5％が
「子どもへの親のかかわりが大切だと思う」、
99.2％が「今後の子育てに生かしていきたい」と回
答があった。
・保育者への研修は53回（47園）、5市町村で行っ
た。

・各園の研修テーマや要望に合わ
せた園内研修支援を実施するとと
もに、ブロック別研修支援１年目園
においては担当主事が継続支援す
ることで、園の課題提起や解決等
につながる研修となってきている。

・保護者への研修を通して、良好な
親子関係や子どもへの関わり方に
ついて保護者の理解が深まり、子
どもに関わろうとする姿が多くなっ
ていることがアンケート結果から伺
える。しかし、研修設定の工夫不足
や研修参加に消極的な保護者がい
るため、研修実施園における保護
者の参加につながっていない現状
がある。

・実施園との事前・事後の連
絡・相談及び市町村担当課と
の連携を密にすることにより、
支援内容の充実を図る。ま
た、ブロック別研修支援にお
いては地域におけるミドルリー
ダーの育成・活用により、各園
の日々の保育実践及び保育
者としての資質・専門性の向
上を図る。

・親育ち支援啓発事業におけ
る保護者研修や保育者研修
の拡充に向け、継続的に園や
市町村への研修の実施を呼
びかける。
・園内で組織的計画的な親育
ち支援が行われるよう、親育
ち支援担当者の位置付けを推
進する。

幼保支援課

21
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●学校・保育所・幼稚
園等における人権教
育の推進

・人権教育主任連絡協
議会を開催し、年間指
導計画の充実を図る。
・人権教育課より講師
を派遣し、虐待につい
ての校内研修の充実を
図る。

・DVの予防に向けた家庭
や学校・保育所・幼稚園等
における男女共同参画
や、虐待防止の意識づくり
が必要。

・人権教育主任連絡協議会を開催（小・中
5/25・31　6/5・8　県立5/8）
・虐待についての校内研修の講師を派遣し
た。　
　小学校　8校、中学校　8校、
　高等学校　4校、特別支援　1校
・虐待の研修を通じて、ＤＶについても情報提
供を行った。

・悉皆研修として行い、年間計画
と実践の交流ができた。
・虐待についての校内研修は、
一定定着してきた。今後は、外
部講師を招いての研修ではな
く、人権教育主任や生徒指導主
事、養護教諭、スクールカウンセ
ラー等が連携して研修講師とな
り、各学校の状況に応じた研修
や取組の改善に向けた協議を行
うことが望まれる。

・人権教育主任連絡協議会
を開催
・虐待に関する校内研修の
講師を人権教育主任や生
徒指導主事、養護教諭、ス
クールカウンセラー等が連
携して行う。

・DVの予防に向けた家庭や
学校・保育所・幼稚園等にお
ける男女共同参画や、虐待
防止の意識づくりが必要。
・校内で連携して研修講師を
務めることができるように、
研修資料を作成し、配付す
る。

人権教育課

22

・専門人材を活用した
校内支援会の月1回以
上の実施の定着を図
る。

・SCやSSW等の専門人材
の活用について、学校の
実態に応じた効果的な方
法を検討する必要がある。

・専門人材を活用した校内支援会の実施回数
　小学校　　2421回
　中学校　　1623回
　高等学校  660回
・校内支援会を定期的に開催している学校や
専門人材の意見を取り入れている学校が増加
した。

・支援の必要な児童生徒に対し
て、専門的な見立てに基づいた
支援が進んだ。

・専門人材を活用した校内
支援会の月1回以上の実施
の定着と質的向上を図る。

・SCやSSWの配置拡充及び
資質向上を図る必要があ
る。

人権教育課
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・H30、31年度の2年間
で全ての市町村（学校
組合）教育委員会が中
心となって、特別支援
教育学校コーディネー
ターが特別支援教育に
ついて学んだり、校種
間で情報共有等ができ
るよう、連絡会を開催
する。

・特に重点支援市町村で
は、特別支援教育巡回アド
バイザーが関わりながら、
教育委員会だけではなく福
祉や母子支援等と一緒
に、子どもを中心としたネッ
トワークを作っていくことが
必要である。

・21市町村（学校組合）において、特別支援教
育学校コーディネーター連絡協議会を実施
・計345回（東部97回、中部100回、西部148
回）、特別支援教育巡回アドバイザーが学校
等への訪問支援を実施

○引き継ぎシート等の作成と活用（診断・判断
のある児童生徒）・・・
　小→中　87.4％
　中→高　56.3％
○通常の学級で個別の指導計画を作成して
いる学校・・・
　小　95.2％　
　中　93.4％

・巡回アドバイザーが特別支援
教育学校コーディネーター等と
関わりながら、継続的に訪問す
ることで、校内支援会を計画的
に実施し、個別の指導計画作成
を通じて、必要な指導や支援を
組織的に共有、実践している学
校が増加している。

・平成30年度未実施の13市
町村において、コーディ
ネーター連絡協議会を開
催。

・2市4町1村を指定し、特別
支援教育巡回アドバイザー
が支援。

・教育事務所や市町村等教
育委員会と連携しながら、特
別支援教育巡回アドバイ
ザーがいなくなる令和2年度
以降にも取組が継続、充実
していく体制づくりを行うこと
が必要。

特別支援教育課

24

人権教育主任研修の
実施

人権教育主任の組織マネ
ジメント力の向上を図る必
要がある。

小中学校人権教育主任研修
西部：11/27
中部①：11/30
中部②：12/４
東部：12/７

県立学校人権教育主任研修
東部：１/18
中部：１/30
西部：１/25

●参加者
小学校：151名
中学校：88名
県立学校：65名

○アンケート結果（5件法）
小中学校：4.1
県立学校：4.0

・実践交流や研究協議の視点を
明確にしたことで、次年度の具
体的な取組や動きをつかませる
ことができた。

人権教育実践概要等を活
用した実践交流及び、研究
協議を行い、人権教育主任
による組織マネジメント力
の必要性を意識づけるとと
もに、人権教育年間指導計
画の充実に向けた指導、支
援を行う。

人権教育主任の組織マネジ
メント力の向上を図る。

教育センター

25

・市町村広報等を通じ
て、地域住民に対して
DVを含めた人権問題
の啓発を行うよう働き
かける。
・市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
のため、実際に掲載される
かどうかは不明。

・市町村の参考になる広報文案の作成と情報
提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談窓口
の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、
地域住民に対してDVを含
めた人権問題の啓発を行う
よう働きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報
提供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課

26

●受託研修について広
報

地域での研修会への講師
依頼が少ない

・高知県女性保護対策協議会総会での講演 ・民生委員・児童委員を含む関
係者にＤＶに関する啓発ができ
た

●研修会等への講師派遣
の広報と実施

派遣要請が極めて少ない

女性相談支援セ
ンター

27

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・ＤＶ防止研修の実施につ
ながる啓発や広報

・ハラスメント研修を出前講座により実施。2
件、計172名参加。

・DVに関する研修を出前講座により実施。2
件、計24名参加。

さらなる情報発信に努めること
で、講座依頼数の拡大につなげ
る必要がある。

●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

28

・啓発用資料を活用し、
体験的な研修を充実さ
せる。

・ＤＶの予防につながるよう
に、研修内容を検討する必
要がある。

・市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
（東部地区5/14　中部・高知市地区5/21　西
部地区5/24）
・社会教育主事等研修及び市町村人権教育・
啓発担当者（9/7）

・研修参加者が短時間のプレゼ
ンテーションを体験し、実践的な
内容で研修できた。

・市町村人権教育・啓発担
当者連絡協議会において、
ＤＶや虐待の予防につなが
る参加型研修を実施する。

・ＤＶの予防につながるよう
に、虐待と関連した研修内
容を検討する必要がある。

人権教育課

29

●講演会、イベント、
ホームページ等で研修
会への講師派遣を周
知する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは研修実
施団体等の判断

【講師派遣等事業】
【上半期】
派遣回数（9月末現在）：150回
受講者数5,988回
うち「女性の人権」
派遣回数：4回
受講者数：160人

【下半期】
派遣回数（10月～3月末現在現在）
　　　：104回
受講者数4,220回
うち「女性の人権」
派遣回数：4回
受講者数：376人

【上半期】
派遣４回のうち，２回が南国市男
女共同参画推進中学校出前講
座（香南中35人、北陵中79人）
で、生徒及び教員を対象に
「デートＤＶ」等について積極的
に啓発している。

【下半期】
派遣４回のうち，２回が土佐女子
校２年生と高知市立春野中学校
で、生徒及び教員を対象に
「デートＤＶ」等について積極的
に啓発している。

●講演会、イベント、ホーム
ページ等で研修会への講
師派遣を周知する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは研修実施団
体等の判断

・学校からの「デートDV」の
研修の要望が多いが、派遣
予算の都合上断ざるを得な
いことがある。

人権啓発センター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

30

商工部門や業界団体と
連携して、啓発の実施
や協力の依頼を行う。

特に無し 実績なし 他の事業で商工部門や業界団
体との連携は継続しており、必
要に応じ啓発等の協力依頼は
可能。

商工部門や業界団体と連
携して、啓発の実施や協力
の依頼を行う。

特に無し

県民生活・男女共
同参画課

31

●受託研修について広
報

人権研修にＤＶを取り上げ
てくれる企業等があるのか

・実績なし ― ●研修会等への講師派遣
の広報と実施

派遣要請にいたらない

女性相談支援セ
ンター

32

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・ＤＶ防止研修の実施につ
ながる啓発や広報

・ハラスメント研修を出前講座により実施。11
件、計715名参加。

・ハラスメントに関する研修と比
べ、DVに特化した研修の依頼が
少ないため、拡大につなげる周
知・広報が必要。

●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止研修の実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

33

●講演会、イベント、
ホームページ等で研修
会への講師派遣を周
知する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは研修実
施団体等の判断

【講師派遣等事業】
【上半期】
派遣回数（9月末現在）：150回
受講者数5,988回
うち「女性の人権」
派遣回数：4回
受講者数：160人

【下半期】
派遣回数（10月～3月末現在現在）
　　　：104回
受講者数4,220回
うち「女性の人権」
派遣回数：4回
受講者数：376人

【上半期】
派遣４回のうち，２回が南国市男
女共同参画推進中学校出前講
座（香南中35人、北陵中79人）
で、生徒及び教員を対象に
「デートＤＶ」等について積極的
に啓発している。

【下半期】
派遣４回のうち，２回が土佐女子
校２年生と高知市立春野中学校
で、生徒及び教員を対象に
「デートＤＶ」等について積極的
に啓発している。

●講演会、イベント、ホーム
ページ等で研修会への講
師派遣を周知する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは研修実施団
体等の判断

・学校からの「デートDV」の
研修の要望が多いが、派遣
予算の都合上断ざるを得な
いことがある。

人権啓発センター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

34

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活
用した広報活動の実施
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作
成・配布
○高知城パープルライ
トアップ

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）
○高知城パープルライトアップ

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
○高知城パープルライト
アップ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

35

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガ
ジン等を活用した意識
啓発

・ＤＶについて県民の関心
を高めるため情報の充実
を図る。

・ホームページの更新頻度に留意することで、
県民に対する意識啓発につなげた。

・情報紙にDV防止啓発講演会の要旨を掲載し
情報提供した。

・さらなるホームページの情報の
充実を図る。

●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等
を活用した意識啓発

・ＤＶについて県民の関心を
高めるためさらに情報の充
実を図る必要がある。 男女共同参画セ

ンター「ソーレ」

36

●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した意識啓発

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

●ＤＶ防止をはじめとす
る人権啓発研修を実施
する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
電車を利用した啓発につ
いては、ＤＶに関する自前
の啓発素材が無いことから
関係団体から提供を受け
る必要がある。

上半期実績なし

【下半期】
ポスタージャック
　土佐電気鉄道　路面電車１両
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」ＤＶ防
止講演会のチラシ　
　（１０月３１日～１１月１０日）
　乗車推計人数：７，８４８人
・内閣府　セクハラ防止チラシ
　（１１月１５日～１２月１０日）
　乗車推計人数：２０，０６２人
（成果）
１１月１２日～２５日までの「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間中に講演会のチラシを掲
出することで、同運動の趣旨や講演会の告知
をすることができた。

ポスタージャックは、乗客数の多
い路面電車で、車内広告全て
「人権」関係にすることで、大きな
啓発効果があり、今後も「女性に
対する暴力をなくす運動」の期間
中などにおいて継続して掲出し
たい。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

●ＤＶ防止をはじめとする
人権啓発研修を実施する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容
も含む必要がある。
電車を利用した啓発につい
ては、ＤＶに関する自前の啓
発素材が無いことから関係
団体から提供を受ける必要
がある。

人権啓発センター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

37

●市町村等関係機
関・団体への広報・意
識啓発実施の働きか
け

・市町村広報等を通じ
て、地域住民に対して
DVを含めた人権問題
の啓発を行うよう働き
かける。
・市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
のため、実際に掲載される
かどうかは不明。

・市町村の参考になる広報文案の作成と情報
提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談窓口
の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

・市町村広報等を通じて、
地域住民に対してDVを含
めた人権問題の啓発を行う
よう働きかける。
・市町村の参考になる広報
文案の作成と早期の情報
提供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課

12



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

38

●民間支援団体と連携
した広報・啓発、相談
カードの作成・配布
●啓発用ポスターの作
成・掲示
●「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支援団体）と
連携した相談カードの作成（23,500枚）及び配
布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）

幅広く関係機関と連携すること
で、効果的に広報・啓発活動を
実施することが出きた。

●民間支援団体と連携した
広報・啓発、相談カードの
作成・配布
●啓発用ポスターの作成・
掲示
●「女性に対する暴力をな
くす運動期間（11月12日～
25日）」を中心とした啓発の
実施

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

39

●リーフレット等の配布
先の新規開拓

配布できるところが限定さ
れる

・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）
・高知県医師会の協力により、整形外科病院
に啓発用チラシ及びＤＶカードの設置

・民間支援団体の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。
・高知県医師会の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

●リーフレット等の配布先
の新規開拓

―

女性相談支援セ
ンター

40

●啓発パネルの掲示
や貸出し、啓発誌や
リーフレット等の配布に
よる意識啓発。

・ＤＶ相談窓口カード等の
配布先の拡充やＤＶ防止
の啓発誌や啓発パネルの
活用

・ソーレ館内、出前講座や会議等で啓発誌を
配布。

・DV相談カードを増刷（2,000部）

・啓発パネルの貸出し（5件）

・ＤＶ防止の意識啓発
ソーレ館内において啓発パネルを展示

・意識啓発のため、さまざまな機
会を通じて啓発パネルの掲示や
啓発誌等の配布を行っていく。

●啓発パネルの掲示や貸
出し、啓発誌やリーフレット
等の配布による意識啓発

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ啓発誌や
啓発パネルの活用

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

41

●庁舎内でポスター、
DV啓発パンフレット、
啓発カード等を利用し
た啓発をする。（安芸）
●リーフレットを配布し
て啓発を継続していく。
（中央東）
●DVについてのリーフ
レットやカード等の配布
を行う(中央西）
●機会を通じ、福祉保
健所研修会でDV防止
のリーフレットを配布し
啓発を実施する（須崎）
●様々な機会を通じDV
についてのリーフレッ
ト、カード等の配布を行
う（幡多）

●DV防止と啓発を常に念
頭においてリーフレット等
の配布だけにとどまらない
取組が必要。
母子担当だけでなく、高
齢、障害分野等での取組
の必要
（須崎）

●庁舎に啓発カードを補充した。（安芸）
●福祉保健所におけるリーフレット等の配布
や啓発期間におけるのぼり旗の活用による啓
発を実施。（中央東）
●DVについてのリーフレット、カード等を福祉
保健所の窓口やトイレなどに設置した。(中央
西）
●DVについてのカードを庁舎内のトイレ等に
設置（須崎）
●福祉保健所の実施する研修会等でDVにつ
いてのリーフレット、カード等の配布を行った。
（幡多）

●女子トイレは、啓発カードが活
用されいることがわかったので、
随時、補充する。
●継続した啓発が実施できてい
る。（中央東）
●啓発の効果が不明(中央西）
●機会を捉えて啓発を行うこと
ができた。（幡多）

●庁舎内でポスター、DV啓
発パンフレット、啓発カード
等を利用した啓発をする。
（安芸）
●リーフレット等を活用した
啓発を継続して行う。（中央
東）
●DVについてのリーフレッ
トやカード等の配布を行う
(中央西）
●機会を通じ、福祉保健所
研修会でDV防止のリーフ
レットを配布し意識啓発を
実施する（須崎）
●様々な機会を通じDVに
ついてのリーフレット、カー
ド等の配布し啓発を行う（幡
多）

●人員の確保（母子定数不
足の解消）
●DV防止と啓発を常に念頭
においてリーフレット等の配
布だけにとどまらない取組が
必要。
母子担当だけでなく、高齢、
障害分野等での取組の必要
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●リーフレット等の作
成及び配布による意
識啓発
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

42

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
○市町村広報紙掲載
に向けた広報文案の送
付
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
（相談カードの作成・配
布、街頭キャンペーン）
○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・高知城パープルライトアップ
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
　・高知城パープルライト

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

43

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に、
関係機関・団体と連携
した集中的な広報・啓
発の実施
●民間支援団体の拡
充

連携の取ることのできる民
間団体の少なさ

・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）
・高知県医師会の協力により、整形外科病院
に啓発用チラシ及びＤＶカードの設置

・民間支援団体の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。
・高知県医師会の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

●「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に、関係機
関・団体と連携した集中的
な広報・啓発の実施

連携の取ることのできる民
間団体が少ない

女性相談支援セ
ンター

44

●館内での企画展示
や関係機関との共催に
よるＤＶ防止啓発講演
会の開催及び広報活
動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中のより効果
的な啓発活動と講演会へ
の参加者の拡充

・「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせ、
DV防止啓発講演会（11/4）を開催。105名参
加。

・ソーレ館内において啓発パネルの展示、啓
発誌の配架、来館者にパープルリボンの貼付
やDV防止のメッセージを書いてもらい掲示し
た。

・講演会では男性の立場からDV
を話してもらうことにより、男性が
DVを「他人事」ではなく「自分事」
と考える機会を作ることができ
た。

●館内での企画展示や関
係機関との共催によるＤＶ
防止啓発講演会の開催及
び広報活動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中のより効果
的な啓発活動と講演会への
参加者の拡充 男女共同参画セ

ンター「ソーレ」
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●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした関係機関・
団体と連携した集中
的な広報・啓発の実
施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
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目
標

取
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

45

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間（11
月12日～25日）に合わ
せ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の
啓発については、DVにつ
いては自前の啓発素材が
無いことから関係団体から
提供を受ける必要がある。

上半期実績なし

【下半期】
ポスタージャック
　土佐電気鉄道　路面電車１両
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」ＤＶ防
止講演会のチラシ　
　（１０月３１日～１１月１０日）
　乗車推計人数：７，８４８人
・内閣府　セクハラ防止チラシ
　（１１月１５日～１２月１０日）
　乗車推計人数：２０，０６２人
（成果）
１１月１２日～２５日までの「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間中に講演会のチラシを掲
出することで、同運動の趣旨や講演会の告知
をすることができた。

ポスタージャックは、乗客数の多
い路面電車で、車内広告全て
「人権」関係にすることで、大きな
啓発効果があり、今後も「女性に
対する暴力をなくす運動」の期間
中などにおいて継続して掲出し
たい。

●「女性に対する暴力をな
くす運動」期間（11月12日～
25日）に合わせ、人権啓発
電車等を活用した啓発を実
施する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容
も含む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を
受ける必要がある。

人権啓発センター

15



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】
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・アウトプット(結果）
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・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
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46

広報用名刺大カードの
配布。
・思春期ハンドブックを
活用したＤＶ予防や相
談窓口の周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンス
ペースを活用して専門
講師によるミニ学習会
の開催や、産婦人科医
師による相談日の設
定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話
を開設し、デートＤＶ等
も含めた学習の場や、
若者や思春期から更年
期までの女性が気軽に
相談できる場を提供し
ていく。

・思春期ハンドブックや広
報用名刺大カードの配布
先の拡大。
・相談窓口の周知方法に
ついて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関との連携
・相談員の体制

・デートDVについて記載した思春期ハンドブッ
クの配布（県内全高校１年生及び活用希望
校）：11千部
・性に関する専門講師派遣事業：19校2,635人
・性の出前講座：１件
・思春期相談センターPRINKの移転（6/17）
・オープニング記念講演会と内覧会の開催
（8/30）：医師、養護教諭、助産師、保健師、保
育士等82名参加　
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの活用：来所者446名
・性に関する資料の閲覧・貸出し：32件
・関係機関との連携：126件　
・産婦人科医師による面接相談：４回
・予期しない妊娠等に関する専門相談の広報
用名刺大カードを県内ドラッグストア・スーパー
に設置
・電話相談
思春期：894件　女性：7件
・個別面接相談
思春期：2件　女性：2件
・PRINKオープンチラシ・広報用名刺カード配
布：（県内全高校生、県立・私立・高知市立全
中学校、市町村他）：約4万枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきて
いる。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・PRINK移転オープンに関する
PRにより思春期ハンドブックの
活用希望が増えている。
・オープニング記念講演会開催
後にPRINK内覧会により、学校
関係者や関係機関からの相談
が増えている。
・市町村や関係機関からの相談
が増えた。
・産婦人科医師による面接相談
の利用が少ない。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日
の設定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話の
実施により、デートＤＶ等も
含めた学習の場や、若者や
思春期から更年期までの女
性が気軽に相談できる場を
提供していく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知について
工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関とのさらなる
連携。
・相談員の体制

健康対策課

47

引き続き各地域包括支
援センターなども含め
た相談機関を周知す
る。

より多くの県民への周知 ・高齢者総合相談での相談受付件数：674件
（3月末時点）

・市町村及び施設従事者に向けた虐待研修

・県内の量販店でリーフレットを配布。

・認知症コールセンターでの相談受付件数：
447件（3月末時点）

・特定の相談者からの相談の増
加により、相談件数は大幅に増
加しているが、成年後見制度な
ど権利擁護に関する相談も継続
的に寄せられている。

・昨年度に比べ認知症コールセ
ンターでの相談受付件数は増加
しており、周知が進んでいる。

引き続き各地域包括支援セ
ンターなども含めた相談機
関を周知する。

より多くの県民への周知

高齢者福祉課
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●若者や高齢者、障
害者、外国人等を対
象とした各種相談窓
口でのDVに関する広
報・啓発の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
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目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

48

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

49

チラシ配布 特になし 外国人の生活相談31件の中にDVに関係する
相談はなかった。

DVに関する相談者に対してDV
及び女性相談センターのチラシ
を配布することで、広報・啓発を
継続していく必要がある。

高知県外国人生活相談セ
ンターの周知・相談対応及
び配偶者暴力支援センター
の紹介

特になし

国際交流課

50

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活
用した広報活動の実施
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作
成・配布
○高知城パープルライ
トアップ

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・高知城パープルライトアップ
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
　・高知城パープルライト
アップ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

51

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガ
ジン等を活用した広報・
啓発

・デートＤＶについて県民の
関心を高めるため情報の
充実を図る。

・ホームページの更新頻度に留意することで、
県民に対する意識啓発につなげた。

・情報紙にDV防止啓発講演会の要旨を掲載し
情報提供した。

・さらなるホームページの情報の
充実を図る。

●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等
を活用した広報・啓発

・デートＤＶについて県民の
関心を高めるためさらに情
報の充実を図る必要があ
る。

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」
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●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した広報・啓発の実
施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画
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52

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

●ＤＶ防止をはじめとす
る人権啓発研修を実施
する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
電車を利用した啓発につ
いては、ＤＶに関する自前
の啓発素材が無いことから
関係団体から提供を受け
る必要がある。

上半期実績なし

【下半期】
ポスタージャック
　土佐電気鉄道　路面電車１両
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」ＤＶ防
止講演会のチラシ　
　（１０月３１日～１１月１０日）
　乗車推計人数：７，８４８人
・内閣府　セクハラ防止チラシ
　（１１月１５日～１２月１０日）
　乗車推計人数：２０，０６２人
（成果）
１１月１２日～２５日までの「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間中に講演会のチラシを掲
出することで、同運動の趣旨や講演会の告知
をすることができた。

ポスタージャックは、乗客数の多
い路面電車で、車内広告全て
「人権」関係にすることで、大きな
啓発効果があり、今後も「女性に
対する暴力をなくす運動」の期間
中などにおいて継続して掲出し
たい。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

●ＤＶ防止をはじめとする
人権啓発研修を実施する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容
も含む必要がある。
電車を利用した啓発につい
ては、ＤＶに関する自前の啓
発素材が無いことから関係
団体から提供を受ける必要
がある。

人権啓発センター

の
推
進

た
教
育
・
啓
発
の
実
施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
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関係機関

53

●啓発パネルの掲示
や貸出し、啓発誌や
リーフレット等の配布に
よる広報・啓発

・デートＤＶパンフレットの
配布先拡充と啓発パネル
の活用

・ソーレ館内、出前講座や会議等でパンフレッ
トを配布。

・デートDV啓発誌「それってラブラブ・・・？」を
増刷。（5,000部）

・デートＤＶ防止の意識啓発

・意識啓発のため、さまざまな機
会や場所において啓発パネルの
掲示や啓発誌等の配布を行って
いく。

●啓発パネルの掲示や貸
出し、啓発誌やリーフレット
等の配布による広報・啓発

・デートＤＶパンフレットの配
布先拡充と啓発パネルの活
用

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

54

○「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
・民間支援団体と連携
した広報・啓発素材、
相談カードの作成・配
布

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

（上半期は実績なし。以下、下半期の予定）
・女性保護対策協議会（民間女性支援団体）と
連携した相談カードの作成（23,500枚）及び配
布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

○「女性に対する暴力をな
くす運動期間（11月12日～
25日）」を中心とした啓発の
実施
・民間支援団体と連携した
広報・啓発素材、相談カー
ドの作成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

県民生活・男女共
同参画課

55

●デートＤＶ防止等の
研修を出前講座により
実施

・中学・高校・大学等の教
育機関における予防教育
の必要性に関する認識不
足を解消するための啓発
や広報

6月に高等学校の生徒を対象に「生と性」の問
題を中心とした出前講座を実施し、279人の生
徒が受講した。この講座では、ＤＶの未然防止
にもつながる「自分と他者を大切に思う」心を
育むための学びの場が提供できた。

・下半期にデートDVに関する研修を中高生対
象に出前講座により実施。4件、計862名参
加。

さらなる情報発信に努めること
で、講座依頼数の拡大につなげ
る必要がある。

●デートＤＶ防止等の研修
を出前講座等により実施

・中学・高校・大学等の教育
機関における予防教育の必
要性に関する認識不足を解
消するための啓発や広報

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

56

・ＰＴＡの人権教育研修
において、研修の回数
を増やしたり、複数テー
マの研修を実施するな
どの工夫を提案してい
く。

・研修ニーズに対応できる
ように、内容の工夫と講師
役の主事のスキルアップ
が必要である。

・人権教育主任連絡協議会等で、人権問題の
研修をPTAで実施できるように伝える。

・いじめやネットの問題について
の講師依頼がほとんどであり、
女性の人権を含む人権教育全
般の内容になっていない。

・ＰＴＡや専門学校生を対象
とした研修において、ＤＶを
含む複数テーマの研修を実
施する。

・研修ニーズに対応するとと
もに、ＤＶを含む研修内容の
充実を図る。 人権教育課（主）

小中学校課
高等学校課

57

校内の人権教育研修
において、研修の回数
を増やしたり、複数テー
マの研修を実施するな
どの工夫を提案してい
く。

・研修ニーズに対応できる
ように、内容の工夫と講師
役の主事のスキルアップ
が必要である。

人権教育主任連絡協議会等で、人権問題の
研修を校内で実施できるように伝える。

・いじめや虐待についての研修
では、ＤＶの内容を含むことはで
きているが、深く掘り下げた内容
にはなっていない。

・校内の人権教育研修にお
いて、ＤＶを含む複数テーマ
の研修を実施する。

・研修ニーズに対応するとと
もに、ＤＶを含む研修内容の
充実を図る。

人権教育課

1
Ｄ
Ｖ
を
許
さ
な
い
社
会
づ
く
り

（
３

）
若
年
層
に
対
す
る
予
防
教
育
の
推
進

①
若
い
世
代
に
お
け
る
デ
ー
ト
D
V
等
防
止
に
向
け
た
教
育
・
啓
発
の
実
施
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授業及び研修の実施
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58

人権教育セミナーにお
ける女性・犯罪被害者
等の人権課題におい
て、「女性（DV・性暴力
被害者）・犯罪被害者
の人権」 をと 演題 とし、
DVの内容を含めた研
修を実施する。

研修のねらいから、DVに
特化した研修にすることは
難しい。また、学校現場で
研修内容が生かされるよう
講師との綿密な打合せが
欠かせない。

○人権教育セミナーⅡ期（7/30）において、
「女性（DV・性暴力被害者）・犯罪被害者の人
権」と題して、講師自身の実体験を踏まえた講
義・演習の実施。
・受講者34名。
・教職員が、DV及び性暴力被害等の現実を知
ることで、学齢期の発達段階に応じた女性の
人権擁護に係る学習指導等の必要性につい
て認識を深めることができた。
・女性と男性、それぞれが互いの人権を尊重
することの重要性について再確認することが
でき、DVの未然防止に向けた人権学習や生
徒指導等で生かされることが期待できる。

人権教育セミナーⅡ期「女性
（DV・性暴力被害者）・犯罪被害
者の人権」の受講後アンケート
（５件法）の総合評価は、4.1と高
い評価であった。「新しい情報を
得ることができたか」が【4.4】と
もっとも高く、「学校・学級での教
育実践に生かせる内容でした
か」【4.2】、「自己の課題意識に
応える内容になっていましたか」
【3.9】という評価であり、研修の
ねらいはおおむね達成できたと
考える。

11の人権課題を取り上げる
研修等をとおして、DVを含
めた女性の人権に関する
研修を計画する。

研修のねらいから、DVに特
化した研修にすることは難し
い。また、学校現場で研修内
容が生かされるよう講師との
綿密な打合せが欠かせな
い。

教育センター

59

●デートＤＶ防止等の
研修を出前講座により
実施

・中学・高校・大学等の教
育機関における予防教育
の必要性に関する認識不
足を解消するための啓発
や広報

・ハラスメント研修を出前講座により実施。1
件、8名参加。

さらなる情報発信に努めること
で、講座依頼数の拡大につなげ
る必要がある。

●デートＤＶ防止等の研修
を出前講座により実施

・中学・高校・大学等の教育
機関における予防教育の必
要性に関する認識不足を解
消するための啓発や広報 男女共同参画セ

ンター「ソーレ」

60

●思春期相談セン
ター「ＰＲＩＮＫ」におけ
る若者を対象とした広
報・啓発の実施

広報用名刺大カードの
配布。
・思春期ハンドブックを
活用したＤＶ予防や相
談窓口の周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンス
ペースを活用して専門
講師によるミニ学習会
の開催や、産婦人科医
師による相談日の設
定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話
を開設し、デートＤＶ等
も含めた学習の場や、
若者や思春期から更年
期までの女性が気軽に
相談できる場を提供し
ていく。

・思春期ハンドブックや広
報用名刺大カードの配布
先の拡大。
・相談窓口の周知方法に
ついて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関との連携
・相談員の体制

・デートDVについて記載した思春期ハンドブッ
クの配布（県内全高校１年生及び活用希望
校）：11千部
・性に関する専門講師派遣事業：19校2,635人
・性の出前講座：１件
・思春期相談センターPRINKの移転（6/17）
・オープニング記念講演会と内覧会の開催
（8/30）：医師、養護教諭、助産師、保健師、保
育士等82名参加　
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの活用：来所者446名
・性に関する資料の閲覧・貸出し：32件
・関係機関との連携：126件　
・産婦人科医師による面接相談：４回
・予期しない妊娠等に関する専門相談の広報
用名刺大カードを県内ドラッグストア・スーパー
に設置
・電話相談
思春期：894件　女性：7件
・個別面接相談
思春期：2件　女性：2件
・PRINKオープンチラシ・広報用名刺カード配
布：（県内全高校生、県立・私立・高知市立全
中学校、市町村他）：約4万枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきて
いる。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・PRINK移転オープンに関する
PRにより思春期ハンドブックの
活用希望が増えている。
・オープニング記念講演会開催
後にPRINK内覧会により、学校
関係者や関係機関からの相談
が増えている。
・市町村や関係機関からの相談
が増えた。
・産婦人科医師による面接相談
の利用が少ない。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日
の設定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話を
開設し、デートＤＶ等も含め
た学習の場や、若者や思春
期から更年期までの女性が
気軽に相談できる場を提供
していく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知について
工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関とのさらなる
連携。
・相談員の体制

健康対策課
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●教職員を対象とした
ＤＶ防止をはじめとす
る人権教育の研修の
実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

61
●現場警察官の加害
者への対応能力の向
上

●各種研修の実施。
●専科教養における
DV授業の実施。
●DV担当者による専
科教養への入校。

●警察官によるDV加害者
への対応能力向上のため
の効果的な教養の実施。

・県下12署への巡回指導（４月中）において、
DV担当者への教養を行った。
・署当直責任者研修会（４／３）において、当直
責任者に対し、DV教養を行った。
・警察総合相談業務新任担当者研修会
（4/27）において、DV相談担当者への教養を
行った。
・人身安全関連事案対処担当者研修会
（5/11）において、DV担当者への教養を行っ
た。
・人身安全関連事案対策専科（6/4～6/8）に
おいて、DV担当者への教養を行った。
・各種教養により、DV加害者への対応能力の
向上を図った。

・各種教養により、DV加害者へ
の対応能力の向上が図れた。

・各種研修の実施。
・専科教養におけるDV授業
の実施。
・DV担当者による専科教養
への入校。

・警察官によるDV加害者へ
の対応能力向上のための効
果的な教養の実施。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

62
●保護命令が出され
た加害者に対する警
告の実施

●保護命令が発令され
た直後に加害者へ接
触し、保護命令が発令
された事実の確認及び
指導警告を実施。

●加害者と接触出来な
かった場合における、同人
に対する発令事実の確認
及び指導警告。
●対応する警察官の選
定。

・保護命令が出された加害者全員に対し、発
令事実の確認及び指導警告を実施した。
・署と本部が連携の上、対応する警察官を選
定し、適切に対応した。
・加害者に対する発令事実の確認及び指導警
告により、犯行の抑止を図るとともに、保護命
令違反があった際における加害者の犯意の立
証を図った。

・加害者に対する発令事実の確
認及び指導警告により、犯行の
抑止が図れるとともに、保護命
令違反があった際における加害
者の犯意の立証が図れた。

・保護命令が発令された直
後に加害者へ接触し、保護
命令が発令された事実の
確認及び指導警告を実施。

・加害者と接触出来なかった
場合における、同人に対す
る発令事実の確認及び指導
警告。
・対応する警察官の選定。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

63

●「男性のための悩み
相談」の実施

・一般相談や男性相談窓
口を周知する相談カードの
配布・設置先の新規開拓

・引き続き、相談カードの配布・設置を行った。 ・広く継続的に相談窓口の周知
を図ることが必要。

●「男性のための悩み相
談」の実施

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓 男女共同参画セ

ンター「ソーレ」

64

専門性を生かした相談
支援の実施

関係機関との継続的な連
携

●精神保健福祉センターでの面接相談１４件
（実数）のうち、加害者からの相談３件
●メンタルヘルスに関し専門的な相談を行っ
た

個別面接で対応している 専門性を生かした相談支援
の実施

関係機関との継続的な連携

精神保健福祉セ
ンター
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

65

●精神保健福祉業務と
して「心の健康相談」を
定期で実施。（安芸）
●電話、窓口での相談
を受けた時には、傾聴
のうえ女性相談支援セ
ンター等専門機関を紹
介する。（中央東）
●「心の健康相談」の
利用について市町村へ
の周知を行う(中央西）
●必要に応じ嘱託医相
談や専門職の相談に
つなげる。（須崎）
●精神保健福祉業務と
して「嘱託医相談」、
「心の健康相談」を開
催、相談事例があった
場合は、関係機関と連
携し、随時適切な対応
を行う。（幡多）

●本人や支援者も、心理
的DVには気づきにくい場
合があり、相談につながり
にくい。（安芸）
●加害者対象の相談事例
がない加害者対象の相談
を実施していることを広報
する必要と加害者相談に
精通した相談員の派遣依
頼も必要（須崎）

●「心の健康相談」の実績なし。（安芸）
●嘱託医の「心の健康相談」の利用はなかっ
たが、精神疾患のある本人や市町村からの相
談があり、ケース会に参加。(中央西）
●相談事例なし（幡多）

●加害者が相談できる場として
「心の健康相談」の啓発を継続
する。（安芸）
●取組の継続（中央東）
●回数が決められている嘱託医
の相談よりは、精神保健福祉専
門職への相談がタイムリー利用
しやすい。(中央西）
●相談事例があれば、関係機関
と連携し、随時対応する。（幡
多）

●加害者に精神疾患が疑
われる場合は「心の健康相
談」を紹介する。また課題を
抱えた家族支援では、ＤＶ
の発見と相談への繋ぎを意
識する。（安芸）
●相談があった場合は、傾
聴のうえ女性相談支援セン
ター等専門機関を紹介す
る。（中央東）
●必要に応じ嘱託医相談
や専門職の相談に繋げる。
また「心の健康相談」の利
用について市町村への周
知を行う(中央西）
●必要に応じ嘱託医相談
や専門職の相談につなげ
る。（須崎）
●精神保健福祉業務として
「嘱託医相談」、「心の健康
相談」を開催、相談事例が
あった場合は、関係機関と
連携し、随時適切な対応を
行う。（幡多）

●加害者のＤＶの自覚が低
く、相談に繋がりにくい（安
芸）
●緊急性等の判断等（中央
東）
●加害者からの相談事例が
ない。加害者対象の相談を
実施していることを広報する
必要と加害者相談に精通し
た相談員の派遣依頼も必要
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●加害者を対象とした
各種相談の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

66

・ソーレ広報誌でのＤＶ
防止の意識啓発及び
男性相談窓口を周知す
る相談カード（女相作
成、ソーレ作成）の配布
等
・加害者に対する意識
啓発のため、相談員の
スキルアップ研修の実
施

一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間中の
啓発活動を通して、男性相談窓口の周知を図
る。
　・ラジオ対談でソーレの男性相談窓口の周知
を図る予定。（11/７）
　・男性相談窓口を記載した啓発ポスターを掲
示（県内の交通機関）

男性相談窓口についての周知
活動を実施。
引き続き周知が必要

・ソーレ広報誌でのＤＶ防止
の意識啓発及び男性相談
窓口を周知する相談カード
（女相作成、ソーレ作成）の
配布等
・加害者に対する意識啓発
のため、相談員のスキル
アップ研修の実施

一般相談や男性相談窓口を
周知する相談カードの配布・
設置先の新規開拓

県民生活・男女共
同参画課

67

●啓発パネルの掲示、
啓発誌やリーフレット等
の配布による意識啓発
と相談カードの配布等
による相談窓口の周知

・一般相談や男性相談窓
口を周知する相談カードの
配布・設置先の新規開拓

・引き続き、相談カードの配布・設置を行った。 ・広く継続的に相談窓口の周知
を図ることが必要。

●啓発パネルの掲示、啓発
誌やリーフレット等の配布
による意識啓発と相談カー
ドの配布等による相談窓口
の周知

・一般相談や男性相談窓口
を周知する相談カードの配
布・設置先の新規開拓

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

68

関係機関を通じての相
談窓口の周知及び関
係機関への情報提供

関係機関への周知、情報
提供

●加害者からの相談３件は前年度からの継続
相談と新規相談
●関係機関からの相談のうち、加害者に関す
る相談は1件

相談に関しては個別対応 関係機関を通じての相談窓
口の周知及び関係機関へ
の情報提供

関係機関への周知、情報提
供 精神保健福祉セ

ンター

69

国や他県の情報収集 加害者更生プログラムが
発展途上にあるため、プロ
グラムに関する情報が不
足

関係団体含め国や他県の情報収集に努め
た。

加害者更生プログラム自体が新
しい取組であり、効果が国等に
より検証されている段階のた
め、情報が不足している。引き続
き情報収集の必要がある。

国や他県の情報収集 加害者更生プログラムが発
展途上にあるため、プログラ
ムに関する情報が不足

県民生活・男女共
同参画課

70

●国や他県等の情報
収集

・情報の充実と人員不足の
解消

― ― ●国や他県等の情報収集 ・情報の充実と人員不足の
解消

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」
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●加害者に対するＤＶ
防止の意識啓発と相
談窓口の周知

●加害者更生プログ
ラムに関する情報の
収集と対応の検討
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

71

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活
用した広報活動の実施
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作
成・配布
　・高知城パープルライ
トアップ

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・高知城パープルライトアップ
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
　・高知城パープルライト
アップ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課

72

●ソーレ情報誌やホー
ムページ、メールマガ
ジン等を活用した周知

・ＤＶについて県民の関心
を高めるため情報の充実
を図る。

・ホームページにおいて、ＤＶ防止の啓発とと
もに相談窓口として紹介。

― ●ソーレ情報誌やホーム
ページ、メールマガジン等
を活用した周知

・ＤＶについて県民に十分知
られていない

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

73

●人権啓発電車・ラジ
オ、ホームページ等を
活用した啓発を実施す
る。

●ＤＶ防止をはじめとす
る人権啓発研修を実施
する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
電車を利用した啓発につ
いては、ＤＶに関する自前
の啓発素材が無いことから
関係団体から提供を受け
る必要がある。

上半期実績なし

【下半期】
ポスタージャック
　土佐電気鉄道　路面電車１両
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」ＤＶ防
止講演会のチラシ　
　（１０月３１日～１１月１０日）
　乗車推計人数：７，８４８人
・内閣府　セクハラ防止チラシ
　（１１月１５日～１２月１０日）
　乗車推計人数：２０，０６２人
（成果）
１１月１２日～２５日までの「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間中に講演会のチラシを掲
出することで、同運動の趣旨や講演会の告知
をすることができた。

ポスタージャックは、乗客数の多
い路面電車で、車内広告全て
「人権」関係にすることで、大きな
啓発効果があり、今後も「女性に
対する暴力をなくす運動」の期間
中などにおいて継続して掲出し
たい。

●人権啓発電車・ラジオ、
ホームページ等を活用した
啓発を実施する。

●ＤＶ防止をはじめとする
人権啓発研修を実施する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容
も含む必要がある。
電車を利用した啓発につい
ては、ＤＶに関する自前の啓
発素材が無いことから関係
団体から提供を受ける必要
がある。

人権啓発センター
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●広報紙、テレビ、ラ
ジオ、ホームページ等
多様な広報媒体を活
用した周知
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

74

○「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
・民間支援団体と連携
した広報・啓発素材、
相談カードの作成・配
布

・ＤＶ防止への理解の有無
や展示スペース等の問題
により、配布先の新規開
拓・拡大が困難

・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

・女性保護対策協議会（民間女性支援団体）と
連携した相談カードの作成（23,500枚）及び配
布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）

民間支援団体の協力を得ること
で、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

○「女性に対する暴力をな
くす運動期間（11月12日～
25日）」を中心とした啓発の
実施
・民間支援団体と連携した
広報・啓発素材、相談カー
ドの作成・配布

・ＤＶ防止への理解の有無や
展示スペース等の問題によ
り、配布先の新規開拓・拡大
が困難

県民生活・男女共
同参画課

75

●リーフレット等を作成
し、配布を行い広報啓
発
●「女性に対する暴力
をなくす運動」月間にお
ける各機関と連携した
集中的な広報啓発
●ホームページの活用

配布できる場所が限られて
いる。

・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）
・高知県医師会の協力により、整形外科病院
に啓発用チラシ及びＤＶカードの設置

・民間支援団体の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。
・高知県医師会の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

●リーフレット等を作成し、
会議や研修会での配布に
よる広報啓発
●「女性に対する暴力をな
くす運動」期間における民
間支援団体と連携した集中
的な広報啓発
●ホームページでの相談先
の周知

―

女性相談支援セ
ンター

76

●啓発誌やリーフレット
等の配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の
配布先の拡充やＤＶ啓発
誌や啓発パネルの活用

・啓発誌やリーフレットに記載して配布し、周知
を図った。

― ●啓発誌やリーフレット等
の配布による周知

・ＤＶ相談窓口カード等の配
布先の拡充やＤＶ啓発誌や
啓発パネルの活用

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

77

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした、関係機
関・団体と連携した集
中的な周知の実施

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施
○市町村広報紙掲載
に向けた広報文案の送
付
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
（相談カードの作成・配
布、街頭キャンペーン）
○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○高知城パープルライ

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・高知城パープルライトアップ
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
　・高知城パープルライト
アップ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活･男女共
同参画課
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●リーフレット等を活
用した周知
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

78

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間に実
施する講演会等の周知
の強化
●県民への幅広い周
知活動の実施
●ＤＶ防止講演会での
配偶者暴力相談支援
センターについての広
報

・配布場所が限られている
・協力団体の固定化

・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用素
材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布（街頭
キャンペーンの実施）
・高知県医師会の協力により、整形外科病院
に啓発用チラシ及びＤＶカードの設置

・民間支援団体の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。
・高知県医師会の協力を得るこ
とで、効果的に広報・啓発活動を
実施することができた。

●民間支援団体と連携し
た、チラシ等の事業所等の
トイレへの設置及び街頭配
布

―

女性相談支援セ
ンター

79

●館内での企画展示
や関係機関との共催に
よるＤＶ防止啓発講演
会の開催及び広報活
動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中のより効果
的な啓発活動と講演会へ
の参加者の拡充

・「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせ、
DV防止啓発講演会（11/4）を開催。105名参
加。

・ソーレ館内において啓発パネルの展示、啓
発誌の配架、来館者にパープルリボンの貼付
やDV防止のメッセージを書いてもらい掲示し
た。

・講演会では男性の立場からDV
を話してもらうことにより、男性が
DVを「他人事」ではなく「自分事」
と考える機会を作ることができ
た。

●館内での企画展示や関
係機関との共催によるＤＶ
防止啓発講演会の開催及
び広報活動

・「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中のより効果
的な啓発活動と講演会への
参加者の拡充

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

80

●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間（11
月12日～25日）に合わ
せ、人権啓発電車等を
活用した啓発を実施す
る。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内
容も含む必要がある。
電車を利用した啓発につ
いては、ＤＶに関する自前
の啓発素材が無いことから
関係団体から提供を受け
る必要がある。

上半期実績なし

【下半期】
ポスタージャック
　土佐電気鉄道　路面電車１両
・こうち男女共同参画センター「ソーレ」ＤＶ防
止講演会のチラシ　
　（１０月３１日～１１月１０日）
　乗車推計人数：７，８４８人
・内閣府　セクハラ防止チラシ
　（１１月１５日～１２月１０日）
　乗車推計人数：２０，０６２人
（成果）
１１月１２日～２５日までの「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間中に講演会のチラシを掲
出することで、同運動の趣旨や講演会の告知
をすることができた。

ポスタージャックは、乗客数の多
い路面電車で、車内広告全て
「人権」関係にすることで、大きな
啓発効果があり、今後も「女性に
対する暴力をなくす運動」の期間
中などにおいて継続して掲出し
たい。

●「女性に対する暴力をな
くす運動」期間（11月12日～
25日）に合わせ、人権啓発
電車等を活用した啓発を実
施する。

・被害者、当事者だけでな
く、県民に広く啓発する内容
も含む必要がある。
電車を利用したＤＶ防止の啓
発については、DVについて
は自前の啓発素材が無いこ
とから関係団体から提供を
受ける必要がある。

人権啓発センター

81

●市町村等関係機
関・団体・企業等の広
報媒体を活用した周
知実施の働きかけ

●市町村・関係機関の
広報等を通じて、地域
住民に対してDVを含め
た人権問題の啓発を行
うよう働きかける。
●市町村の参考になる
広報文案の作成と早期
の情報提供

・広報紙に掲載するかどう
かを判断するのは市町村
のため、実際に掲載される
かどうかは不明。

・市町村の参考になる広報文案の作成と情報
提供
・市町村広報紙へのDV関連記事の掲載
（文案を参考にした記事、市町村DV相談窓口
の紹介など）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間や人権週間を中心に11
月号あたりでの掲載が多い。
・様々な広報素材がある中で、
DVの啓発の通年実施をどう行っ
てもらうか。

●市町村・関係機関の広報
等を通じて、地域住民に対
してDVを含めた人権問題
の啓発を行うよう働きかけ
る。
●市町村の参考になる広
報文案の作成と早期の情
報提供

・広報紙に掲載するかどうか
を判断するのは市町村のた
め、実際に掲載されるかどう
かは不明。

県民生活・男女共
同参画課
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●「女性に対する暴力
をなくす運動」期間を
中心とした、関係機
関・団体と連携した集
中的な周知の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

82

●様々な広報資料を活
用した周知

・当課への直接の来所相
談の事例が少ないため、
周知方法が間接的になり
がち

・啓発チラシや相談カードによる窓口の周知を
行った。

・当課への直接の来所相談はな
かったが、相談窓口の周知は、
啓発資料によって周知を行っ
た。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料を活用し
た周知

・当課への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

県民生活・男女共
同参画課

83

広報用名刺大カードの
配布。
・思春期ハンドブックを
活用したＤＶ予防や相
談窓口の周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンス
ペースを活用して専門
講師によるミニ学習会
の開催や、産婦人科医
師による相談日の設
定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話
を開設し、デートＤＶ等
も含めた学習の場や、
若者や思春期から更年
期までの女性が気軽に
相談できる場を提供し
ていく。

・思春期ハンドブックや広
報用名刺大カードの配布
先の拡大。
・相談窓口の周知方法に
ついて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関との連携
・相談員の体制

・デートDVについて記載した思春期ハンドブッ
クの配布（県内全高校１年生及び活用希望
校）：11千部
・性に関する専門講師派遣事業：19校2,635人
・性の出前講座：１件
・思春期相談センターPRINKの移転（6/17）
・オープニング記念講演会と内覧会の開催
（8/30）：医師、養護教諭、助産師、保健師、保
育士等82名参加　
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの活用：来所者446名
・性に関する資料の閲覧・貸出し：32件
・関係機関との連携：126件　
・産婦人科医師による面接相談：４回
・予期しない妊娠等に関する専門相談の広報
用名刺大カードを県内ドラッグストア・スーパー
に設置
・電話相談
思春期：894件　女性：7件
・個別面接相談
思春期：2件　女性：2件
・PRINKオープンチラシ・広報用名刺カード配
布：（県内全高校生、県立・私立・高知市立全
中学校、市町村他）：約4万枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきて
いる。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・PRINK移転オープンに関する
PRにより思春期ハンドブックの
活用希望が増えている。
・オープニング記念講演会開催
後にPRINK内覧会により、学校
関係者や関係機関からの相談
が増えている。
・市町村や関係機関からの相談
が増えた。
・産婦人科医師による面接相談
の利用が少ない。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日
の設定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話を
開設し、デートＤＶ等も含め
た学習の場や、若者や思春
期から更年期までの女性が
気軽に相談できる場を提供
していく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知について
工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関とのさらなる
連携。
・相談員の体制

健康対策課

84

高齢者総合相談を実
施し、必要な場合は関
係機関と連携する。

関係機関と連携し、高齢者総合相談を実施
　相談受付数：674件（3月末時点）

－ 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と
連携する。

－

高齢者福祉課

85

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

（
１

）
相
談
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口
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知
と
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談
に
つ
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げ
る
体
制
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備

①
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知

●各種相談機関の相
談窓口での周知
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

86

・国際交流課と連携し
た、チラシ等の翻訳の
検討
・国や他機関が作成し
たチラシ等を関係機関
に配置

一般的な啓発物では、外
国人や高齢者などには対
応できない部分がある。

実績なし。 実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチ
ラシ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応で
きない部分がある。

県民生活・男女共
同参画課

87

国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体
連絡協議会等でのチラ
シ配布

特になし DV及び女性相談支援センターについてのチラ
シをイベントや県内国際交流・協力団体連絡
協議会等で配布した。

国際交流イベント参加者や県内
国際交流・協力団体に対し、DV
防止に向けた周知が図られた。

現在パンフレットはないが、
作成する場合はCIRが翻訳
で協力可能

パンフレットがない

国際交流課

88

●警察と配偶者暴力相
談支援センターとの十
分な連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の
明確化
・初期対応する部署、生活
安全課以外の部署との連
携

・連絡会の実施　1回
・警察職員への研修　2回
・一時保護要請の際の確認事項と説明文を警
察に配布

・緊急時の連絡確認、受け入
れ、個別ケースの情報共有がス
ムーズにできるようになった

●警察と配偶者暴力相談
支援センターとの十分な連
携のための意見交換や情
報共有の実施

―

女性相談支援セ
ンター

89

●女性相談支援セン
ターが開催する意見交
換会への出席。
●DV関連専科教養へ
女性相談支援センター
職員を講師として招
致。
●連絡を密にした情報
交換及び協力依頼体
制の構築。

・夜間休日時における協力
体制の強化。
・人員の確保。

・平成30年度DV被害者支援連絡会議（５／
30）に出席した。
・人身安全関連事案対策専科（6/7）におい
て、女性相談支援センター所長を講師として
招致した。
・平成30年度DV被害者支援連絡会議におけ
る女性相談支援センターとの意見交換や、専
科教養による講師としての招致により、連携の
強化や24時間対応できる体制の確保を図っ
た。

・平成30年度DV被害者支援連
絡会議における女性相談支援セ
ンターとの意見交換や、専科教
養による講師としての招致によ
り、連携の強化や24時間対応で
きる体制の確保が図れた。

・女性相談支援センターが
開催する意見交換会への
出席。
・DV関連専科教養へ女性
相談支援センター職員を講
師として招致。
・連絡を密にした情報交換
及び協力依頼体制の構
築。

・夜間休日時における協力
体制の強化。
・人員の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

90

・女性しごと応援室を通
じた就労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自立支
援センター等関係機関と連携を図りながら就
労支援を実施。
 （今年度はDV被害者からの相談実績なし）

 今年度DV被害者からの相談実
 績はないが、来室したDV被害者
に対する相談対応や、必要に応
じて関係機関と連携できる体制
を整えている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

２
Ｄ
Ｖ
被
害
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見
、
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制
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と
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体
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者
暴
力
相
談
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援
セ
ン
タ
ー
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周
知

●外国語パンフレット
等の作成及び関係機
関への配置

②
D
V
被
害
者
の
早
期
発
見
、
通
報
及
び
相
談
に
つ
な
げ
る

●配偶者暴力相談支
援センターと警察の連
携による24時間対応
できる体制の確保

●地域における企
業、関係機関・団体・
者との連携強化・理解
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

91

●関係機関の研修会
等への参加

多くの問題があるため、Ｄ
Ｖに対しては、対応が後回
しになっている。

・こうちセーフティネット連絡会、「社会を明るく
する運動」高知県推進委員会、自殺対策関係
機関連絡調整会議への参加
・幡多地区市町村要保護児童対策地域協議
会調整機関連絡会での講演

・DV防止に向けた広報・啓発及
びＤＶ被害者の早期発見・早期
対応への協力依頼ができた。

●関係相談機関等の会
議、研修会等を通じたＤＶ
防止の啓発等の実施

―

女性相談支援セ
ンター

92

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

○全市町村の要保護児童対策地域協議会に
おける見守り支援体制の現状把握の実施
（H30.5-7月）
・国（乳児家庭全戸訪問事業等）や県（子ども
の見守り体制推進交付金）の周知
・上記事業を活用した見守り支援体制の確認
・民生委員・児童委員の活用に向けた意向と
その活用状況
・地域子育て支援センターとの連携
○市町村が管理する在宅虐待ケース（0-2歳
児の未就園を対象）の見守り状況の確認（9-
10月）
○健康対策課との合同ヒアリングによる市町
村の母子保健部署と児童福祉部署の連携状
況の把握（9-10月）

・市町村管理ケースについて組織と
して適切にアセスメント（リスクアセ
スメント含む）を行い、支援方法を判
断する体制が整いつつあるととも
に、母子保健部署との間でも情報
共有、連携した対応がなされてい
る。
・市町村児童家庭相談担当部署で
策定する支援計画について、要対
協構成機関の間での共有が不十分
なケースが散見されるため、支援計
画の共有を徹底し、関係機関によ
る支援体制の充実を図ることが必
要である。
・民生委員・児童委員の役割（平日
夜間や休日の見守り、生活状況の
確認等）に期待しているものの、情
報漏えい等の不安から活用が進ん
でいない。

■各市町村において総合的な
ソーシャルワーク、関係機関
での密な情報連携を行う体制
を整えるため、市区町村子ど
も家庭総合支援拠点の設置
に向けた各市町村との協議を
行う。
■各市町村における見守り支
援体制の充実に向け、乳児家
庭全戸訪問事業や養育支援
訪問事業等の活用を働き掛け
る。
■市町村による民生委員・児
童委員の活用促進に向けた
取り組み（理解促進のための
研修等）を働き掛ける。

・市区町村子ども家庭総合支
援拠点の役割について十分な
理解が進んでいないことに加
え、小規模な自治体を中心に
専門職員の人材確保が困難で
あることから、支援拠点の設置
が進んでいない。
・出生数の少なさや、養育支援
を実施できる人材・委託先の不
足により、事業の活用が進んで
いない。
・民生委員・児童委員の役割
（平日夜間や休日の見守り、生
活状況の確認等）に期待してい
るものの、情報漏えい等の不
安から活用が進んでいない。

児童家庭課

93

■要保護児童対策地
域協議会の構成機関
や民生委員・児童委員
との連携

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）

94

・民生委員・児童委員
の研修等におけるDV
対策等の周知

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る後継者不足への対応
・市町村と市町村社協との
連携が十分でないところも
ある。

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修
を開催（２年目対象：活動の中心の一つである
相談支援のために、話の聴き方・話の受け止
め方について傾聴技法などを研修、３年目対
象：活動の基本的なところから、事例検討等も
交えながら、求められる役割、活動のポイント
等を研修）

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっており、それぞれ
の状況等への対応について、わ
かりやすく示していく必要があ
る。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・R元.12.1付けで民生委員・
児童委員の一斉改選がある
ため、新任研修において、
DV対策への対応について
周知が必要

地域福祉政策課

る
体
制
整
備

者との連携強化・理解
促進のための取組の
実施
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●地域における企
業、関係機関・団体・
者との連携強化・理解
促進のための取組の
実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

95

圏域別の意見交換会
を継続的に実施し、情
報共有を行う。

市町村と弁護士等の専門
職団体など高齢者に関わ
る関係機関との継続的な
連携が必要

・圏域別権利擁護意見交換会の実施（2回：
H30.6月、H31.2月）
　　安芸圏域　 　　52名
　　中央東圏域  　68名
　　中央西圏域  　55名
　　高幡圏域　　　 55名
　　幡多圏域　　　 52名

高齢者等の権利擁護の推進に
向け、関係機関と連携し、課題
解決に向けた取組を継続的に行
う必要がある。

圏域別の意見交換会を継
続的に実施し、情報共有を
行う。

市町村と弁護士等の専門職
団体など高齢者に関わる関
係機関との継続的な連携が
必要

高齢者福祉課

96

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

り
備
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

97

●被害者の早期発見・
相談につなげる体制整
備
●引き続き、ＤＶ被害者
への発見に努め、関係
機関との連携を図る。
●配偶者からの暴力の
被害者の子どもの保護
に関する連携

事例が発生した場合のみ
連携がとれる。

・要保護児童対策地域協議会等への参加
　　　20回
・個別ケース検討会議への参加
　　　7回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●関係相談機関等の会
議、研修会等を通じたＤＶ
防止の啓発等の実施

連携は個別事例が発生した
場合のみに限られることが
多い

女性相談支援セ
ンター

98

●各ケース会に積極的
に参加していく。（中央
東）
●各機関がそれぞれ
の相談窓口の役割を
理解しDVの相談事例
に対して連携しながら
対応を行って行く（中央
西）
●通常業務を通じ市町
村等関係機関との連携
を図る（安芸、須崎）
●通常業務を通じて市
町村等関係機関との連
携の強化(幡多)

 ●担当が交代しても､関係
 機関との連携が継続でき
 る仕組みづくり。（安芸）
●対応事例がでた場合
は、各機関の役割を理解し
適切な機関への情報提供
等必要であるが、日頃の
関係性がない中では本人
同意が必要であり、医療機
関等からの情報共有など
困難な場合がある。（須
崎）

●実績なし。（安芸）
●県立高等学校定時制の生徒・教職員（約30
名）対象に、デートDV等や相談先に関する情
報提供を行った。（7/18：子どもの健康的な生
活習慣支援講師派遣事業）（中央東）
●市町村や各関係機関との連携により対応を
した。(中央西）
●通常業務を通じ市町村等関係機関との連
携を図った（須崎）
●DVに関するケース会議なし(幡多)

●市町村とタイムリーに情報共
有する関係があり、特に精神保
健業務はより幅広い地域の関係
者と関係を築き、相談事例の共
有、専門相談に繋げる等をして
いる。（安芸）
●学校での性教育講話を通じて
DV及び相談先に関する啓発が
できた。（中央東）
●連携により情報共有がスムー
ズになり対応が統一できた(中央
西）
●DV相談窓口が市町村となり
相談事例は少ないが、今後も必
要に応じて市町と連携できた（須
崎）
●事案があれば、関係機関と連
携し対応する（幡多）

●個別事例や研修会等を
通じて市町村や介護、福
祉、教育等の関係機関との
連携強化、及びＤＶの理解
を図る（安芸）
●DVに関する啓発を継続
するとともに、DV相談には
関係機関と連携して速やか
に対応する。（中央東）
●関係機関がそれぞれの
相談窓口の役割を理解し
DVの相談事例に対して連
携し対応を行う（中央西）
●通常業務を通じ市町村
等関係機関との連携を図る
（須崎）
●通常業務を通じて市町村
等関係機関との連携の促
進(幡多)

●精神保健の通常業務でＤ
Ｖケースにも対応しており、
職員に役割が集中する傾向
にある（安芸）
●関係機関との顔合わせの
機会がない。（中央東）
●対応事例がでた場合は、
各機関の役割を理解し適切
な機関への情報提供等が必
要であるが、被害者本人の
同意が必要であり、関係機
関等への相談につなげるこ
とが困難な場合がある。（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●医療・福祉・教育・
司法関係者に対する
情報提供及び連携の
強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

99

■要保護児童対策地
域協議会の構成機関
や民生委員・児童委員
との連携

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、特
に医療機関、学校等との連携強化を高めるこ
とが必要であることを説明し、各市町村に協力
を求めた。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の医療機関・学校等と
の連携

・全市町村の要保護児童対
策地域協議会の調整機関の
課長・係長会及び市町村へ
の訪問支援時により、医療
機関、学校等の連携強化を
高めることを求める。

児童家庭課
（児童相談所）

100

事例に合わせた関係
機関との対応協議を早
期に実施する。必要時
にカンファレンスや院内
の虐待防止委員会にて
ケース会議を行う。
相談窓口としての医療
相談室機能の情報提
供を院内外へ行う。

DVの相談件数が少ないた
め対応する者が偏りがち
になり経験を積めていない
者もいる。個人情報の取り
扱いに留意しながら事例
の共有や検討を行い部署
での対応方法を浸透させ
る必要がある。
その他の虐待等は院内虐
待防止委員会にて通報の
判断等を協議するがDVに
ついては本人の意思によ
るため全体で共有する場
があまりない。

・DVと確定できなくても家族内で悩みがある場
合に、早期に医療相談室へ介入依頼をしても
らうよう院内職種へ働きかけ、病棟カンファレ
ンスでの情報収集、他部署との連携を行いな
がら支援にあたった。関係機関と連携し情報
共有を行った。
・DVとしての相談件数は0件
・虐待防止委員会の開催はなし

DVの背景に認知症や様々な疾
患が影響している場合もあり、適
切な対応の検討が必要。院内外
へ相談窓口の周知継続が必要。

相談窓口としての医療相談
室機能の情報提供を院内
外へ行う。

早期に医療相談室が介入で
きるようカンファレンスでの
情報収集等を行っている
が、相談室の人員が少なくカ
ンファレンスへ参加できない
部署もある。
その点については別部署の
退院支援看護師とも連携し
補っている。

県立病院課

101

●子どもの人権110番
等への連携協力の依
頼
●家庭にＤＶの存在は
疑われる場合は、子ど
もの相談機関・窓口が
配偶者暴力相談支援
センターに情報をつな
ぐよう依頼

連携体制の強化 ・ブロック会において、参加市町村の児童担当
職員に、連携強化について今一度、認識を
持っていただいた。

・ブロック会等の機会に於いて、
お互いの役割について認識し、
連携体制を強化していく。

●子どもの人権110番等へ
の連携協力の依頼
●家庭にＤＶの存在は疑わ
れる場合は、子どもの相談
機関・窓口が配偶者暴力相
談支援センターに情報をつ
なぐよう依頼

連携体制の強化

県民生活･男女共
同参画課

102

●配偶者暴力相談支
援センターの業務内容
の周知

・要保護児童対策地域協議会等への参加
　　　20回
・個別ケース検討会議への参加
　　　7回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者のつなぎができ
た。

●配偶者暴力相談支援セ
ンターの業務内容の周知

―

女性相談支援セ
ンター

103

●職員研修等の実施
による二次被害の防止

●苦情があった場合に
は情報共有等を実施

苦情に対する迅速で適切
な処理

・女性相談支援センター及び男女共同参画セ
ンターの電話相談の対応に関する苦情が寄
せられた際には、状況を確認するとともに、情
報共有、情報提供を行った。
・一時保護所及び自立支援施設の入所者にア
ンケートを実施しているが、苦情は無かった。
なお、アンケートの内容については、女相に情
報提供を行った。

・苦情があれば、誠意を持って対
応する。

●職員研修等の実施によ
る二次被害の防止

●苦情があった場合には情
報共有等を実施

苦情に対する迅速で適切な
処理

県民生活･男女共
同参画課
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●子どもの人権110番
などの子どもの相談
機関・窓口等との連携
強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

104

●苦情に対し、それぞ
れのシステムの中で適
切に対応
●二次被害を生まない
ために関係者のＤＶ理
解の向上を図る。

・該当事例なし ― ●苦情に対する対応
●二次被害を生まないため
に関係者のＤＶ理解の向上
を図る

―

女性相談支援セ
ンター

105

●女性相談支援セン
ターとの連携による苦
情対処体制を確立

・女性相談支援センターと
の連携強化

・平成30年度DV被害者支援連絡会議（５／
30）に出席した。
・女性相談支援センターとの意見交換を行い、
連携を強化するとともに苦情対処体制の確立
を図った。

・女性相談支援センターとの意
見交換を行い、連携を強化する
とともに苦情対処体制の確立が
図れた。

・女性相談支援センターと
の連携による苦情対処体
制を確立

・女性相談支援センターとの
連携強化

警察本部
（少年女性安全対
策課）

106

●女性相談員や心理
ケア担当職員等に対
する専門研修の実施
及び専門研修への参
加

●県内外での配偶者
暴力被害者支援に関
する専門研修に積極的
に参加し、専門性の向
上を図る。

・相談スキルの更なる向上
・相談員研修の少なさ

・県内外で開催される相談員専門研修、ＤＶ支
援に必要な各種研修の受講
　専門研修への参加　延べ 48人

・専門的な研修は県内では、実
施が少なく、県外で実施されるも
のが多い。多額の負担金を必要
とするものもあり、頻繁に研修を
受けることが難しい。

●県内外での配偶者暴力
被害者支援に関する専門
研修に積極的に参加し、専
門性の向上を図る
●関係機関の講師を招い
ての所内研修の実施

・専門研修が少ない

女性相談支援セ
ンター

107
●女性相談員に対す
るスーパーバイズの
実施

●種々の専門研修に
積極的に参加し、専門
性の向上を図る。
●スーパーバイズ、所
内研修の充実

・緊急でのアドバイスを受
ける事が出来ない。

・精神科医師によるスーパーバイズ
　　 5回実施
講師を招いての所内研修 9回実施

・対応困難な相談者への適切な
対応

●スーパーバイズ、所内研
修の充実

・常時のアドバイスを受ける
事ができない

女性相談支援セ
ンター

108
●各種メンタルヘルス
研修受講の推進

●各種メンタルヘルス
研修等の活用

・実績なし ― ●各種メンタルヘルス研修
等の受講

―

女性相談支援セ
ンター

109
●相談員が業務に関
する悩みを相談できる
環境の整備

●相談員が職場内で
相互に悩みを相談しや
すい環境を整える。

・職員ミーティングの実施　毎日
・相談対応や一時保護ケースの所内での意見
交換会　随時

・相談員が職場内で相互に悩み
を相談しやすい環境となってい
る。

●毎日の朝会による情報
共有と随時の相談、協議の
実施による負担の軽減
●困難ケースに対するスー
パーバイズの実施

―

女性相談支援セ
ンター

体
制
づ
く
り

制
整
備

げ
る
体
制
整
備

●苦情処理の体制整
備

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
強
化

①
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
専
門
性
の
向
上

②
相
談
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
充
実
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

110

③
市
町
村
の
取
組
強
化
に
向
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●市町村の取組に対
する助言等

●会議等を通じた関係
づくり
●困難事例等に対する
アドバイスの実施  
●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布

・ＤＶ担当部署の業務内容
の違いによる関わり方の
差
・関係部署の理解は得られ
てきたが、職員の異動等に
より、理解が深まるまでに
時間がかかることがある。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所
・市町村ＤＶ担当者への助言

・市町村からの相談や問合せに
対し、地域での資源やサービス
活用を勧めるなど、地域での見
守りへの方向性を示唆できた。

●会議等を通じた関係づく
り
●困難事例等に対するアド
バイスの実施  
●ＤＶ被害者サポートブック
の作成・配布

・ＤＶ担当部署の業務内容の
違いによる関わり方の差
・市町村職員の異動等によ
る、知識、経験の蓄積の困
難さ 女性相談支援セ

ンター

く
り

34



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

111
●市町村内の関係部
署間の連携強化に向
けての働きかけ

●ブロック別関係機関
連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図る。
●市町村内の各関係
部署間の連携強化へ
の働きかけ

・ケースが起きてからの対
応になる。
・町村の職員体制

・ブロック別関係機関連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強化への
働きかけを行った。

・市町村からの相談や問合せに
対し、地域での資源やサービス
活用を勧めるなど、市町村内の
各関係部署間の連携強化への
働きかけができた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の
浸透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きか
け

・ケースが起きてからの対応
になる。
・町村の職員体制

県民生活・男女共
同参画課
女性相談支援背
ター

112
●被害者支援マニュ
アルの作成等によるノ
ウハウの共有

●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修
の実施

サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触
れる機会が増える。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者の支援に役立っ
た。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによ
る意識の違い

女性相談支援セ
ンター

113

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、
ＤＶに特化した研修の必要
性を感じていない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者の支援に役立っ
た。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種
会議等を通じた研修や情報
提供

・ＤＶ相談の多寡の違いによ
る意識の違い

女性相談支援セ
ンター

114

●相談員対象のスキ
ルアップ研修の実施（3
回）

・スキルアップ研修への参
加拡充及び県下の相談員
の課題解決

・相談員スキルアップ研修（３回）を実施した。
①フェミニストカウンセリングとＤＶ
②高知市の生活保護行政
③認知症と相談

・延べ88名の参加があり、意識の向上や情報
提供・交換、交流が図れた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流
を継続していくとともに、研修内
容のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

115

●研修への講師派遣
及び研修課題の市町
村が決定するため希望
があれば対応する。

・センターはあらゆる人権
問題の啓発研修を行って
いるが、ＤＶ防止の専門的
な部分については、専門部
署に頼らざるを得ない。

相談窓口等職員に対する研修は実施していな
い。

・センターの研修は、一般県民
や企業等の人権担当者向けで
あり、特定の相談窓口職員のた
めの専門的な内容の研修は実
施していない。

●研修への講師派遣及び
研修課題の決定権限は市
町村にあるため、希望があ
れば対応する。

・センターはあらゆる人権問
題の啓発研修を行っている
が、ＤＶ防止の専門的な部
分については、専門部署に
頼らざるを得ない。

人権啓発センター

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
早
期
発
見
、
安
心
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て
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談
で
き
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体
制
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（
２
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配
偶
者
暴
力
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援
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タ
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の
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の
強
化

③
市
町
村
の
取
組
強
化
に
向
け
て
の
働
き
か
け
、
市
町
村
と
の
連
携
強
化

●相談窓口等職員に
対する研修の実施及
び情報提供
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

116

●個別ケースに応じた
それぞれの役割分担
の確認と連携

― ・個別のケースに関する情報共有 ・情報共有してきめ細かい支援
ができた。

●個別ケースに応じたそれ
ぞれの役割分担の確認と
連携

―

女性相談支援セ
ンター

117

●事例があった場合
は、配偶者暴力相談支
援センターと連携し、地
域で支援できるように
サポートする。（安芸）
●検診等でＤＶ関連の
情報を得た時には速や
かに専門機関への情
報提供を行う。（中央
東）
●事例があった場合
は、配偶者暴力相談支
援センターと連携を行
う(中央西）
●相談時に配偶者暴
力相談支援センターと
情報共有し連携に努め
る（須崎）
●相談事例により必要
となれば女性相談支援
センターと福祉保健所
が連携をとる。（幡多）

●事例により必要となれば
連携をとる必要があるが、
本人同意がない場合、情
報共有が困難な場合があ
る（須崎）

●上半期からの継続１例は、配偶者暴力相談
支援センターと連携し、専門相談に繋いだ。
●DVに関する事案なし（中央東、中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●生活保護や市町村からの相談事例は所内
で共有し、必要に応じて女性相談支援セン
ターと連携（幡多）

●継続１例は、配偶者暴力相談
支援センターと連携し、専門相
談に繋いだ。（安芸）
●事案がある場合は、関係機関
と連携し速やかに対応する。（中
央東）
●相談時には配偶者暴力相談
支援センターとの情報共有、連
携に努める必要がある（須崎）
●必要な事例は女性相談支援
センターと連携し支援する（幡
多）

●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
とタイムリーに情報共有し、
連携する。（安芸）
●関係機関と連携し、DV相
談に速やかに対応する。
（中央東）
●事例があった場合は、配
偶者暴力相談支援センター
と連携を行う(中央西）
●相談時に配偶者暴力相
談支援センターと情報共有
し連携に努める（須崎）
●必要な事例は女性相談
支援センターと連携（幡多）

●初期対応時の相談票を活
用していく。（安芸）
●関係機関との顔合わせの
機会がない。（中央東）
●事例により必要となれば
連携をとる必要があるが、本
人同意がない場合、情報共
有が困難な場合がある（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

118

●児童相談所との連絡
協議会開催
●配偶者からの暴力の
被害者の子どもの保護
に関する連携

・同伴児の心のケア、支援
のノウハウの共有等
・児童相談所と配偶者暴力
相談支援センターの役割
分担

・相談員を対象とした児相業務に関する研修
会の開催
・児童相談所から女性支援相談センター、女
性支援相談センターから児童相談所へのDV
の通告・相談ができている。
・個別のケースに関する情報共有

・女性相談支援センターと児童
相談所の情報共有及び互いの
機関の役割の認識ができた。
・ケースごとに情報共有して対応
できており、きめ細かい支援が
できた。

●要保護児童対策地域協
議会を通じた情報共有
●個別ケースに応じたそれ
ぞれの役割分担の確認と
連携

・同伴児の心のケア、支援の
ノウハウの共有等
・児童相談所と配偶者暴力
相談支援センターの役割の
明確化 女性相談支援セ

ンター

119

■配偶者暴力相談支
援センターとの連携協
議会や職員研修の実
施による連携強化

・実施に向けた日程調整 ・児童相談所職員が講師となって、配偶者暴力相談支
援センターの職員に対して、面前DVによる子どもへの
心理的影響について研修を実施。
【開催日】　平成31年2月6日
【参加者】　8名（支援センター職員6名、ソーレ職員1名、
ちぐさ職員1名）
【講師】　中央児童相談所職員2名

・DVによる子どもへの心理的影響と
そのケアについて理解を深めること
ができた。
・研修実施により、今後の連携強化
につながる関係の構築がはかれ
た。

■児童相談所職員が講師
となって、配偶者暴力相談
支援センターの職員に対し
て、面前DVによる子どもへ
の心理的影響について研
修を行う予定。

・実施に向けた日程調整

児童家庭課
（児童相談所）

２
Ｄ
Ｖ
被
害
者
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早
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見
、
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て
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談
で
き
る
体
制
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（
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）
配
偶
者
暴
力
支
援
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タ
ー
の
機
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の
強
化

④
県
の
他
機
関
と
の
連
携
強
化

●福祉保健所と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの情報共有及
び連携の強化

●児童相談所と配偶
者暴力相談支援セン
ターとの情報共有及
び連携
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

120

●警察と配偶者暴力相
談支援センターとの十
分な連携・体制づくり

ー ・意見交換会の実施　1回
・警察職員への研修　2回
・一時保護要請の際の確認事項と説明文を警
察に配布

・個別のケースに関する情報共
有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた情報
共有と連携

―

女性相談支援セ
ンター

121

●女性相談支援セン
ターが開催する意見交
換会への出席。
●DV関連専科教養へ
女性相談支援センター
職員を講師として招
致。
●連絡を密にした情報
交換及び協力 依頼体
制の構築。

・夜間当直体制時の協力
体制の確保。

・平成30年度DV被害者支援連絡会議（５／
30）に出席した。
・人身安全関連事案対策専科（6/7）におい
て、女性相談支援センター所長を講師として
招致した。
・平成30年度DV被害者支援連絡会議におけ
る女性相談支援センターとの意見交換や、専
科教養による講師としての招致により、情報交
換及び協力体制の構築を図った。

・平成30年度DV被害者支援連
絡会議における女性相談支援セ
ンターとの意見交換や、専科教
養による講師としての招致によ
り、情報交換及び協力依頼体制
の構築が図れた。

・女性相談支援センターが
開催する意見交換会への
出席。
・DV関連専科教養へ女性
相談支援センター職員を講
師として招致。
・連絡を密にした情報交換
及び協力体制の構築。

・夜間当直体制時の協力体
制の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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化

●警察等と配偶者暴
力相談支援センターと
の情報共有及び連携
の強化
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

122

●引き続き、DVネット
ワーク会議及び専門者
研修会、ブロック会議を
開催する。
●ＤＶ対策連携支援
ネットワーク会議の役
割と目的を整理し、内
容及び参加メンバーの
見直しも含めて検討。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所で
ブロック会を開催。昨年度から引き続き、「市
町村内部での連携強化」をテーマに、ＤＶ被害
者支援担当課以外の関係課や社会福祉う協
議会にも参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、社会福祉
協議会。

参加：62機関（うち市町村22、社会福祉協議会
5）、76名

・12月5日にＤＶ対策連携支援ネットワーク会
議及び専門者研修会を開催。

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの
状況や事情に対する理解が深ま
り（市町村内、県市間）、有意義
な会議となった。参加者からは、
情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要
望があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討
というスタイルが続いたため、今
後は、地域で関係機関が連携す
るために有用となる内容を考え
ていく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数・
参加機関数はほぼ横ばい。（Ｈ
29年度：参加者79名、63機関（う
ち市町村23））

●引き続き、DVネットワー
ク会議及び専門者研修会、
ブロック会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活・男女共
同参画課

123

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・研修対象者が限られてい
る。
・市町村職員への研修機
会が少ない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種
会議等を通じた研修や情報
提供

・研修参加者が限られてい
る
・市町村職員の異動等によ
る、知識、経験の蓄積の困
難さ

女性相談支援セ
ンター

124

●相談員対象のスキ
ルアップ研修の実施（3
回）

・参加団体が一部にとどま
るため、スキルアップ研修
への窓口職員等への参加
の呼びかけ

・相談員スキルアップ研修（３回）を実施した。
①フェミニストカウンセリングとＤＶ
②高知市の生活保護行政
③認知症と相談

・延べ88名の参加があり、意識の向上や情報
提供・交換、交流が図れた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流
を継続していくとともに、研修内
容のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

125

●研修等に積極的に
参加し職員の資質の向
上に努める。（中央東、
安芸）
●研修等に参加し職員
のスキルアップに努め
る（須崎）

●研修に参加していない
所内関係職員にも､研修内
容を報告し、取り組みの共
通認識を図る。（安芸）
●休日研修の場合は、自
己研鑽となることがあるの
で、所属への案内文書等
で勤務として参加できる環
境も整える必要あり（須崎）

●県のＤＶ研修会に参加し、スキルアップに繋
げた。（安芸）
●実績なし。（中央東、須崎）

●ＤＶ研修会に参加してスキル
アップに繋げた。（安芸）
●次年度、機会を得たい。（中央
東）

●ＤＶ、性的虐待、精神保
健の研修に参加し、職員の
対応のスキルアップに努め
る。（安芸）
●研修等に積極的に参加
し職員の資質の向上に努
める。（中央東）
●研修等に参加し職員のス
キルアップに努める（須崎）

●休日研修の場合は、自己
研鑽となることがあるので、
所属への案内文書等で勤務
として参加できる環境も整え
る必要あり（須崎） 健康長寿政策課

（福祉保健所）
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●直接被害者と接す
る県、警察及び市町
村窓口職員等に対す
る研修の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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■市町村職員へのDV
の児童に与える影響に
ついての研修実施

・研修を受講した職員の人
事異動や部署内での知見
の共有

・市町村職員に対する研修において、DVが与
える子どもの精神面の影響や対応に向けての
研修を実施

・DVが子どもに与える影響の重
大性をはじめとした知識及びDV
を受けた子どもへの対応の技術
が身に付きつつある。

■市町村職員へのDVの児
童に与える影響についての
研修実施

・研修を受講した職員の人
事異動や部署内での知見の
共有（異動のスパンが３～４
年間と短いことから、毎年同
じ内容の研修の実施が必要
となること。）

児童家庭課
（児童相談所）

127

●専科教養に被害者と
接する警察官を入校さ
せる。
●窓口となる警察官に
対し各種教養を実施す
る。

・警察官の対応能力に個
人差がある。
・警察官によるDV加害者
への対応能力向上のため
の効果的な教養の実施。

・県下12署への巡回指導（４月中）において、
DV担当者への教養を行った。
・署当直責任者研修会（４／３）において、当直
責任者に対し、DV教養を行った。
・警察総合相談業務新任担当者研修会
（4/27）において、DV相談担当者への教養を
行った。
・人身安全関連事案対処担当者研修会
（5/11）において、DV担当者への教養を行っ
た。
・人身安全関連事案対策専科（6/4～6/8）に
おいて、DV担当者への教養を行った。
・各種教養により、DV被害者への対応能力の
向上を図った。
・部外講師による教養や具体的な事例検討等
の実施により、効果的な教養を図った。

・各種教養により、DV被害者へ
の対応能力の向上が図れた。
・部外講師による教養や具体的
な事例検討等の実施により、効
果的な教養が図れた。

・専科教養に被害者と接す
る警察官を入校させる。
・窓口となる警察官に対し
各種教養を実施する。
・DV担当者に対する研修会
を実施する。

・警察官の対応能力に個人
差がある。
・警察官によるDV加害者へ
の対応能力向上のための効
果的な教養の実施。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

128
●各種研修情報の収
集及び提供

●各種研修情報を各
相談機関に提供

案内は行うが、当課を経由
せずに直接申し込みを行う
研修については、当方で出
席者を把握出来ない。

適当な研修・講座の情報があり次第、提供 案内は行うが、当課を経由せず
に直接申し込みを行う研修につ
いては、当方で出席者を把握出
来ない。

●各種研修情報を各相談
機関に提供

案内は行うが、当課を経由
せずに直接申し込みを行う
研修については、当方で出
席者を把握出来ない。 県民生活・男女共

同参画課

129
●被害者支援のため
の手引きの作成及び
関係者への配付

●ＤＶ被害者サポート
ブック作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修
の実施

・サポートブックの配布先
が増えると、加害者の目に
触れる機会が増える。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種
会議等を通じた研修や情報
提供

・研修参加者が限られてい
る
・市町村職員の異動等によ
る、知識、経験の蓄積の困
難さ

女性相談支援セ
ンター
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●直接被害者と接す
る県、警察及び市町
村窓口職員等に対す
る研修の実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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②
職
務
関
係
者
を
対
象
と
し
た
人
権
研
修
の
推
進

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとす
る人権教育の研修の
実施

・各所属における人権
研修で、人権侵害のひ
とつであるDVについて
取り上げてもらえるよう
働きかける。
・全庁にソーレ実施の
各種講演会等(11月頃
開催予定)の開催案内
を全庁メールを活用し
て行う。

人権研修の課題選定は各
所属の判断となるため、効
果のある働きかけの検討
が必要

・DV防止啓発講演会
11月４日(日)　105名
講師：多賀太(関西大学文学部教授/一般社団
法人ホワイトリボンキャンペーン・ジャパン共
同代表)

・県職員がＤＶについて関心を持
つよう、引き続き研修の案内や、
人権研修へのＤＶの取り上げを
働きかけていく。

・各所属における人権研修
で、人権侵害のひとつであ
るDVについて取り上げても
らえるよう働きかける。

人権研修の課題選定は各所
属の判断となるため、効果
のある働きかけの検討が必
要

県民生活・男女共
同参画課

上
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
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標
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項
目

取組の内容
担当課室又は
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②
職
務
関
係
者
を
対
象
と
し
た
人
権
研
修
の
推
進

●県職員を対象とした
DV防止をはじめとす
る人権 教育啓発の研
修の実施

●人権問題指導者研
修や新採職員研修でセ
ンター講師による人権
研修を行う。また、各職
場での人権研修につい
てはテキストの貸出等
で支援する。

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは市町村
の判断

DVを限定した研修ではないが、女性の人権に
関係するハラスメントをテーマとした研修を実
施した。
講師派遣事業（上半期実績）
【ハラスメント（セクハラ含む）】
・県新採用職員研修（基礎Ⅰ）：4/10：131人
・県新採用職員研修（経験者採用）：4/18：30
人
・人権問題職場研修指導者研修A：6/5：35人
・人権問題職場研修指導者研修B：6/6：18人
・ハラスメント対策研修（管理職員等向け）：
7/13：76人
・ハラスメント対策研修（管理職員等向け）：
7/19：51人

講師派遣事業（下半期実績）
【ハラスメント（セクハラ含む）】
・高知県農業改良普及所職場研修：10/５：13
人
・高知県中央西土木事務所：11/７：62人
・高知県高知土木事務所職場研修：12/57：38

「１１の身近な人権課題」の一つ
として、「女性」の人権課題を取
り上げている。
近年は、職場の「ハラスメント防
止」についての研修依頼が多く、
その中で「セクシュアルハラスメ
ント」や「マタニティハラスメント」
など女性の人権に関わる問題を
取り上げている。

●人権問題指導者研修や
新採職員研修でセンター講
師による人権研修を行う。
また、各職場での人権研修
についてはテキストの貸出
等で支援する。

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは各職場の判
断

人権課／人権啓
発センター

132

●ブロック会議、ネット
ワーク会議に人権教育
の内容を取り入れる。

・会議参加対象者に人権
教育をテーマとした研修の
ニーズがあるか否か。

・ブロック会、ネットワーク会議を開催している
ものの、人権教育に特化した内容になってい
ない。

・人権教育について、どのような
形で研修に折り込むか要検討。

●ブロック会議、ネットワー
ク会議に人権教育の内容を
取り入れる。

・会議参加対象者に人権教
育をテーマとした研修のニー
ズがあるか否か。

県民生活・男女共
同参画課

133

●ＤＶ防止等の研修を
出前講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につ
ながる啓発や広報

― ― ●ＤＶ防止等の研修を出前
講座により実施

・ＤＶ防止の研修実施につな
がる啓発や広報

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

134

●各市町村に研修会
への人権啓発センター
の講師派遣について周
知する

・ＤＶ防止についてが研修
課題とされるかは市町村
の判断

●講師派遣事業（上半期実績）
全体150回実施
「女性の人権」をテーマとして研修を実施した。
・香南市職員人権教育・啓発推進講座：9/14：
19人

DVを限定した研修ではないが、「人権全般」を
テーマとした研修を実施した。
・香南市人権教育・啓発推進審議会：5/24：30
人
・高岡地教連人権教育部会研修会：6/29：20
人
・南国市男女共同参画推進委員会：7/13：20
人
・高知県　食と栄養の会　第２回研修会：9/19：
40人

●講師派遣事業（下半期実績）
全体104回実施
「ハラスメント」をテーマに研修を実施した。
・高知市放課後児童クラブ支援員研修会：
11/1：250人
・高岡地教連人権教育部会研修会：11/19：12
人

DVを限定した研修ではないが、「人権全般」を
テーマとした研修を実施した。
・香南市人権教育・啓発推進審議会：1/10：20
人

「１１の身近な人権課題」の一つ
として、「女性」の人権課題を取
り上げている。
近年は、職場の「ハラスメント防
止」についての研修依頼が多く、
その中で「セクシュアルハラスメ
ント」や「マタニティハラスメント」
など女性の人権に関わる問題を
取り上げている。

●各市町村に研修会への
人権啓発センターの講師派
遣について周知する

・ＤＶ防止についてが研修課
題とされるかは市町村の判
断

人権啓発センター

て
相
談
で
き
る
体
制
づ
く
り

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
専
門
性
の
向
上

職
務
関
係
者
を
対
象
と
し
た
人
権
研
修
の
推
進

●市町村職員を対象
としたＤＶ防止をはじ
めとする人権教育の
研修
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

135

●様々な広報資料を活
用した周知

・当家への直接の来所相
談の事例が少ないため、
周知方法が間接的になり
がち

・啓発チラシや相談カードによる窓口の周知を
行った。

・当課への直接の来所相談はな
かったが、相談窓口の周知は、
啓発資料によって周知を行っ
た。
・当課に相談があった場合の対
応は、統一できている。

●様々な広報資料を活用し
た周知

・当課への直接の来所相談
の事例が少ないため、周知
方法が間接的になりがち

県民生活・男女共
同参画課

136

広報用名刺大カードの
配布。
・思春期ハンドブックを
活用したＤＶ予防や相
談窓口の周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンス
ペースを活用して専門
講師によるミニ学習会
の開催や、産婦人科医
師による相談日の設
定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話
を開設し、デートＤＶ等
も含めた学習の場や、
若者や思春期から更年
期までの女性が気軽に
相談できる場を提供し
ていく。

・思春期ハンドブックや広
報用名刺大カードの配布
先の拡大。
・相談窓口の周知方法に
ついて工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関との連携
・相談員の体制

・デートDVについて記載した思春期ハンドブッ
クの配布（県内全高校１年生及び活用希望
校）：11千部
・性に関する専門講師派遣事業：19校2,635人
・性の出前講座：１件
・思春期相談センターPRINKの移転（6/17）
・オープニング記念講演会と内覧会の開催
（8/30）：医師、養護教諭、助産師、保健師、保
育士等82名参加　
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの活用：来所者446名
・性に関する資料の閲覧・貸出し：32件
・関係機関との連携：126件　
・産婦人科医師による面接相談：４回
・予期しない妊娠等に関する専門相談の広報
用名刺大カードを県内ドラッグストア・スーパー
に設置
・電話相談
思春期：894件　女性：7件
・個別面接相談
思春期：2件　女性：2件
・PRINKオープンチラシ・広報用名刺カード配
布：（県内全高校生、県立・私立・高知市立全
中学校、市町村他）：約4万枚

・思春期ハンドブックや広報用名
刺大カードを毎年継続して配布
することで周知が図られてきて
いる。
・性に関する専門講師派遣事業
実施後の思春期ハンドブックに
関するアンケートでは「デートDV
を知らなかった」と回答する人が
多いことから、ハンドブックを活
用した啓発活動ができていると
考える。
・PRINK移転オープンに関する
PRにより思春期ハンドブックの
活用希望が増えている。
・オープニング記念講演会開催
後にPRINK内覧会により、学校
関係者や関係機関からの相談
が増えている。
・市町村や関係機関からの相談
が増えた。
・産婦人科医師による面接相談
の利用が少ない。

広報用名刺大カードの配
布。
・思春期ハンドブックを活用
したＤＶ予防や相談窓口の
周知。
・ＰＲＩＮＫのオープンスペー
スを活用して専門講師によ
るミニ学習会の開催や、産
婦人科医師による相談日
の設定、予期しない妊娠等
に関する専門相談電話を
開設し、デートＤＶ等も含め
た学習の場や、若者や思春
期から更年期までの女性が
気軽に相談できる場を提供
していく。

・思春期ハンドブックや広報
用名刺大カードの配布先の
拡大。
・相談窓口の周知について
工夫が必要。
・教育委員会や学校現場、
他の相談機関とのさらなる
連携。
・相談員の体制

健康対策課

137

高齢者総合相談を実
施し、必要な場合は関
係機関と連携する。

関係機関と連携し、高齢者総合相談を実施
　相談受付数：674件（3月末時点）

－ 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と
連携する。

－

高齢者福祉課

138

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

２
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●各種相談機関の相
談窓口での周知【再
掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

139
●各種相談機関の相
談窓口での周知【再
掲】

チラシ配布 特になし 外国人の生活相談31件の中にDVに関係する
相談はなかった。

DVに関する相談者に対してDV
及び女性相談センターのチラシ
を配布することで、広報・啓発を
継続していく必要がある。

高知県外国人生活相談セ
ンターの周知・相談対応及
び配偶者暴力支援センター
の紹介

特になし

国際交流課

140

・国際交流課と連携し
た、チラシ等の翻訳の
検討
・国や他機関が作成し
たチラシ等を関係機関
に配置

一般的な啓発物では、外
国人や高齢者などには対
応できない部分がある。

実績なし。 実績なし。 ・国際交流課と連携した、チ
ラシ等の翻訳の検討
・国や他機関が作成したチ
ラシ等を関係機関に配置

一般的な啓発物では、外国
人や高齢者などには対応で
きない部分がある。 県民生活・男女共

同参画課

141

国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体
連絡協議会等でのチラ
シ配布

特になし DV及び女性相談支援センターについてのチラ
シをイベントや県内国際交流・協力団体連絡
協議会等で配布した。

国際交流イベント参加者や県内
国際交流・協力団体に対し、DV
防止に向けた周知が図られた。

現在パンフレットはないが、
作成する場合はCIRが翻訳
で協力可能

パンフレットがない

国際交流課

142

高齢者総合相談を実
施し、必要な場合は関
係機関と連携する。

関係機関と連携し、高齢者総合相談を実施
　相談受付数：674件（3月末時点）

－ 高齢者総合相談を実施し、
必要な場合は関係機関と
連携する。

－

高齢者福祉課

143

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

144

●心の健康相談の実
施
●関係機関を経由した
相談者への対応
●関係機関への技術
的支援の実施

関係機関とのタイムリーな
連携

●面接相談１４件（実数）のうち、女性相談支
援センターからの紹介３件
●女相への技術支援：ケース検討会６回

●個別面接で対応している
●メンタルヘルスの専門機関と
して助言等の技術支援を行った

●心の健康相談の実施
●関係機関を経由した相談
者への対応
●関係機関への技術支援
の実施

関係機関とのタイムリーな連
携

精神保健福祉セ
ンター
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●外国語パンフレット
等の作成及び関係機
関への配置【再掲】

②
各
種
相
談
機
関
に
お
け
る
相
談
機
能
の
強
化

●各種相談機関と配
偶者暴力相談支援セ
ンターとの連携
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実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

145

●各種相談機関から相
談事例があった場合
は、配偶者暴力相談支
援センターと連携し、地
域で支援できるように
サポートする。（安芸）
●各相談機関がそれ
ぞれの相談窓口の役
割を理解しDVの相談
事例に対して連携しな
がら対応を行って行く
（中央西）
●研修等を通じ、関係
機関と連携をもつ（須
崎）
●相談事例があった場
合は、関係機関と連携
し、随時適切な対応を
行う。(中央東・幡多)

●初期対応時に担当課職
員が不在であっても、他の
職員が配偶者暴力相談支
援センター等と連携し、対
応できる体制整備。（安芸）
●事例により必要となれば
連携をとる必要があるが、
本人同意がない場合、情
報共有が困難な場合があ
る（須崎）

●精神保健業務のここから東部ネットワーク
会で、事例の課題解決に有用な連携先を紹介
し、借金返済への相談対応の強化を図った。
（安芸）

●DVに関する事案なし（中央東）
●市町村や各関係機関と連携し対応をした
(中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●必要時関係機関と連携し、随時対応(幡多)

●借金の返済はどこに繋げれば
対応してもらえるかを理解したこ
とで、借金の相談を聞ける相談
機関の増加に繋がった（安芸）
●事案がある場合は、関係機関
と連携し速やかに対応する。（中
央東）
●連携により情報共有がスムー
ズになり行き対応が統一できた
(中央西）
●相談時には各種相談機関や
配偶者暴力相談支援センターと
の情報共有、連携に努め、市町
村につなぐことができた。（須崎）
●必要時関係機関と連携し、随
時対応できた(幡多)

●精神保健の研修で事例
検討し、相談機関が課題を
連携先に繋げて解決できる
ようにする。（安芸）
●関係機関と連携し、DV相
談に速やかに対応する。
（中央東）
●相談事例があった場合、
各関係機関と連携し対応す
る(中央西）
●研修等を通じ、関係機関
と連携をもつ（須崎）
●相談事例があった場合
は、関係機関と連携し、随
時適切な対応を行う。(幡
多)

●研修等での個人情報保護
に留意していく。（安芸）
●関係機関との顔合わせの
機会がない。（中央東）
●事例により必要となれば
連携をとる必要があるが、本
人同意がない場合、情報共
有が困難な場合がある（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

146

国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体
連絡協議会等でのチラ
シ配布

特になし DV及び女性相談支援センターについてのチラ
シをイベントや県内国際交流・協力団体連絡
協議会等で配布した。

国際交流イベント参加者や県内
国際交流・協力団体に対し、DV
防止に向けた啓発が図られた。

高知県外国人生活相談セ
ンターの周知・相談対応及
び配偶者暴力支援センター
の紹介

特になし

国際交流課

147

●協力者のＤＶへの理
解を進める。

ー ・該当事例なし ― ●通訳協力者の確保及び
国際交流協会との連携

―

女性相談支援セ
ンター

148

●手話通訳者養成研
修の前段である、手話
奉仕員研修の共同実
施を市町村へ働きかけ
る。

●手話通訳者及び要
約筆記者養成研修の
実施。

手話奉仕員研修の実施
は、市町村主体で行うこと
になっており、財政的に負
担が大きく、単独での開催
は厳しい状況にある。

要約筆記者養成研修の受
講者増を図るため、広報が
必要。

・手話奉仕員養成研修（市町村事業）を実施
（H28：６市町村、H29:８市町村、H30:７市）

・中央部（高知市）に加え、新たに東部（中芸・
安芸市）、西部（黒潮町）で手話通訳者養成研
修を開催。

・高知県広報誌等を通じて、研修の広報を実
施。

・市の多くは単独で手話奉仕員
養成研修を実施できているが、
町村では単独開催は難しく、引
き続き働きかけが必要。

・H29に手話奉仕員養成研修を
実施済みの安田町と黒潮町で手
話通訳者養成研修を実施し、各
圏域で手話通訳者の養成が進
んだ。

●手話通訳者養成研修の
前段である、手話奉仕員研
修の共同実施を市町村へ
働きかける。

●手話通訳者及び要約筆
記者養成研修の実施。

手話奉仕員研修の実施は、
市町村主体で行うことになっ
ており、財政的に負担が大
きく、単独での開催は厳しい
状況にある。

要約筆記者養成研修の受講
者増を図るため、広報が必
要。

障害福祉課

149

国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体
連絡協議会等でのチラ
シ配布

特になし 語学ボランティア登録制度についてのチラシを
協会内や各種イベント等で配布した。語学ボラ
ンティア登録者は21名増加した。

語学ボランティア登録制度につ
いてのチラシを各所で配布した
ことが語学ボランティア登録者の
増加につながった。引き続き、登
録者の増加に向けた周知に取り
組む。

各種国際交流イベントや県
内国際交流・協力団体の連
絡協議会等で、語学ボラン
ティア登録制度について幅
広く周知する。

特になし

国際交流課
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●各種相談機関と配
偶者暴力相談支援セ
ンターとの連携

③
相
談
窓
口
の
バ
リ
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リ
ー
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●外国語通訳及び手
話通訳等の確保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

150
●児童生徒が安心し
て相談できる環境づく
り

・SCの全校配置の継続
及びアウトリーチ型SC
の配置を８市に拡充す
る。
・SSWの配置を３３市町
村及び２１県立学校に
拡充する。
・SC等研修講座の開催
（年6回）
・SSW研修協議会の開
催（年１回）
・SSW初任者研修会
（年2回）
・SC、SSWによる合同
研修会の開催（6ブロッ
クで開催）
・SC、SSWに対する
スーパーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向
上を図る必要がある。

・SCの配置：全公立学校
・アウトリーチ型SC：８市
・SSWの配置：３３市町村、２１県立学校
・SC等研修講座（６回）
・SSW研修協議会（１回）
・SSW初任者研修会（２回）
・SC、SSWによる合同研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SC、SSWに対するスーパーバイズの実施（随
時実施）

・SC、SSWの配置数、配置時間の拡充ができ
た。
・研修会やスーパーバイズの実施により、SC、
SSWの個々の専門性が向上した

・SC、SSWの配置拡充や個々の
専門性が向上し、各学校におい
て、より適切な相談支援体制が
整った。

・SCの全校配置の継続及
びアウトリーチ型SCの配置
を１１市に拡充する。
・SSWの配置を３５市町村・
学校組合及び２４県立学校
に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年
６回）
・SSW連絡協議会の開催
（年１回）
・SSW初任者研修会（年２
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（２ブロックで開
催）
・SC、SSWに対するスー
パーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向上
を図る必要がある。

人権教育課

151

●啓発活動や、広報資
料等を活用し、男性窓
口を周知する。
●被害者への相談窓
口の紹介
●性的少数者に関する
啓発資料の作成

・相談対応者へのスキル
アップに対する取組が必要

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間中の
啓発活動を通して、男性相談窓口の周知を図
る。
　・ラジオ対談でソーレの男性相談窓口の周知
　・男性相談窓口を記載した啓発ポスターを掲
示（県内の交通機関）

男性相談窓口についての周知
活動を実施。
引き続き周知が必要。

●啓発活動や、広報資料
等を活用し、男性窓口を周
知する。
●被害者への相談窓口の
紹介
●性的少数者に関する啓
発資料の作成

・相談対応者へのスキルアッ
プに対する取組が必要

県民生活・男女共
同参画課

152

●各相談窓口との連携 相談員のスキルアップ ・男性や性的少数者からの相談は、専用窓口
を紹介した｡

― ●各相談窓口との連携 ―
女性相談支援セ
ンター

153

●「男性のための悩み
相談」の実施

・男性相談の窓口が少な
い
・多様な相談内容への対
応

・専門相談として男性の悩み相談を実施した。
（50件）

・一般相談においても男性からの相談に対応
した（161件）

・広く継続的に男性相談窓口の
周知を図る。

●「男性のための悩み相
談」の実施

・男性相談の窓口が少ない
・多様な相談内容への対応

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

154

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく
説明がされているか。
　相談機関が明確に示さ
れているか。

実績なし。 ・ホームページの内容について
さらに検討していくことが必要

●ホームページの充実 ・内容の検討
　ＤＶについて分かりやすく
説明がされているか。
　相談機関が明確に示され
ているか。

県民生活・男女共
同参画課
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

155

●ホームページの充実 ・ホームページを見ての相談あり。 ― ●ホームページの充実 ―

女性相談支援セ
ンター

156

●ホームページの充実 内容の検討 ・ホームページの更新頻度に留意することで、
県民に対する意識啓発につなげた。

・さらなるホームページの情報の
充実を図る。

●ホームページの充実 内容の検討

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

157

●適切かつ迅速な保
護
●関係機関との連携

・配偶者暴力相談支援セン
ターと警察の役割分担の
明確化
・初期対応する部署、生活
安全課以外の部署との連
携

・連絡会の実施　1回
・警察職員への研修　2回
・一時保護要請の際の確認事項と説明文を警
察に配布

・個別のケースに関する情報共
有
・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●意見交換会の実施
●個別ケースに応じた連携

―

女性相談支援セ
ンター

158

●緊急性のある場合に
は警察等の関係機関
へ速やかに連絡を取
る。（中央東）
●事例があれば市町
村や警察と連携し対象
者の安全確保に努める
(安芸、中央西）
●相談時、警察等と連
携し被害者の安全の確
保に努める（須崎）
●・必要に応じて関係
機関と連携して対応
し、被害者等の安全確
保に努める。(幡多)

●DV被害者支援の安全確
保については、所属で対応
マニュアル等なく、今後対
応マニュアルや支援体制
など整備する必要あり（須
崎）

●実績なし。（安芸）　　　　　　　　　　　　　●新
規事例1名は、司法から連絡あり、司法と連携
して、加害者への対応等をした。(安芸）
●DVに関する事案なし（中央東、中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●必要時関係機関と連携し、随時対応(幡多)

●下半期は事例がなかった。(安
芸）
●事案がある場合は、関係機関
と連携し速やかに対応する。（中
央東）
●今年度は、直接、警察等と連
携し被害者等の安全確保するこ
とはなかった（須崎）
●必要な事例は関係機関と連携
し安全確保ができた(幡多)

●事例があれば司法や市
町村と連携し、安全確保に
努める(安芸）
●関係機関と連携し、DV相
談に速やかに対応する。
（中央東）
●事例があれば市町村や
警察と連携し対象者の安全
確保に努める(中央西）
●相談時、警察等と連携し
被害者の安全の確保に努
める（須崎）
●必要に応じて関係機関と
連携して対応し、被害者等
の安全確保(幡多)

●加害者を支援できる専門
相談が少ない．（安芸）
●関係機関との顔合わせの
機会がない。（中央東）
●DV被害者支援の安全確
保については、所属で対応
マニュアル等なく、今後対応
マニュアルや支援体制など
整備する必要あり（須崎） 健康長寿政策課

（福祉保健所）

159
●警察等と連携した
安全の確保

●被害者や関係機関
の要望により、一時保
護所への避難に際し、
警察官による被害者の
搬送を実施。
●被害者や関係機関
の要望により、被害者
と加害者の話し合いの
場や被害者が自宅から
荷物を取り出す際等
に、警察官の立会いを
実施。

●急な依頼により人員の
確保が困難な場合があ
る。
●被害者等が事前連絡な
く予定を変更させることが
ある。

・一時保護所への避難に際し、被害者や関係
機関の要望、加害行為のおそれがある場合
に、警察官による被害者の搬送を行った。
・被害者による自宅からの荷物取り出や話し
合いの場において、被害者や関係機関の要
望、加害行為のおそれがある場合に、警察官
による立ち会いを実施した。
・被害者や関係機関との連絡を密にし、連携し
た安全の確保を図った。
・事件化が可能である場合等は、迅速的確な
事件処理を行うと同時に関係機関と連携し、
被害者保護を徹底した。

・被害者や関係機関との連絡を
密にし、連携した安全の確保が
図れた。
・関係機関との連携により、加害
者対策、被害者保護等の複数の
事項を同時進行が可能となり、
迅速な被害者保護が実施され
た。

・被害者や関係機関の要望
により、一時保護所への避
難に際し、警察官による被
害者の搬送を実施。
・被害者や関係機関の要望
により、被害者と加害者の
話し合いの場や被害者が
自宅から荷物を取り出す際
等に、警察官の立会いを実
施。

・急な依頼により人員の確保
が困難な場合がある。
・被害者等が事前連絡なく予
定を変更させることがある。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

160
●被害者や支援者の
安全確保

●被害者や被害関係
者と定期的に連絡を取
り、近況把握に努め
る。
●加害者の行動確認
を行う。
●110番登録制度を活
用する。
●市町村が行う住民基
本台帳閲覧制限を実
施する。

●非協力的な被害者や被
害関係者がいる場合の対
応。

・認知したDV事案は、被害者及び被害関係者
への定期的な連絡による近況把握に努めた。
・非協力的な被害者や被害関係者に対して
は、DV事案の特徴や危険性等を粘り強く説明
し、協力を得るように努めた。
・事案に応じ、加害者の行動確認を行うととも
に、口頭警告や事件化を実施した。
・被害者の要望や事案に応じ、110番通報登
録を実施した。
・市町村が行う住民基本台帳閲覧制限を教示
するとともに、市町村から同手続きに係る照会
があった際、漏れなく回答を行った。
・各種方法により、被害者や支援者の安全確
保を図った。

・各種方法により、被害者や被
害関係者の安全確保が図れた。

・被害者や被害関係者と定
期的に連絡を取り、近況把
握に努める。
・加害者の行動確認を行
う。
・110番登録制度を活用す
る。
・市町村が行う住民基本台
帳閲覧制限への支援措
置。

・非協力的な被害者や被害
関係者がいる場合の対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

161

●110番通報登録の推
進
●警察と配偶者暴力相
談支援センターの連携
による安全の確保

ー ・相談者に110番通報登録を勧めた。 ・緊急時の対応がスムーズにで
きるようになった。

●110番通報登録の推進
●危険度の高いケースで
の情報共有、互いが連携し
た安全の確保

―

女性相談支援セ
ンター

162

●被害者の要望に応じ
た、一時避難場所の確
保。
●公費負担制度の拡
充。

●公費負担制度の適切な
活用。
●女性相談支援センターと
連携した緊急避難場所の
提供。

・公費負担制度の要件を満たす被害者に対し
て、同制度を利用した緊急避難場所を提供し
た。
・女性相談支援センターと連携し、被害者に対
して緊急避難場所を提供した。
・緊急避難体制の確保により、被害の未然防
止を図った。

・緊急避難体制の確保により、
被害の未然防止が図れた。

・被害者の要望に応じた、
一時避難場所の確保。
・公費負担制度の拡充。

・公費負担制度の適切な活
用。
・女性相談支援センターと連
携した緊急避難場所の提
供。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

163

●適切かつ迅速な保
護
●関係機関との連携に
よる避難場所の確保

・被害者に応じ、きめ細か
な時間・場所に対応した避
難場所の決定

・被害者の置かれた状況を考慮して、適切な
避難場所を決定した。

・被害者の置かれた状況を考慮
した避難場所を決定でき、安全
と安心を確保できた。

●意見交換会等を通じた認
識の共有
●個別ケースに応じた遠隔
地での一時保護の実施

・介護が必要等、夜間で一
時保護ができない方への対
応に苦慮

女性相談支援セ
ンター
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●緊急避難体制の確
保
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

164

●ホテル等の避難場所
を事前に確認し、安全
確保を最優先にした一
時避難場所を確保す
る。
●女性相談支援セン
ターとの良好な関係を
継続させる。
●一時避難場所の公
費負担制度の拡充。

●被害者の協力が得られ
ない場合、一時避難措置
を講じることが困難となる。

・公費負担制度の要件を満たす被害者に対し
て、同制度を利用した緊急避難場所を提供し
た。
・女性相談支援センターと連携し、被害者に対
して緊急避難場所を提供した。
・各種会合への参加等により、女性相談支援
センターとの連携強化に努めた。
・公費負担制度の活用及び女性相談支援セン
ターとの連携による緊急避難体制の確保に努
め、被害の未然防止を図った。

・公費負担制度の活用及び女性
相談支援センターとの連携によ
る緊急避難体制の確保に努め、
被害の未然防止が図れた。

・ホテル等の避難場所を事
前に確認し、安全確保を最
優先にした一時避難場所を
確保する。
・女性相談支援センターと
の良好な関係を継続させ
る。
・一時避難場所の公費負担
制度の活用。

・被害者の協力が得られな
い場合、一時避難措置を講
じることが困難となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

165

●県域を越えた広域
での保護体制の整備
（県外の婦人相談所
等と連携した一時保
護体制の充実）

●民間シェルター等と
の連携
●他県の配偶者暴力
相談支援センターとの
連携

他県の配偶者暴力相談支
援センターとの連携

・他県の婦人相談所等との連携を図り、被害
者の避難を助けた。

・被害者の安全確保につながっ
た。

●他県民間シェルター等と
の連携
●他県の配偶者暴力相談
支援センターとの連携

・他県の配偶者暴力相談支
援センターで受け入れられ
ない場合がある

女性相談支援セ
ンター

166

●警察との連携による
巡回や所内警備の充
実

・一時保護者の危険に対
する認識の低さ

・入所中の見守り支援、警備体制の充実 ・入所者の安全の確保ができ
た。

●警察との連携による巡回
や所内警備の充実

・一時保護者の危険に対す
る認識の低さ

女性相談支援セ
ンター

167

●女性相談支援セン
ターとの連絡協議会へ
継続的に出席する。

●突発事案が発生した場
合における、出席者の確
保。

・平成30年度DV被害者支援連絡会議（５／
30）に出席した。
・人身安全関連事案対策専科（6/7）におい
て、女性相談支援センター所長を講師として
招致した。
・女性相談支援センターとの連携強化により、
入所者が安心して過ごせる環境整備を図っ
た。

・女性相談支援センターとの連
携強化により、入所者が安心し
て過ごせる環境整備が図れた。

・女性相談支援センターと
の連絡協議会へ継続的に
出席する。

・突発事案が発生した場合
における、出席者の確保。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

168

●関係機関の連携
●適切な情報管理の
徹底

・関係機関における秘密保
持に対する認識

・関係機関につなぐ際には、個人情報に配慮
し、秘密にすべき事柄については理由を述べ
て秘匿を依頼した。

・関係機関においては秘密保持
について理解が得られた。

●連絡会議や研修会を通
じた周知
●個別ケースにおける適切
な情報管理の徹底

・関係機関における秘密保
持に対する認識の違い

女性相談支援セ
ンター

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
１

）
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
と
安
全
の
確
保

②
迅
速
か
つ
安
全
な
一
時
保
護
の
実
施

●迅速かつ安全に24
時間対応できる保護
体制の確立

●一時保護期間中
に、入所者が安心して
過ごせる環境の整備
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

169

●個別検討会等で関
係機関が共通認識のも
と秘密保持の徹底を図
る。(安芸）
●機会ある毎に守秘義
務の周知徹底を図る。
（中央東）
●相談時、関係機関に
対し、秘密保持の重要
性を伝える（須崎）

●関係機関の機能を基
に、共有する情報の範囲
の判断が難しく、所内支援
体制も含め検討する必要
あり（須崎）

●１例の事例検討会で、秘密保持の徹底を
図っている。（安芸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●DVに関する事案なし。秘密保持の徹底は
所属においても周知済み。（中央東）
●個別検討会等では、常に秘密保持について
周知徹底した（須崎）

●秘密保持の徹底を図る。（中
央東）
●関係機関の機能を基に、共有
する情報の範囲の判断が難し
かった（須崎）

●個別検討会等で関係機
関が共通認識のもと秘密保
持の徹底を図る。(安芸）
●機会ある毎に守秘義務
の周知徹底を図る。（中央
東）
●相談時、関係機関に対
し、秘密保持の重要性を伝
える（須崎）

●研修等でも個人情報保護
に留意していく。（安芸）　
●職員に対する研修（中央
東）
●関係機関の機能を基に、
共有する情報の範囲の判断
が難しく、所内支援体制も含
め検討する必要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

170

■配偶者暴力相談支
援センターとの連携に
よる適切な一時保護の
実施

・実績なし 該当なし ■配偶者暴力相談支援セ
ンターとの連携による適切
な一時保護の実施 児童家庭課

（児童相談所）

171

●加害者による行方不
明届出を拒否、或いは
被害者が避難している
ことを秘匿する対応。
●住民基本台帳閲覧
制限に対する援助申出
への対応。

●全警察官へ事案を周知
させるには、ある程度の時
間が必要となる。
●被害者と加害者の主張
が異なる場合の対応。

・各種専科教養や教養文書の発出により、被
害者情報の秘匿の重要性について教養した。
・DV被害者に係る行方不明届について、都
度、県下12署へ連絡の上、受理を拒否するよ
う徹底した。
・住民基本台帳閲覧制限の援助申出につい
て、客観的なDV被害の確認に努めた。
・各種手続による被害者情報の秘匿により、
被害の未然防止を図った。

・各種手続による被害者情報の
秘匿により、被害の未然防止が
図れた。

・加害者による行方不明届
出を拒否、或いは被害者が
避難していることを秘匿す
る対応。
・住民基本台帳閲覧制限に
対する援助申出への対応。

・全警察官へ事案を周知さ
せるには、ある程度の時間
が必要となる。
・被害者と加害者の主張が
異なる場合の対応。
・被害者自らが加害者に対し
て避難先等の情報を教示し
てしまった時の対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

172

●関係機関との連携
●被害者に制度を十分
理解させ判断させる。

・関係機関における保護命
令制度の認識の違い

・被害者へ保護命令制度を十分理解させた上
で自ら判断させ、手続の支援を行った。
・保護命令提出支援　　22件

・制度の情報提供及び手続につ
いて支援できた。

●関係機関との連携
●被害者への制度の十分
な説明の実施と申立て支援

－

女性相談支援セ
ンター

173

●書面活用を継続し、
被害者の意思決定を
支援する。
●被害者に適切なDV
対応方法を教示し、保
護命令制度の活用を
推進する。
●適切な対応を執れる
よう、被害者にDVの特
性等を教示する。

●警察の説明を聞き入れ
ない被害者や危険性の乏
しい被害者への対応。

・DV被害者に対し、原則、意思決定に関する
書類や保護命令制度に関する書類を確実に
提示し、その説明を行うよう努めた。
・警察に非協力的な被害者に対しては、粘り
強い説明を行い、被害の未然防止が図れるよ
う努めた。
・被害者への保護命令制度の情報提供及び
手続支援により、被害者の安全安心の確保及
び被害の未然防止を図った。

・被害者への保護命令制度の情
報提供及び手続支援により、被
害者の安全安心の確保及び被
害の未然防止が図れた。

・書面活用を継続し、被害
者の意思決定を支援する。
・被害者に適切なDV対応
方法を教示し、保護命令制
度の活用を推進する。
・適切な対応を執れるよう、
被害者にDVの特性等を教
示する。

・警察の説明を聞き入れな
い被害者や危険性の乏しい
被害者への対応。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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●関係機関に対する
秘密の保持の徹底

３

（
１

）
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
と
安
全
の
確
保

④
司
法
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●被害者への保護命
令制度の情報提供及
び手続支援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

174
●心理ケア担当職員
による心の健康回復
支援

●専門性の確保
●一時保護所退所後
のケアの充実

・心理ケア担当者の支援
は、一時保護中の限られ
た期間での対応になる。

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・心理検査、DV講座、心理療法等実施
　　　延べ 117回（うち同伴児・者 4回）

・一時保護者やその同伴児・者
に対し、状況に応じた心理的ケ
アができた。

●ＤＶ講座、心理検査等の
実施
●一時保護所退所者等の
カウンセリングの実施

・回復に時間がかかる

女性相談支援セ
ンター

175
●民間の専門機関を
活用した心の健康の
回復支援

●被害者の状況に応じ
たケアができるような対
応の充実

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・メンタルヘルスの実施
　　　延べ 10人

・外部のカウンセラーとの面接に
より、不安等を取り除くことがで
きた。

●被害者の状況に応じた
専門機関の紹介
●民間専門機関によるカウ
ンセリングの実施

・回復に時間がかかる

女性相談支援セ
ンター

176

●ケアの必要な同伴児
がある場合は迅速な対
応を行う。
●女性相談支援セン
ター、児童相談所等の
連携した対応

・配偶者暴力相談支援セン
ターと児童相談所との連携
の強化及び役割分担の再
確認

・相談員を対象とした児童相談所業務に関す
る研修会の開催
・児童相談所から女性支援相談センター、女
性支援相談センターから児童相談所へのDV
の通告・相談ができている。
・個別のケースに関する情報共有

・女性相談支援センターと児童
相談所の情報共有及び互いの
機関の役割の認識ができた。
・ケースごとに情報共有して対応
できており、きめ細かい支援が
できた。

●ケアの必要な同伴児が
ある場合の迅速な対応
●女性相談支援センター、
児童相談所等の連携した
対応

・相互の連携強化及び役割
分担

女性相談支援セ
ンター

177

■配偶者暴力相談支
援センターとの連携協
議会や職員研修の実
施による連携強化

・実施に向けた日程調整 ・児童相談所職員が講師となって、配偶者暴力相
談支援センターの職員に対して、面前DVによる子
どもへの心理的影響について研修を実施。
【開催日】　平成31年2月6日
【参加者】　8名（支援センター職員6名、ソーレ職員
1名、ちぐさ職員1名）
【講師】　中央児童相談所職員2名

・DVによる子どもへの心理的影響と
そのケアについて理解を深めること
ができた。
・研修実施により、今後の連携強化
につながる関係の構築がはかれ
た。

■児童相談所職員が講師
となって、配偶者暴力相談
支援センターの職員に対し
て、面前DVによる子どもへ
の心理的影響について研
修を行う予定。

・実施に向けた日程調整

児童家庭課
（児童相談所）

178

●配偶者暴力相談支
援センターと療育福祉
センターとの連携強化

・療育福祉センターの診察
を要する児童を同伴してい
ても、予約がいっぱいです
ぐに受けることができな
い。

・該当事例なし ― ●配偶者暴力相談支援セ
ンターと療育福祉センター
との連携強化

・療育福祉センターでの受診
が１年待ちとなっている

女性相談支援セ
ンター
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Ｖ
被
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者
支
援
の
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（
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）
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①
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V
被
害
者
の
心
理
ケ
ア
の
充
実

②
子
ど
も
の
心
身
の
ケ
ア
の
充
実

●児童相談所等と配
偶者暴力相談支援セ
ンターが連携した子ど
もの心理判定やカウ
ンセリングの実施
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

179

本体北棟工事建設（平
成30年度北棟完成）

ー 北棟の完成（平成30年12月）
中央児童相談所の移転（平成31年1月）

子どもに関するあらゆる相談を
受け付け、対応が可能な施設が
整備された。

- -

療育福祉センター

180

●配偶者暴力相談支
援センターと心の教育
センターとの連携強化

・親の認識が薄く、なかな
か相談につながらない。

・相談対応中に心配のある子どもを発見したと
きは、心の教育センターに直接つなぎ、専門
職員による支援につなげた。

・ケースごとに対応できており、
きめ細かい支援ができた。

●緊急を要する同伴児童
の心のケアでの連携強化

・親の認識が薄く、なかなか
相談につながらないケース
がある

女性相談支援セ
ンター

181

・関係機関と連携しな
がら、子どもの心のケ
アに関する専門性を
もったカウンセラー等が
来所や訪問による相談
の受理や支援を行う。

・日ごろから関係機関と密
に連携する。

・関係機関から要請のあったケースについて
保護者の相談を受理し、支援を実施した。（2
件）

・関係機関と連携して迅速に支
援を実施することができた。
・教育相談関係機関連絡協議会
等において関係機関との連携が
図れた。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセ
ラー等が来所や訪問による
相談の受理や支援を行う。

・日ごろから関係機関と密に
連携する。

心の教育センター

182

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確
保

・一時保護期間が長くなっ
た場合の対応

・体育館でのスポーツ活動の実施　1回
・ベビーシッター　3回

・一時保護期間が長くなった同
伴児のストレス解消になった。
・一時保護者が手続き等のため
外出する際に、専門職に同伴児
を任せることができ、親子共々
安心感が得られた。

●遊びの場の確保
●ベビーシッターの確保

―

女性相談支援セ
ンター

183

・関係機関と連携しな
がら、子どもの心のケ
アに関する専門性を
もったカウンセラー等が
支援を行う。

・日ごろから関係機関と密
に連携する。

・関係機関から要請のあったケースについて
心の教育センターにおいて子どもへの支援を
実施した。（2件）

・関係機関と連携して迅速に支
援を実施することができた。
・教育相談関係機関連絡協議会
等において関係機関との連携が
図れた。

・関係機関と連携しながら、
子どもの心のケアに関する
専門性をもったカウンセ
ラー等が支援を行う。

・日ごろから関係機関と密に
連携する。

心の教育センター

184
●学校と連携した一
時保護所での教育支
援

●教員ＯＢによる就学
支援
●学校との連携強化

・一時保護期間が長くなっ
た場合の対応

・教員ＯＢによる就学支援実施
　　　58時間　延べ31人

・同伴児の就学支援ができた。
・就学時間は、学校と連絡調整
により出席日数にすることができ
た。

●教員ＯＢによる就学支援
●学校との連携強化

―

女性相談支援セ
ンター

②
子
ど
も
の
心
身
の
ケ
ア
の
充
実

●療育福祉センターと
配偶者暴力相談支援
センターが連携した障
害の心配のある子ど
もへの対応

●心の教育センター
等と配偶者暴力相談
支援センターが連携し
た心配のある子ども
への対応

③
保
育
、
学
習
支
援
の
充
実

●安心して遊ぶことの
できる環境の整備

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

185

●教育委員会等との連
携

・被害者が高校や専門学
校等に通学中の場合の対
応

・該当事例なし ― ●教育委員会等との連携し
た情報提供

―

女性相談支援セ
ンター

186

・私立高等学校等就学
支援金制度をはじめと
する、家庭の教育費負
担の軽減に係る事業の
実施

･所得による区分により、
制度を活用しても授業料の
負担が発生する家庭があ
る。

アウトプット
・私立高等学校等就学支援金制度をはじめと
する家庭の教育費負担の軽減に係る各種事
業を実施している

アウトカム
・家庭における教育費の経済的負担が軽減さ
れている

・生徒の家庭の経済状況に関わ
らず、全ての生徒に進学する機
会がもてる仕組みとなっている。

・家庭の教育費負担の軽減
に係る事業の継続実施

・国の就学支援金の拡充に
より、令和２年４月から、年
収590万円程度未満の世帯
の高校生等についは、授業
料が実質無償化となる見込
み。
（H31年度までは、就学支
援金と県の授業料減免補
助金により、年収350万円
程度未満世帯の高校生等
については実質無償化と
なっている）

･所得による区分により、制
度を活用しても授業料の負
担が発生する家庭がある。

私学・大学支援課

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制

③
保
育
、
学
習
支
援
の
充
実

●就学のためのさま
ざまな制度の情報提
供と手続支援

187

●就学支援金制度及
び奨学給付金制度を実
施する。

●現行の高等学校等
奨学金貸付制度を維
持・実施する。

●対象者への制度につい
ての周知徹底
●奨学金制度について
は、貸与希望者全員に貸
与できる予算の確保

●高等学校等就学支援金の支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・H30年度に公立の高等学校に入学した高校
生等の就学支援金受給資格認定申請書を受
理
・H30年度7月1日現在在籍の高等学校等就学
支援金収入状況届出書を受理
・要件を満たす支給希望者全員への支給を実
施

●高校生等がいる低所得世帯への奨学給付
金の支給　　　　　　　　　
・H30年度の公立高等学校の合格者登校日に
合格者全員に奨学給付金のリーフレットを配
布　　
・H30年度7月1日現在在籍の高校生等奨学給
付金受給申請書を受理

●高校生等に対する無利子奨学金の貸与の
推進
・高等学校等の奨学金事務担当者を対象とし
た奨学金事業の円滑な推進を図るための研
修会を開催（H30.4.13実施　参加者：27校33
名）
・経済的な理由で高等学校等への進学・修学
を断念することがないよう、要件を満たす貸与
希望者の申請を受理（H30.4.27募集終了）
・要件を満たす貸与希望者全員への貸与を実
施（H30年度新規貸与決定者：204名

●高等学校等就学支援金の支
給
・要件を満たす支給希望者全員
に支給を実施した。

●高校生等奨学給付金の支給
・要件を満たす支給希望者全員
に支給を実施した。

●高校生等に対する無利子奨
学金の貸与の推進
・要件を満たす貸与希望者の申
請を受理した。（予約申請113
名、在学申請116名、緊急採用2
名）
・要件を満たす貸与希望者全員
に貸与を実施し、教育の機会均
等に寄与した。

●就学支援金制度及び奨
学給付金制度を実施する。

●現行の高等学校等奨学
金貸付制度を維持・実施す
る。

●課題
・要件を満たす対象者全員
に支給・貸与するために、引
き続き制度の周知徹底を図
る必要がある。

●取組
・機会ある毎にリーフレットを
配布するなどして、制度の周
知徹底を行う。

高等学校課

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

188
●設備の見直しや避
難訓練等の実施によ
る安全対策

●避難訓練の実施
●避難場所の見直し

・南海地震対策についての
避難場所の確保

・避難場所の見直し ・南海地震対策における避難場
所の確保ができた。

●避難訓練の実施
●南海地震対策における
設備の見直し

―

女性相談支援セ
ンター

189 ●備蓄等の充実

●備蓄品等の充実 ・南海地震対策についての
避難場所の確保

・備蓄品等の維持 ・備蓄品等の維持 ●備蓄品等の備蓄 ―

女性相談支援セ
ンター

190
●代替施設による事
業の継続

●施設が被害を受けた
場合の代替施設を定め
ておき、災害等による
業務の停滞を防ぐ。

・災害時、安全海保でき、
かつプライバシーを確保で
きる設備をいくつか設けて
おく必要がある。

・消費生活センターを代替施設とした。 ・代替施設による事業の継続が
できる見通しができた。

●Ｈ３０年度に消費生活セ
ンターを代替施設と決定
●今後、詳細について検討
を続ける

・長期浸水からセンター施設
の機能がどれくらいで回復
するか不明
・その間の一時保護の場所
が未決定

県民生活・男女共
同参画課/女性相
談支援センター

制
の
充
実

187
施（H30年度新規貸与決定者：204名

高等学校課

（
２

）
配
偶
者
暴
力
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

④
災
害
に
備
え
た
体
制
づ
く
り

一
時
保
護
体
制
の
充
実
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

191

●既存の支援団体や
社会福祉施設等との連
携強化
●どこの地域に住んで
いても保護できる環境
を整える。

・連携強化に向けた協議 ・民間シェルターについては、定期的に運営状
況を確認しているが、連携体制の強化までは
至っていない。

・連携強化に向けた協議が必
要。

●既存の支援団体や社会
福祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいて
も保護できる環境を整え
る。

・連携強化に向けた協議

県民生活・男女共
同参画課

192

●既存の支援団体や
社会福祉施設等との連
携強化
●どこの地域に住んで
いても保護できる環境
を整える。

・ＬＧＢＴの方を保護するた
めのノウハウを持った施設
が高知県にない。

・社会福祉施設への一時保護委託を実施
　　　2件

・遠隔地での被害者の安全を確
保することができた。

●既存の支援団体や社会
福祉施設等との連携強化
●どこの地域に住んでいて
も保護できる環境整備

―

女性相談支援セ
ンター

193

②
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
支
援

●民間シェルターの
運営安定化に向けた
支援の実施

●民間シェルター運営
団体に対して、シェル
ターの運営支援を行
う。

・支援活動の増大に伴い、
事業量が増大。団体（支援
者）の負担が増えてきてい
る状況である。

・高知県民間シェルター運営費補助金
　100万円/年を限度に交付。

・支援活動の増大に伴い、事業
量が増大。団体（支援者）の負
担が増えてきている状況であ
る。

●民間シェルター運営団体
に対して、シェルターの運
営支援を行う。

・支援活動の増大に伴い、
事業量が増大。団体（支援
者）の負担が増えてきている
状況である。

県民生活・男女共
同参画課

194

●日常生活支援のた
めの配偶者暴力支援
センターの自立支援
担当職員による継続
的支援の実施

●生活サポーターによ
る入所中、退所後の自
立に向けての支援の実
施

・生活サポーターが非常勤
職員のため、すべての退
所者へのフォローが難し
い。
・退所者の状況の多様化

・生活サポーターの支援
　　支援実人数 28人　延べ 136回

・退所者は収入が少なく経済的
自立が困難

●生活サポーターによる入
所中、退所後の自立に向け
ての支援の実施

・人的体制からすべての退
所者へのフォローが難しい
・精神疾患や発達障害面で
のフォローには限界がある 女性相談支援セ

ンター

195

●心理的な自立のた
めの配偶者暴力相談
支援センター等による
退所者へのフォロー
アップの充実

●心理ケア担当職員に
よる心の健康回復支援
●退所後個別カウンセ
リングが必要な者に
は、専門機関に依頼し
実施

・回復に時間がかかる。
・多様な被害者への対応

・精神的な問題を抱えている退所者を、精神
保健福祉センターにつないだ。

・精神的回復には長い期間を要
する。

●心理ケア担当職員による
心の健康回復支援
●必要に応じた退所者へ
の専門機関に依頼してのカ
ウンセリングの実施

・回復には長い期間を要す
る

女性相談支援セ
ンター

196

・女性しごと応援室を通
じた就労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自立支
援センター等関係機関と連携を図りながら就
労支援を実施。
 （今年度はDV被害者からの相談実績なし）

 今年度DV被害者からの相談実
 績はないが、来室したDV被害者
に対する相談対応や、必要に応
じて関係機関と連携できる体制
を整えている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

３
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
一
時
保
護
体
制
の
充
実

（
３

）
民
間
支
援
施
設
等
と
の
連
携
に
よ
る
一
時
保
護
体
制
の
充
実

①
一
時
保
護
所
以
外
の
保
護
で
き
る
場
の
確
保

●民間シェルター及
び社会福祉施設等と
の連携による一時保
護体制の充実

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

①
一
時
保
護
所
入
所
時
か
ら
の
継
続
し
た
自
立
支
援

●自立支援施設の積
極的な活用
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

197

●自立支援施設をより
積極的に活用できるた
めの入所条件の見直し
●就労に向けた支援の
強化

― ・自立支援施設利用
　5人（うち前年度からの利用者 1人）

― ●自立支援施設をより積極
的に活用できるための柔軟
な運用
●就労に向けた支援の強
化

―

女性相談支援セ
ンター

198
●母子生活支援施設
における支援機能の
充実

（ちぐさ）
・母子生活支援施設に
おいて母子が安心して
相談できる体制の整備
・相談員研修参加（20
回以上）　　　　　　　　
・要援護者の法テラス、
ハローワーク等専門機
関への引率、紹介の充
実
・個別対応職員による
被虐待児童及び母親
への生活場面での1対
1の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・心理療法回数・手法
の充実

(和光寮）
母子生活支援施設に
おいて、安心して相談
出来る体制の整備　　　　　　　　　　
・要支援者の法テラス・
安定所の引率や専門
機関への紹介

（ちぐさ）
・入所事由の複雑多様化
に対応するための職員の
スキルアップ

(和光寮）
入所事由の複雑多様化に
より広域的な連携が必要

（ちぐさ）
・入所世帯及び人数　17世帯43人
・相談員研修参加　29回
・心理療法相談回数　330回
・ハローワーク等就労支援機関への同行　4名

(和光寮）
・入所世帯　８世帯２５名
・関係機関とのケース会実施５回
・外部心理相談員による母子の相談　９７回
・外部心理相談員や相談員による職員のスキ
ルアップ
・弁護士と連携と情報共有し専門機関への引
率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ちぐさ）
・関係機関と連携することにより
情報の共有ができた
・要支援者と心理職員や個別担
当職員による面談回数が増え、
支援の強化が計られた

(和光寮）
・定期的に相談員により複雑多
様に対応する 職員のスキルアッ
プ。

（ちぐさ）
・母子生活支援施設におい
て母子が安心して相談でき
る体制の整備
・相談員研修参加（20回以
上）
・要援護者の法テラス、ハ
ローワーク等専門機関への
引率、紹介の充実
・個別対応職員による被虐
待児童及び母親への生活
場面での1対1の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・心理療法回数・手法の充
実

(和光寮）　　　　　　　　　　
・個別対応職員の配置。　　　　　　　
心理療法担当職員の配
置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
被虐待児童等やその保護
者へ個別面接や心理面の
ケア。

（ちぐさ）
・入所事由の複雑多様化に
対応するための職員のスキ
ルアップ

(和光寮）
・DV被害による入所の増加
により、子どもも含めた心理
面でのケアや発達障害児の
ケア。

児童家庭課

199

●市町村の主体性の
醸成
●相談につなげる体制
整備

・関係機関の協力 ・相談者及び入所者に母子での生活自立に関
する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建のために、
生活保護、保育支援、就労支援制度等の情報
提供と利用への支援がスムーズにできるよう
市町村との連携を行った。

・生活の再建に役立った。 ●個別ケースに応じた市町
村等との調整と被害者への
情報提供

―

女性相談支援セ
ンター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

①
一
時
保
護
所
入
所
時
か
ら
の
継
続
し
た
自
立
支
援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支

援

200

●事案があれば、生活
保護、育児支援、就労
支援制度等の各種支
援に関する情報提供及
び利用に向けた支援を
行う。（安芸）
●機会あるごとに情報
提供に努めていく。（中
央東）
●必要な制度について
情報提供を行い、必要
なサービスの利用がで
きるように支援する(中
央西）
●相談時、福祉保健所
内で各課と状況共有
し、生活保護、保育支
援、就労支援制度及び
保証料補給制度、融資
制度等の各種支援に
関する情報提供及び利
用に向けた支援を行う
（須崎）
●関連部署への情報
提供、連携の継続（幡
多）

●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル
等なく、今後対応マニュア
ルや支援体制など整備す
る必要あり（須崎）

●実績なし。（安芸、中央東）
●DVによる母子生活支援センターの入所の
相談が2事例あった。入所に際し生活保護、保
育園入所等の制度について説明等関係部署
の連携により対応できた。（中央西）
●福祉保健所内で各課が相談対応事例をDV
の危険性がないかの視点で情報共有に努め
た（須崎）
●関連部署への情報提供及び支援制度利用
に向けた支援を実施（幡多）

●事案があれば、状況に応じた
支援につなげる。（安芸、中央
東）
●制度の説明に終わってしまっ
た。支援者向けの情報共有によ
るアセスメントが不十分であっ
た。(中央西）
●福祉保健所内の各課との情
報共有を密にすることができ、支
援につながった。（須崎）
●関連部署への情報提供及び
支援制度利用に向けた支援が
できた（幡多）

●事案があれば、生活保
護、育児支援、就労支援制
度等の各種支援に関する
情報提供及び利用に向け
た支援を行う。（安芸）
●事案に応じた制度等の
情報提供に努め、関係機関
につなげる。（中央東）
●必要な制度について情
報提供を行い、必要なサー
ビスの利用ができるよう支
援者間での情報共有による
アセスメントを行い、必要な
サービスにつなげる。(中央
西）
●相談時、福祉保健所内で
各課と状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、
融資制度等の各種支援に
関する情報提供及び利用
に向けた支援を行う（須崎）
●関連部署への情報提
供、連携の継続（幡多）

●平素から関係機関と情報
共有する。（中央東）
●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル
等なく、今後対応マニュアル
や支援体制など整備する必
要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

201

●ひとり親家庭に必要
な情報が確実に行き届
くよう、より効果的な周
知ツールの活用、しお
り等配布物の具体的な
活用方法を検討してい
く。
●市町村における対応
方法を確認し、好事例
を踏まえ、ひとり親家庭
が相談窓口に確実につ
ながる体制を構築す
る。

●周知方法を検討するに
当たってのひとり親家庭の
ニーズ把握
●市町村間での対応の均
一化

●ひとり親家庭や市町村、学校等関係機関へ
「ひとり親家庭等福祉のしおり」を配布し、周知
を行った。
●広報誌、児童家庭課フェイスブック等を活用
し、各種制度及び「ひとり親家庭等就業・自立
支援センター」の周知を行った。
●児童扶養手当に係る現況届の機会を活用
した相談窓口等の周知を行った。
●市町村の児童扶養手当担当課及び母子保
健担当課等を訪問し、センターの周知依頼等
を行った。

●必要な情報が届いていないひ
とり親の人数等の把握が困難で
あること。

●児童扶養手当等ひとり親
家庭に対する各支援施策
に係る課ホームページの掲
載内容の充実等により広報
の強化を図る。
●児童扶養手当に係る現
況届の機会を活用した相談
窓口等の周知を行う。
●市町村の児童扶養手当
担当課及び母子保健担当
課等を訪問し、センターの
周知依頼等を行う。

●必要な情報が届いていな
いひとり親の人数等の把握
が困難であること。

児童家庭課

202

・引き続き、周知活動を
行い、本サービスを定
着させていく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続
き取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を行い、各
種職業訓練を受講する方に託児サービスを提
供できている。
　利用者4名（お子さん4名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機関にリー
フレットを配布し、周知を行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。 雇用労働政策課

203
●県営住宅の募集時
の優先措置等による
支援

引き続き倍率優遇を
行っていく

応募倍率の高い団地につ
いては、当選・入居に至ら
ないことがある。

（上半期）
第１回募集：応募者１名で当選１名
第２回募集：応募者なし
第３回募集：応募者2名で当選１名
第４回募集：応募者なし

－ 引き続き、倍率優遇を行っ
ていく。

応募倍率の高い団地につい
ては、当選・入居に至らない
ことがある。

住宅課

204

●DV被害者が県職員
住宅を短期利用できる
よう、部局間使用の申
請を行い、適宜対応す
る。

特に無し ・上半期においては、県職員住宅を利用され
た方はなし。

職員住宅利用が必要な場合、部
局間使用協議を行う。

●DV被害者が県職員住宅
を短期利用できるよう、部
局間使用の申請を行い、適
宜対応する。

特に無し

県民生活・男女共
同参画課

205

●入居基準の見直し ・入居者の減少 該当事例なし ― ●入居基準の見直し ・利用ケースが少ない

女性相談支援セ
ンター

206

部局間使用申請があ
り、かつ職員住宅に空
きがあれば部屋の提供
を検討する。

県職員住宅に空きがない
場合は、希望に添うことが
できない。

平成30年度上半期実績なし 平成30年度上半期実績なし 部局間使用の申請に基づ
き、いつでも提供できるよう
に職員住宅を３戸（中央地
区２戸・ 安芸地区１戸・幡多
地区１戸）を確保する。

県職員住宅に空きがない場
合は、希望に添うことができ
ない。

職員厚生課

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

②
各
種
支
援
制
度
の
情
報
提
供
及
び
利
用
・
手
続
き
に
関
す
る
支
援

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援

③
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援

●県職員住宅及び県
営住宅の短期利用の
検討
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

207
●県職員住宅及び県
営住宅の短期利用の
検討

引き続き、緊急避難先
としての提供を行って
いく。

高知市内の団地について
は、定期募集の応募者が
多く、DV被害者の希望に
対応できていないが、空き
部屋がある団地について
は、随時募集団地以外の
団地についても相談があ
れば検討をする。

（上半期）
情報提供を実施しているが、活用には至って
いない。
（下半期）
引き続き情報提供等を実施しているが、活用
には至っていない。

－ 引き続き、緊急避難先とし
ての提供を行っていく。

高知市内の団地について
は、定期募集の応募者が多
く、DV被害者の希望に対応
できていない。

住宅課
（県営住宅）

208

●安定的な住宅の確
保

・ＤＶ被害者の希望してい
る生活圏域に合致する物
件の提供

・不動産業者の協力により、希望する地域で
の住居を見つけることができた。
・保証人のいない者がアパートを借りる場合に
は、民間の保証業者に依頼した。

・希望と合致する物件が見つか
るまで時間を要する。
・遠隔地での物件探しには限界
がある。

●いろいろな不動産業者で
の住宅の確保

・保証人がいないことにより
住居探しに苦労する場合が
ある

女性相談支援セ
ンター

209

引き続き、情報提供を
行っていく。

ＤＶ被害者への居住支援
に関する民間事業者の理
解を深める。

（上半期）
情報提供を実施しているが、活用には至って
いない。
（下半期）
引き続き情報提供等を実施しているが、活用
には至っていない。

－ 引き続き、情報提供を行っ
ていく。

ＤＶ被害者への居住支援に
関する民間事業者の理解を
深める。

住宅課

210

・女性しごと応援室を通
じた就労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自立支
援センター等関係機関と連携を図りながら就
労支援を実施。
 （今年度はDV被害者からの相談実績なし）

 今年度DV被害者からの相談実
 績はないが、来室したDV被害者
に対する相談対応や、必要に応
じて関係機関と連携できる体制
を整えている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

211

●ハローワークからの
情報の収集
●生活サポーターによ
るハローワークへの付
き添いの実施

・被害者の望む職種が少
ない。

・指導員によるハローワークへの付き添いの
実施

・一時保護の期間中だけでは、
希望する職種を見つけることが
難しい。

●職業紹介機関への同行
による就職先の確保

・期間が限られており、望む
職種が少ない

女性相談支援セ
ンター

４
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援

（
１

）
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
生
活
再
建

③
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援

●民間事業者の協力
による住宅に関する
情報の提供

④
就
労
に
向

●ハローワークや「高
知家の女性しごと応
援室」等との連携によ
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

212

●ひとり親家庭等就
業・自立支援センター、
ハローワーク、高知家
の女性のしごと応援室
により定期的に連絡会
を行い、個々の相談者
の課題に応じた支援方
法をルール化する

●DV被害者の生活再建に
向け、就業面だけでなく生
活面を含めた総合的な支
援の実施

●ひとり親家庭等就業・自立支援センター、ハ
ローワーク、高知家の女性のしごと応援室の３
者による連絡会を行い、就業相談のためにセ
ンターに来所した全ての女性に対し応援室を
紹介する取組の実施について確認した。
このことにより、就業相談の面においてより専
門性が高い応援室の支援をDV被害者の女性
が受けられる機会の確保を図るとともに、セン
ターは、法律面・生活面に注力して支援を行っ
ていくことについて、明確化が図られた。

●センターに就業相談のため来
所した全ての女性に対し応援室
を紹介する取組がを徹底するた
め、受託者に対する指示の具体
化等により、応援室との連携を
強化していく必要がある。

●センターに就業相談のた
め来所した全ての女性に対
し援室を紹介するなど関係
機関との連携強化

●実効性のある報告の仕組
み等の構築が必要。

児童家庭課

213

●ハローワークや「高
知家の女性のしごと
応援室」等との連携に
よるきめ細やかな就
労支援

・県内1,100社を超える
事業所に労働関係情
報誌を配布し啓発を実
施

・各企業内での情報の従
業員等への配布、活用の
実効性の確保

・県内1,100社を超える事業所に労働関係情報
誌を配布し啓発を実施

―

・県内1,100社を超える事業
所に労働関係情報誌を配
布し啓発を実施

・各事業内における従業員
等への情報の発信、活用の
実効性の確保

雇用労働政策課

214

・高知版ファミリー・サ
ポート・センター設置へ
の支援
・会員（預けたい・預か
りたい）の増加に向け
たセンターのＰＲと研修
の実施 を拡充

・会員の確保が困難
・ニーズが顕在化していな
い
・委託先の確保が困難
・援助活動の安全性への
懸念

・高知版ファミリー・サポート・センターの開設
（香美市8月・いの町10月・須崎市3月）
・子育て支援員研修の実施（27名参加）
・啓発リーフレットの作成・配布
・テレビCMによる広報
・子育てイベント等でのPR

・引き続き新規開設に向けた市
町村への働きかけと、制度の周
知のための広報が必要

・ 高知版ファミリー・サポー
ト・センター設置・運営への
支援
・会員（預けたい・預かりた
い）の増加に向けたセン
ターのＰＲと研修の実施

・会員の確保が必要
・ニーズが顕在化していない
・病児・病後児への対応

県民生活・男女共
同参画課

215

●託児サービスのある
職業訓練等の情報提
供

・託児サービスのある職業
訓練と対象者の希望とのミ
スマッチ

・託児サービスのある職業訓練等の情報提供
を行った。

― ●託児サービスのある職業
訓練等の情報提供

・託児サービスのある職業
訓練と対象者の希望とのミ
スマッチ

女性相談支援セ
ンター

216

・引き続き、周知活動を
行い、本サービスを定
着させていく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続
き取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を行い、各
種職業訓練を受講する方に託児サービスを提
供できている。
　利用者4名（お子さん4名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機関にリー
フレットを配布し、周知を行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。 雇用労働政策課
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 
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NO
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本
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柱

重
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目
標

取
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担当課室又は

関係機関

217

●パソコン講座等にお
ける託児支援

講座終了後の就労効果に
ついての検証とニーズの
把握

・就労支援パソコン講座を託児付きで実施。
　エクセル基礎講座(3日間)
　エクセル検定対策講座(4日間)
　ワード基礎講座(3日間)
　ワード検定対策講座(5日間)
　パワーポイント基礎講座（2日間）
　パワーポイント検定対策講座（2日間）

・就労のためのスキルアップに
つながる講座は、受講申込が多
く、学習意欲も高いが、未就業
者よりも就業者の受講が増加傾
向にある。

●パソコン講座等における
託児支援

講座終了後の就労効果につ
いての検証とニーズの把握

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

218

●新たな協力企業、民
間支援団Ｔ来の掘りお
こし
●現在支援頂いている
協力企業や民間支援
団体との更なる協力関
係の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働き
かけ
　→協力企業・団体のリ
サーチ、交渉

・包括協定の締結
・協力企業への啓発資料の配布

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きかけ
　→協力企業・団体のリサーチ、
交渉

●新たな協力企業、民間支
援団Ｔ来の掘りおこし
●現在支援頂いている協
力企業や民間支援団体と
の更なる協力関係の醸成

・被害者のニーズ把握
・新たな支援に向けた働きか
け
　→協力企業・団体のリサー
チ、交渉

県民生活・男女共
同参画課

219

●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連
携

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体
制
・金銭面での支援の拡充

・さわやか高知より新生活開始費用等の助成
　　　　　　　　1件
・女性保護対策協議会総会へ出席
・女性保護対策協議会主催の「むつみ会」へ
出席

・被害者の生活再建に役立っ
た。

●協力関係の構築
●企業等への働きかけ
●フードバンクとの連携

―

女性相談支援セ
ンター

220

●警察との連携による
安全の確保

・被害者のＤＶに対する理
解不足
・保護命令の効力について
の正しい認識

・警察との連携による安全の確保 ・被害者の安全の確保ができ
た。

●警察との連携による安全
の確保

―

女性相談支援セ
ンター

221

●保護命令が発令され
た直後に加害者に接触
した上、発令の事実確
認及び指導警告を実
施。
●必要に応じて被害者
方の巡回等を実施し、
近況を把握。

●審尋に加害者が現れな
かった場合、保護命令の
発令直後に指導警告を実
施することが困難となる。

・保護命令が出された加害者全員に対し、発
令事実の確認及び指導警告を実施した。
・審尋を欠席した加害者に対して、自宅に行く
等して、確実に発令事実の確認及び指導警告
を実施した。
・被害者の要望や事案に応じ、被害者方の巡
回等を実施した。
・各種対策により、被害者の安全確保を図っ
た。

・各種対策により、被害者の安
全確保が図れた。

・保護命令が発令された直
後に加害者に接触した上、
発令の事実確認及び指導
警告を実施。
・必要に応じて被害者方の
巡回等を実施し、近況を把
握。

・審尋に加害者が現れな
かった場合、保護命令の発
令直後に指導警告を実施す
ることが困難となる。
・被害者が警察等に相談なく
自己都合で保護命令を撤回
した場合、早期の安全確保
が困難となる。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)
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実施上の課題等

・アウトプット(結果）
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・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 
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NO

基
本
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柱

重
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目
標
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担当課室又は
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222
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
の見直しを検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進
めるため、引き続き全
ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所で
開催。昨年度から引き続き、「市町村内部での
連携強化」をテーマに、ＤＶ被害者支援担当課
以外の関係課や社会福祉う協議会にも参加を
呼び掛けた。参加者は市町村の他、警察署、
福祉保健所、ソーレ、社会福祉協議会。

参加：62機関（うち市町村22、社会福祉協議会
5）、76名

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの
状況や事情に対する理解が深ま
り（市町村内、県市間）、有意義
な会議となった。参加者からは、
情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要
望があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討
というスタイルが続いたため、今
後は、地域で関係機関が連携す
るために有用となる内容を考え
ていく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数
はほぼ横ばい。（Ｈ29年度：参加
者79名、63機関（うち市町村
23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

223

●地域におけるネット
ワークづくりと関係機関
の連携強化

・地域での見守り体制や情
報の共有について、本人
の希望がなかった場合の
対応

・要保護児童対策地域協議会等への参加
　20回
・個別ケース検討会議への参加　7回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者への支援のつなぎ
ができた。

●要保護児童対策地域協
議会等を通じたネットワーク
づくりと関係機関の連携強
化

・地域によって意識の濃淡が
ある

女性相談支援セ
ンター

224

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る後継者不足への対応
・市町村と市町村社協との
連携が十分でないところも
ある。

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修
を開催（２年目対象：活動の中心の一つである
相談支援のために、話の聴き方・話の受け止
め方について傾聴技法などを研修、３年目対
象：活動の基本的なところから、事例検討等も
交えながら、求められる役割、活動のポイント
等を研修）

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっており、それぞれ
の状況等への対応について、わ
かりやすく示していく必要があ
る。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・R元.12.1付けで民生委員・
児童委員の一斉改選がある
ため、新任研修において、
DV対策への対応について
周知が必要 地域福祉政策課
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・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
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NO
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225

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

○全市町村の要保護児童対策地域協議会に
おける見守り支援体制の現状把握の実施
（H30.5-7月）
・国（乳児家庭全戸訪問事業等）や県（子ども
の見守り体制推進交付金）の周知
・上記事業を活用した見守り支援体制の確認
・民生委員・児童委員の活用に向けた意向と
その活用状況
・地域子育て支援センターとの連携
○市町村が管理する在宅虐待ケース（0-2歳
児の未就園を対象）の見守り状況の確認（9-
10月）
○健康対策課との合同ヒアリングによる市町
村の母子保健部署と児童福祉部署の連携状
況の把握（9-10月）

・市町村管理ケースについて組織と
して適切にアセスメント（リスクアセ
スメント含む）を行い、支援方法を判
断する体制が整いつつあるととも
に、母子保健部署との間でも情報
共有、連携した対応がなされてい
る。
・市町村児童家庭相談担当部署で
策定する支援計画について、要対
協構成機関の間での共有が不十分
なケースが散見されるため、支援計
画の共有を徹底し、関係機関によ
る支援体制の充実を図ることが必
要である。
・民生委員・児童委員の役割（平日
夜間や休日の見守り、生活状況の
確認等）に期待しているものの、情
報漏えい等の不安から活用が進ん
でいない。

■各市町村において総合的な
ソーシャルワーク、関係機関
での密な情報連携を行う体制
を整えるため、市区町村子ど
も家庭総合支援拠点の設置
に向けた各市町村との協議を
行う。
■各市町村における見守り支
援体制の充実に向け、乳児家
庭全戸訪問事業や養育支援
訪問事業等の活用を働き掛け
る。
■市町村による民生委員・児
童委員の活用促進に向けた
取り組み（理解促進のための
研修等）を働き掛ける。

・市区町村子ども家庭総合支
援拠点の役割について十分な
理解が進んでいないことに加
え、小規模な自治体を中心に
専門職員の人材確保が困難で
あることから、支援拠点の設置
が進んでいない。
・出生数の少なさや、養育支援
を実施できる人材・委託先の不
足により、事業の活用が進んで
いない。
・民生委員・児童委員の役割
（平日夜間や休日の見守り、生
活状況の確認等）に期待してい
るものの、情報漏えい等の不
安から活用が進んでいない。

児童家庭課

226

■要保護児童対策地
域協議会の構成機関
や民生委員・児童委員
との連携

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）
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●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ここから東部ネット
ワーク会議、要保護児
童地域対策協議会等
で連携を図る（安芸）
●機会あるごとに情報
共有に努めていく。（中
央東）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報
共有を図る（中央西）
●要保護児童地域対
策協議会の構成機関と
の連携及び情報共有を
図る（須崎）
●DV関係機関ネット
ワーク会議や通常業務
を通じて市町村等関係
機関との連携促進（幡
多）

●要保護児童地域対策協
議会の構成機関以外との
連携及び情報共有を図る
ことは困難である。（須崎）

●ここから東部ネットワーク会議を開催し、連
携の充実を図った。（安芸）
●継続して関係づくりを行っていく。（中央東）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●要保護児童地域対策協議会のケース会を
通じ情報共有を行った。また主治医とのケー
スカンファレンスに市町村と参加した。(中央
西）
●要保護児童地域対策協議会の構成機関と
の連携及び情報共有に努めた。（須崎）
●DV関係機関ネットワーク会議や通常業務を
通じて市町村等関係機関と連携した。（幡多）

●ここから東部ネットワーク会議
を開催し、連携の充実を図った。
（安芸）
●継続して関係づくりを行ってい
く。（中央東）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●関係機関との情報共有は密
に行えた(中央西）
●要保護児童地域対策協議会
でのネットワーク構築に更に務
める必要がある。（須崎）
●必要時、市町村等関係機関と
連携している。（幡多）

●ここから東部ネットワーク
会議、要保護児童地域対
策協議会等で連携を図る。
（安芸）
●機会あるごとに情報共有
に努めていく。（中央東）
●DVの事例やDVの疑いの
ある事例が出た場合は関
係機関の情報共有を図る
（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の構成機関との連携
及び情報共有を図る（須
崎）
●DV関係機関ネットワーク
会議や通常業務を通じて市
町村等関係機関との連携
促進（幡多）

●連携が難しく、主体的に対
応することが弱い市町村は
ある。（安芸）
●継続して関係づくりを行っ
ていく。（中央東）
●要保護児童地域対策協議
会の構成機関以外との連携
及び情報共有を図ることは
困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

228

・SCの全校配置の継続
及びアウトリーチ型SC
の配置を８市に拡充す
る。
・SC等研修講座の開催
（年6回）
・SC、SSWによる合同
研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SCに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC配置拡充のための予
算確保
・SCの専門性の向上を図
る必要がある。

・SCの配置：全公立学校
・アウトリーチ型SC：８市
・SC等研修講座（３回）
・SC、SSWによる合同研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SCに対するスーパーバイズの実施（随時実
施）

・SC配置数、配置時間の拡充ができた。
・研修会やスーパーバイズの実施により、SC
の個々の専門性が向上した

・SCの配置拡充や個々の専門
性が向上し、各学校において、
より適切な相談支援体制が整っ
た。

・SCの全校配置の継続及
びアウトリーチ型SCの配置
を１１市に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年
6回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（6ブロック）
・SCに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課

229

●DV関係機関連絡会
議への積極的な参加。

●突発事案や他の協議と
競合した場合における参
加者の確保が困難であ
る。

・高知県女性保護対策協議会理事会（5/15）、
平成30年度DV被害者支援連絡会議（5/30）、
平成30年度第１回こうち男女共同参画会議
（7/26）、平成30年度DV関係機関連絡会議
（8/24～9/14）へ参加した。
・各種会合への参加による関係機関との連携
を強化により、地域のネットワーク構築を図っ
た。

・各種会合への参加による関係
機関との連携を強化により、地
域のネットワーク構築が図れた。

・DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

230
●住民基本台帳の閲
覧等の禁止の趣旨及
び留意点の周知

　今後もこれまでの取り
組みに引き続き、県内
各ブロックの戸籍・住民
基本台帳事務協議会
において制度の趣旨及
び留意点等の周知に
努める。また、住民基
本台帳事務における支
援措置申出者数を把
握する。

　これまで各市町から加害
者に支援者の情報が漏れ
たといく報告はなく、問題な
く対応がされていると思わ
れるが、ＤＶ被害者に係る
住民基本台帳の事務につ
いては、慎重に行う必要が
あり、実務において判断に
悩む事例があることから、
今後も市町村において支
援対象者の住所等の情報
が、なりすましによって加
害者に知られることのない
よう、市町村窓口担当者に
対して周知を継続していく
必要がある。

　県内各ブロック及び県全体で開催された戸
籍・住民基本台帳事務協議会の場で、住民基
本台帳事務におけるDV支援対象者への対
応・連携について情報提供等を行った。

また、住民基本台帳事務における支援措置申
出者数を把握した。

　支援者の情報が漏れたという
報告はなく、適切に運用・対応が
なされていると考える。

　今後もこれまでの取り組
みに引き続き、県内各ブ
ロックの戸籍・住民基本台
帳事務協議会において制
度の趣旨及び留意点等の
周知に努める。また、住民
基本台帳事務における支
援措置申出者数を把握す
る。

　これまで各市町から加害
者に支援者の情報が漏れた
といく報告はなく、問題なく対
応がされていると思われる
が、ＤＶ被害者に係る住民基
本台帳の事務については、
慎重に行う必要があり、実務
において判断に悩む事例が
あることから、今後も市町村
において支援対象者の住所
等の情報が、なりすましに
よって加害者に知られること
のないよう、市町村窓口担
当者に対して周知を継続し
ていく必要がある。

市町村振興課

231

・民生委員・児童委員
の研修等におけるDV
対策等の周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る後継者不足への対応
・市町村と市町村社協との
連携が十分でないところも
ある。

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修
を開催（２年目対象：活動の中心の一つである
相談支援のために、話の聴き方・話の受け止
め方について傾聴技法などを研修、３年目対
象：活動の基本的なところから、事例検討等も
交えながら、求められる役割、活動のポイント
等を研修）

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっており、それぞれ
の状況等への対応について、わ
かりやすく示していく必要があ
る。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・R元.12.1付けで民生委員・
児童委員の一斉改選がある
ため、新任研修において、
DV対策への対応について
周知が必要 地域福祉政策課
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●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

64



【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

232

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）

233

・県教委として引き続
き、要保護児童対策地
域協議会への参加を
行い、情報を把握に努
め、事案に応じて迅速
に関係機関との連携を
図る。

・市町村によっては管理票
の提供がなく、十分な情報
を得ることができない場合
があるため、管理票の提
供を求めていく。

・各市町村の要保護児童対策地域協議会の
代表者会及び実務者会に参加している。
・県内全域の要保護児童等に関する情報を収
集し、必要に応じて支援することができる。

・要保護児童等に関する情報の
収集を通して、適切な支援につ
ながっている。

・要保護児童対策地域協議
会に参加し、情報を把握に
努める。
・事案に応じて迅速に関係
機関との連携を図る。

・児童虐待に対して、学校と
関係機関の連携を強化する
よう校内研修の充実を図る
など啓発等を継続する必要
がある。 人権教育課

234

●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援行
う（安芸、幡多）
●関係機関との協力を
継続していく。（中央
東）
●個別検討会等により
各担当間での情報の
共有化を図り、必要な
育児支援を行う(中央
西）
●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援を
実施する（須崎）

●育児支援に関わる機関
の具体的な役割や人員配
置など明確化する必要が
ある（須崎）

●上半期からの継続１例は、市町村と当所が
事例検討し、定期的に育児支援し、成長を見
守っている。育児環境面の助言は、保護者が
了解されていない。（安芸）
●事案なし。（中央東）
●DVによる母子生活支援センターの入所の
相談が2事例あった。入所時に生活保護、保
育園入所等の制度について説明等関係部署
との連携により対応できた。（中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●必要時、児童相談所等と連携し育児支援を
実施（幡多）

●事例検討会で市町村と福祉が
連携し、長期的な視点で育児支
援をしている。（安芸）
●ケース会議等において情報共
有し、適切な支援につなげてい
く。（中央東）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●母子生活支援センターと連携
しながら生活保護の利用や保育
所入所につながった。（中央西）
●要保護児童地域対策協議会
等でDVの被害者に対し、育児の
支援も実施する必要がある。（須
崎）
●必要時、児童相談所等と連携
し育児支援を実施（幡多）

●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援行う。（安
芸）
●関係機関との協力を継
続していく。（中央東）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を
図り、必要な育児支援を行
う(中央西）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（須崎）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（幡多）

●虐待が発生していない事
例は、児童相談所といつ連
携するかは、各組織で判断
が異なる。（安芸）　
●育児支援に関わる機関の
具体的な役割や人員配置な
ど明確化する必要がある
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

235

■配偶者暴力相談支
援センターとの連携協
議会や職員研修の実
施による連携強化

・実施に向けた日程調整 ・児童相談所職員が講師となって、配偶者暴力相
談支援センターの職員に対して、面前DVによる子
どもへの心理的影響について研修を実施。
【開催日】　平成31年2月6日
【参加者】　8名（支援センター職員6名、ソーレ職員
1名、ちぐさ職員1名）
【講師】　中央児童相談所職員2名

・DVによる子どもへの心理的影響と
そのケアについて理解を深めること
ができた。
・研修実施により、今後の連携強化
につながる関係の構築がはかれ
た。

■児童相談所職員が講師
となって、配偶者暴力相談
支援センターの職員に対し
て、面前DVによる子どもへ
の心理的影響について研
修を行う予定。

・実施に向けた日程調整

児童家庭課
（児童相談所）
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・要保護児童対策地
域協議会や民生委
員・児童委員との連携

●児童相談所や福祉
保健所等による育児
支援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

236

●面会交流にかかるＤ
Ｖ被害者のニーズに対
して、関係機関と連携
して適切な支援が行え
る

・対応事例がないため、支
援に関する情報が不足し
ている

・対応事例無し。 ・対応事例がないため、支援に
関する情報が不足している

●面会交流にかかるＤＶ被
害者のニーズに対して、関
係機関と連携して適切な支
援が行える

・対応事例がないため、支援
に関する情報が不足してい
る

県民生活・男女共
同参画課

237

●ひとり親家庭等就
業・自立支援センター
での弁護士、司法書士
による相談対応を行
う。
●来所者アンケートの
結果を踏まえ、面会交
流に係るニーズを把握
する。

●関係機関と連携し、相談
者のニーズに沿った支援
体制づくり

●ひとり親家庭等就業・自立支援センターで
弁護士、司法書士による法律相談対応を行っ
ているが、面会交流支援の実績として、相談
者の中にDV被害者はいない。

●法律相談に限らず、相談者が
DV被害者かどうかの把握が行
われていないが、重大なプライ
バシー事項であることから、安易
にその事実を聴取等することが
できない。

●ひとり親家庭等就業・自
立支援センターでの弁護
士、司法書士による相談対
応を行う。
●DV被害者が相談しやす
い配偶者暴力支援センター
における女性弁護士による
法律相談の周知等関係機
関との緊密な連携体制を構
築する。

●相談者がDV被害者である
場合においてその事実を把
握できるかどうかは、当該相
談者の意思の尊重が前提に
置かれてなければならない
と考えられる。
したがって、DV被害者であ
る相談者の把握は困難であ
る。

児童家庭課

238

●支援が必要な事例
があれば、市町村等の
関係機関と連携し、被
害者及び子どもの成長
を見守る。（安芸）
●関係機関との協力を
継続していく。（中央
東）
●個別検討会等により
関係機関の情報の共
有化を図り、見守りの
体制をサポートする（中
央西）
●要保護児童地域対
策協議会の構成機関と
の連携及び情報共有を
図り、子どもの心身の
状況を確認し助言支援
する（須崎）
●市町村、児相等と連
携し、子どもの成長発
達の見守りを実施（幡
多）

●子どもの心身の成長の
見守りに関わる機関の具
体的な役割や人員配置な
ど明確化していく必要があ
る（須崎）

●実績なし。（安芸）
●事案なし。（中央東）
●母子生活支援センターの入所希望の相談
のケースがあり、関係機関や市町村と子ども
の保育園入所や障害児のサービスなどについ
て情報共有し、連携し見守りを実施（中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●市町村、児相等と連携し、子どもの成長発
達の見守りを実施（幡多）

●関係機関と情報共有し、子ど
もを見守り、被害者のニーズに
合った自立支援を継続した結
果、経済的安定と夫婦仲の改善
が図られ、被害者及び子どもが
能力を発揮できるようになった。
（安芸）
●ケース会議等において情報共
有し、適切な支援につなげてい
く。（中央東）
●情報や支援の方向性の共有
化ができスムーズに他の市町村
の障害児サービスや保育所入
所につなげることができた。(中
央西）
●要保護児童地域対策協議会
等でDVの被害者に対し、子ども
の心身状況確認し助言支援する
ことが必要。（須崎）
●市町村、児相等と連携し、子
どもの成長発達の見守りを実施
（幡多）

●支援が必要な事例があ
れば、市町村等の関係機
関と連携し、子どもの成長
を見守る。（安芸）
●関係機関との協力を継
続していく。（中央東）
●個別検討会等により関係
機関の情報の共有化を図
り、見守りの体制をサポート
する（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の構成機関との連携
及び情報共有を図り、子ど
もの心身の状況を確認し助
言支援する（須崎）
●市町村、児相等と連携
し、子どもの成長発達の見
守りを実施（幡多）

●事例に必要な関係機関が
連携し、支援していく。（安
芸）　　●子どもの心身の成
長の見守りに関わる機関の
具体的な役割や人員配置な
ど明確化していく必要がある
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●関係機関との連携
による面会交流にお
ける支援の検討

②
被
害
者
及
び
子
ど
も
の
心
身
の
回
復

●関係機関の連携に
よる子どもの心身の
成長の見守り
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

239

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）

240
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●関係機関の連携に
よる子どもの心身の
成長の見守り

・実施園との事前・事後
の連絡及び市町村担
当課との連携を密にす
ることにより、支援内容
の充実を図る。また、ブ
ロック別研修支援にお
いては地域におけるミ
ドルリーダーの育成・活
用により、各園の日々
の保育実践及び保育
者としての資質・専門
性の向上を図る。

・親育ち支援啓発事業
における保護者研修の
拡充に向け、継続的に
園や市町村への研修
の実施を呼びがけてい
くとともに、就学時健診
での親育ち支援の講話
を組み込んでもらえる
ように働きかける。
・各園の組織体制を整
え、研修の実施や継続
的な取組につなげてい
くよう。幼保推進協議会
等を通じて働きかけ
る。

該当なし ・園内研修支援事業において380回（155園）の研
修支援を行った。うちブロック別研修支援（13園）で
は、保育参観に基づくグループ協議を中心に継続
支援を行っている。

・親育ち支援啓発事業において、保護者への研修
を117回（83園・小学校21）行い、実施園における
保護者の参加率は49.7％であった。また、実施後
の保護者へのアンケート結果において、99.5％が
「子どもへの親のかかわりが大切だと思う」、
99.2％が「今後の子育てに生かしていきたい」と回
答があった。
・保育者への研修は53回（47園）、5市町村で行っ
た。

・各園の研修テーマや要望に合わ
せた園内研修支援を実施するとと
もに、ブロック別研修支援１年目園
においては担当主事が継続支援す
ることで、園の課題提起や解決等
につながる研修となってきている。

・保護者への研修を通して、良好な
親子関係や子どもへの関わり方に
ついて保護者の理解が深まり、子
どもに関わろうとする姿が多くなっ
ていることがアンケート結果から伺
える。しかし、研修設定の工夫不足
や研修参加に消極的な保護者がい
るため、研修実施園における保護
者の参加につながっていない現状
がある。

・実施園との事前・事後の連
絡・相談及び市町村担当課と
の連携を密にすることにより、
支援内容の充実を図る。ま
た、ブロック別研修支援にお
いては地域におけるミドルリー
ダーの育成・活用により、各園
の日々の保育実践及び保育
者としての資質・専門性の向
上を図る。

・親育ち支援啓発事業におけ
る保護者研修や保育者研修
の拡充に向け、継続的に園や
市町村への研修の実施を呼
びかける。
・園内で組織的計画的な親育
ち支援が行われるよう、親育
ち支援担当者の位置付けを推
進する。

幼保支援課

復
の
支
援
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実

・SCの全校配置の継続
及びアウトリーチ型SC
の配置拡充。
・SC等研修講座の開催
・SC、SSWによる合同
研修会の開催
・SCに対するスーパー
バイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC配置拡充のための予
算確保
・SCの専門性の向上を図
る必要がある。

・SCの配置：全公立学校
・アウトリーチ型SC：８市
・SC等研修講座（３回）
・SC、SSWによる合同研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SCに対するスーパーバイズの実施（随時実
施）

・SC配置数、配置時間の拡充ができた。
・研修会やスーパーバイズの実施により、SC
の個々の専門性が向上した

・SCの配置拡充や個々の専門
性が向上し、各学校において、
より適切な相談支援体制が整っ
た。

・SCの全校配置の継続及
びアウトリーチ型SCの配置
を１１市に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年
６回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（２ブロック）
・SCに対するスーパーバイ
ズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC配置拡充のための予算
確保
・SCの専門性の向上を図る
必要がある。

人権教育課

242
●養護教諭・スクール
カウンセラー等による
学校でのケアの充実

●養護教諭初任者研
修の実施
●養護教諭悉皆研修
の実施
●スクールヘルスリー
ダーを経験の浅い養護
教諭の配置校へ派遣
するために、現職養護
教諭にも制度を周知す
る

●スクールヘルスリーダー
の確保

●養護教諭悉皆研修（11/19）の領域別研修
において「健康相談に活かすための効果的な
健康観察の在り方」というテーマでワークショッ
プを実施。
●スクールヘルスリーダーを経験の浅い養護
教諭配置の２校へ派遣。

●養護教諭の世代交代により経
験の浅い養護教諭配置校が増
加しているが、全ての学校にス
クールヘルスリーダーを派遣で
きない。

●養護教諭初任者研修の
実施
●養護教諭悉皆研修の実
施
●スクールヘルスリーダー
を経験の浅い養護教諭の
配置校へ派遣するために、
現職養護教諭にも制度を周
知する
●スクールヘルスリーダー
を確保するため、退職養護
教諭向けに希望調査を実
施

●スクールヘルスリーダー
の確保

保健体育課

243

●スクールソーシャル
ワーカーや市町村職員
等との情報共有を通じ
必要なケアを把握しケ
アの充実に向けて市町
村への助言・支援をす
る。（中央西）
●要保護児童地域対
策協議会の機会を通
じ、スクールソーシャル
ワーカー及び市町村職
員等に助言支援する
（須崎）
●必要時、関係機関等
と連携し支援を行う（中
央東）

●家庭等でのケアに関わ
る機関の具体的な役割な
ど確認していく必要がある
（須崎）

●実績なし（安芸、中央東）
●母子生活支援センターの入所希望の相談
のケースがあり、関係機関や市町村と子ども
の保育園入所や障害児のサービスなどについ
て情報交換を行った。（中央西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）

●ケース会議等において情報共
有し、適切な支援につなげてい
く。（中央東）
●市町村職員等と情報や支援
の方向性の共有化ができた(中
央西）
●要保護児童地域対策協議会
等で被害がある場合スクール
ソーシャルワーカー及び市町村
職員等に助言支援することが必
要（須崎）

●必要な事例があった場合
は、スクールソーシャル
ワーカー及び市町村職員
等と連携し支援する（安芸）
●関係機関との協力を継
続していく。（中央東）
●スクールソーシャルワー
カーや市町村職員等との情
報共有を通じ必要なケアを
把握しケアの充実に向けた
市町村への助言、及び支
援をする。（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の機会を通じ、スクー
ルソーシャルワーカー及び
市町村職員等に助言支援
する（須崎）

●家庭等でのケアに関わる
機関の具体的な役割など確
認していく必要がある（須
崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●スクールソーシャル
ワーカー及び市町村
職員等による家庭等
でのケアの充実
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実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

244

・SSWの配置を３３市町
村・学校組合及び２１
県立学校に拡充する。
・SSW研修協議会の開
催（年1回）
・SSW初任者研修会
（年2回）
・SC、SSWによる合同
研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SSWに対するスー
パーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SSW配置拡充のための
予算確保
・SSWの専門性の向上を図
る必要がある。

・SSWの配置：３３市町村、２１県立学校
・SSW研修協議会（１回）
・SSW初任者研修会（２回）
・SC、SSWによる合同研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SSWに対するスーパーバイズの実施（随時実
施）

・SSWの配置の拡充ができた。
・研修会やスーパーバイズの実施により、SSW
の個々の専門性が向上した

・SSWの配置拡充や個々の専門
性が向上し、各学校において、
より適切な相談支援体制が整っ
た。

・SSWの配置を３５市町村・
学校組合及び２４県立学校
に拡充する。
・SSW連絡協議会の開催
（年１回）
・SSW初任者研修会（年２
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（２ブロックで開
催）
・SSWに対するスーパーバ
イズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SSW配置拡充のための予
算確保
・SSWの専門性の向上を図
る必要がある。

人権教育課

245

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金
の支給

●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容
の詳細をどのように把握す
るか。

民間シェルター運営費補助実施の交付決定
　・１か所　1,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容の
詳細をどのように把握する
か。

県民生活・男女共
同参画課

246

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体
制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への働きかけ
を行い、居場所づくりを進めた。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られてい
る

女性相談支援セ
ンター

247

・あったかふれあいセン
ター職員研修の継続

・実施主体の市町村との問
題意識の共有
・人材育成研修の継続と求
められる役割の整理

多様な利用者ニーズに対応するため、あった
かふれあいセンター職員等を対象とした研修
を実施した。
・コーディネーター研修（6/8）　30名
・スタッフ研修（6/8  6/21）　42名
・テーマ別研修（9/25 11/8）　90名
・データ研修（10/3 10/4）　49名
・地域支援研修（2/6)　66名
・フォローアップ研修（3/6 3/8）　27名

・ゲートキーパーとしての役割の
機能強化に向けて、利用者の支
援ニーズの把握や関係機関に
適切につなぐスキルアップが必
要

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続
（ゲートキーパー機能の充
実強化及び利用者データ
研修の実施）

・人材育成研修の継続

地域福祉政策課

248

継続して権利擁護研修
会を実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解促進。

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：Ｈ30.7月　56名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取組に関する知識や理解を
深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解促進

高齢者福祉課

充
実
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●民間支援団体によ
る同行支援や居場所
づくりなど特色ある取
組の推進

③
地
域
で
の
居
場
所
づ
く
り

●あったかふれあい
センター等との連携
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

249

●隣保館を定期的に訪
問し、DVに関する相談
の有無や対応状況を
聞き取る。
●隣保館職員等研修
事業を委託し、DVに関
する研修を行う。

・隣保館職員は短いサイク
ルで異動するため、短期間
で専門的知識を習得する
必要がある。
・隣保館職員等からの要望
をもとに、資質の向上を図
るための研修等が必要。

上半期（４月～９月）に４館を訪問しDVに関す
る相談の有無と対応状況を聞き取った結果、
実績はなかった。

下半期（１０月～３月）に11館を訪問しDVに関
する相談の有無と対応状況を聞き取った結
果、実績はなかった。

・ＤＶに関して、緊急性のある案
件は直接、警察に相談すること
が多いと思われるが、生活相談
等の背景にＤＶがある場合も考
えられるので、引き続き、専門機
関との連携を強化していく必要
がある。

●隣保館を定期的に訪問
し、DVに関する相談の有無
や対応状況を聞き取る。
●隣保館職員等研修事業
を委託し、DVに関する研修
を行う。

・隣保館職員は短いサイク
ルで異動するため、短期間
で専門的知識を習得する必
要がある。
・隣保館職員等からの要望
をもとに、資質の向上を図る
ための研修等が必要。

人権課

250

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金
の支給

●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容
の詳細をどのように把握す
るか。

民間シェルター運営費補助実施の交付決定
　・１か所　1,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容の
詳細をどのように把握する
か。

県民生活･男女共
同参画課

251

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体
制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への働きかけ
を行い、居場所づくりを進めた。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られてい
る

女性相談支援セ
ンター

252
●市町村基本計画の
策定と取組の推進

・市町村計画策定の手
引きを活用しながら、計
画を策定、改定する市
町村を支援する。

・市町村への働きかけを継
続する、市町村計画策定
の手引の活用など情報提
供の充実を図る。

・男女共同参画計画の策定働きかけ
・男女共同参画計画策定委員会参加による計
画策定支援
・男女共同参画計画改訂中（3市町）
・男女共同参画計画策定中（1町）

-

市町村の個別訪問を強化
し、計画の必要性等を説明

市町村における男女共同参
画の取り組みの優先度を上
げる働きかけ

県民生活･男女共
同参画課

り
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●民間支援団体との
連携による居場所づく
り【一部再掲】

５（
１

①
市
町
村
の
取
組
強
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

253

●広報紙等を活用し
た意識啓発及び窓口
等周知実施の働きか
け【一部１（２）②再
掲】

「女性に対する暴力を
なくす運動期間（11月
12日～25日）」を中心と
した啓発の実施

○広報広聴課、人権啓
発センター等、活用さ
せてもらえる広報媒体
を活用した広報の実施
　・広報紙（さんSUN高
知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読
み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活
用した広報活動の実施
○民間支援団体と協働
した広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作
成・配布
○高知城パープルライ
トアップ

・広報素材の工夫や広報
の強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった
内容か、あるいは広報媒
体や方法が適当か。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11月12
日～25日）」を中心とした啓発の実施
○各種広報媒体を活用した広報の実施
　・ラジオ対談（11/７）
○民間支援団体と協働した広報・啓発活動
　・啓発ポケットティッシュの配布
　・高知城パープルライトアップ
　・相談窓口周知カードの作成・配布
○公共交通機関等での啓発ポスターの掲示
（路線バス40台、バス待合所２ヶ所）

・「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に集中的に広報を行う
ことで、県民へのPR効果が一定
得られたと考えられる。
・通年での広報・啓発は不十分
なため、方法についての検討が
必要。

「女性に対する暴力をなくす
運動期間（11月12日～25
日）」を中心とした啓発の実
施

○広報広聴課、人権啓発セ
ンター等、活用させてもらえ
る広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上
げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した
広報活動の実施
○民間支援団体と協働した
広報・啓発活動
　・広報・啓発素材の作成・
配布
　・高知城パープルライト
アップ

・広報素材の工夫や広報の
強化
・ターゲット（若年層、高齢
者・障害者等の情報弱者、
被害者・加害者）にあった内
容か、あるいは広報媒体や
方法が適当か。

県民生活・男女共
同参画課

254

●ブロック別関係機関
連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図る。
●市町村内の各関係
部署間の連携強化へ
の働きかけ

・ケースが起きてからの対
応になる
・町村の職員体制

・ブロック別関係機関連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強化への
働きかけを行った。

ー ●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の
浸透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きか
け

・ケースが起きてからの対応
になる
・町村の職員体制

県民生活・男女共
同参画課

255

●ブロック別関係機関
連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図る。
●市町村内の各関係
部署間の連携強化へ
の働きかけ

・ケースが起きてからの対
応になる。
・町村の職員体制の問題

・ブロック別関係機関連絡会議等を通じてDV
理解の浸透を図った。
・市町村内の各関係部署間の連携強化への
働きかけを行った。

・市町村からの相談や問合せに
対し、地域での資源やサービス
活用を勧めるなど、市町村内の
各関係部署間の連携強化への
働きかけができた。

●ブロック別関係機関連絡
会議等を通じてDV理解の
浸透を図る。
●市町村内の各関係部署
間の連携強化への働きか
け

・ケースが起きてからの対応
になる。
・町村の職員体制

女性相談支援セ
ンター

256

●被害者支援マニュ
アルの作成等によるノ
ウハウの共有【２（２）
③再掲】

●ＤＶ被害者サポート
ブックの作成・配布
●ＤＶ被害者サポート
ブックを活用した研修
の実施

サポートブックの配布先が
増えると、加害者の目に触
れる機会が増える。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者の支援に役立っ
た。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶ被害者サポートブック
を活用した研修の実施

・ＤＶ相談の多寡の違いによ
る意識の違い

女性相談支援セ
ンター
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●市町村役場の関係
部署間の連携強化の
促進にむけての働き
かけ【２（２）③再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

257

●DV被害者対応のス
キルの継続
●二次的被害の防止

・事例の無い市町村では、
ＤＶに特化した研修の必要
性を感じていない。

・関係機関ブロック会においてＤＶ被害者サ
ポートブックを配布
　　　　ブロック会開催5カ所

・市町村相談窓口等で活用さ
れ、ＤＶ被害者の支援に役立っ
た。
・女性相談支援センターの業務
内容の周知を図ることができた。

●ＤＶ被害者サポートブック
の見直し・配布
●ＤＶブロック会議や各種
会議等を通じた研修や情報
提供

・ＤＶ相談の多寡の違いによ
る意識の違い

女性相談支援セ
ンター

258

●相談員対象のスキ
ルアップ研修の実施（3
回）

・スキルアップ研修への参
加拡充及び県下の相談員
の課題解決

・相談員スキルアップ研修（３回）を実施した。
①フェミニストカウンセリングとＤＶ
②高知市の生活保護行政
③認知症と相談

・延べ88名の参加があり、意識の向上や情報
提供・交換、交流が図れた。

・相談員の意識向上や情報の提
供・交換、各方面の相談機関の
連携強化のために研修や交流
を継続していくとともに、研修内
容のニーズ把握や充実を図る。

●相談員対象のスキルアッ
プ研修の実施（3回）

・スキルアップ研修への参加
拡充及び県下の相談員の課
題解決

男女共同参画セ
ンター「ソーレ」

259

●研修への講師派遣
及び研修課題の決定
権限は市町村にあるた
め、希望があれば対応
する。

・センターはあらゆる人権
問題の啓発研修を行って
おり、ＤＶ防止の専門的な
部分については、専門部
署に頼らざるを得ない。

相談窓口等職員に対する研修は実施していな
い。

・センターの研修は、一般県民
や企業等の人権担当者向けで
あり、特定の相談窓口職員のた
めの専門的な内容の研修は実
施していない。

●研修への講師派遣及び
研修課題の決定権限は市
町村にあるため、希望があ
れば対応する。

・センターはあらゆる人権問
題の啓発研修を行っており、
ＤＶ防止の専門的な部分に
ついては、専門部署に頼ら
ざるを得ない。

人権啓発センター

け
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町
村
の
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化

●相談窓口等職員に
対する研修の実施及
び情報提供【２（２）③　
再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

260

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
の見直しを検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進
めるため、引き続き全
ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所で
開催。昨年度から引き続き、「市町村内部での
連携強化」をテーマに、ＤＶ被害者支援担当課
以外の関係課や社会福祉う協議会にも参加を
呼び掛けた。参加者は市町村の他、警察署、
福祉保健所、ソーレ、社会福祉協議会。

参加：62機関（うち市町村22、社会福祉協議会
5）、76名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・12月５日にＤＶ対策連携支援ネットワーク会
議及び専門者研修会を開催。

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの
状況や事情に対する理解が深ま
り（市町村内、県市間）、有意義
な会議となった。参加者からは、
情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要
望があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討
というスタイルが続いたため、今
後は、地域で関係機関が連携す
るために有用となる内容を考え
ていく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数、
参加機関数はほぼ横ばい。（Ｈ
29年度：参加者79名、63機関（う
ち市町村23））

●ブロック会議の役割と目
的を整理し、内容の見直し
を検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で見守
る環境づくりを進めるため、
引き続き全ブロックで関係
機関連絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活･男女共
同参画課

261

●ブロック別ＤＶ関係機
関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・
連携強化

関係機関のブロック会への
参加者の減少

・ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議へ参加し、
関係機関と情報交換・連携強化を図った。

― ●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議を通じ、ＤＶ防止
や被害者支援のための関
係機関と情報交換・連携強
化

市町村担当者の異動による
知識、経験の蓄積の困難さ

女性相談支援セ
ンター

262

●ブロック別DV関係連
絡会議に参加を継続
し、関係の強化を図る
（中央東）
●ブロック別DV関係機
関連絡会議に参加し、
関係機関との連携をも
つ（安芸、須崎）

●ブロック別DV関係機関
連絡会議の日程は参加し
やすい日程にし、欠席の場
合は議事録などフィード
バックがあればよい。（須
崎）

●ブロック別DV関係連絡会議（8月）に欠席の
ため、資料を取り寄せた。（安芸）
●中央西ブロックDV関係機関連絡会に参加。
管内の関係機関や市町村と各機関ごとの役
割分担について確認ができた。(中央西）
●ブロック別DV関係機関連絡会議に参加でき
なかった（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関連絡会議に参加し、
関係機関と情報共有した。（幡多）　　　　　　　　　　　　　　
●ブロック別DV関係機関連絡会議に参加でき
なかった（中央東）

●開催のブロック別DV関係機関
連絡会議は参加できない場合が
ある。年度当初に関係機関の担
当がわかると連携しやすい。（安
芸）　　　　　　●相談ケースを必
要な機関につなぐことができた。
(中央西）
●ブロック別DV研修会の日程に
より参加できない場合の関係機
関との連携は、通常業務を通じ
て連携する必要がある。（須崎）
●関係機関の役割や対応状況
の相互理解が促進された。（幡
多）　　　　　　　　　　　
●ブロック別DV関係機関連絡会
議やDV防止啓発研修、講演会
等に参加し関係機関との連携を
図る必要がある。（中央東）

●ブロック別DV関係連絡会
議に参加を継続し、関係機
関と情報共有し、連携を促
進する。（安芸）
●ブロック別DV関係機関連
絡会への参加(中央西）
●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議に参加し、関係機
関との連携を図る。（須崎）
●ブロック別ＤＶ関係機関
連絡会議に参加し、地域関
係機関との連携を促進す
る。（幡多）　　　●ブロック
別ＤＶ関係機関連絡会議等
に参加し、関係機関との連
携を強化する。（中央東）

●ブロック別DV研修会の日
程により参加できないことが
あると関係機関との連携に
ついては、普段の顔の見え
る関係性のなかで連携する
必要がある。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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●ブロック別DV関係
機関連絡会議の開催
【１（１）①再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関
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●ブロック別DV関係
機関連絡会議の開催
【１（１）①再掲】

●DV関係機関連絡会
議への積極的な参加。

●突発事案や他の協議と
競合した場合における参
加者の確保が困難であ
る。

・高知県女性保護対策協議会理事会（5/15）、
平成30年度DV被害者支援連絡会議（5/30）、
平成30年度第１回こうち男女共同参画会議
（7/26）、平成30年度DV関係機関連絡会議
（8/24～9/14）へ参加した。
・各種会合への参加により、関係機関との連
携を強化を図った。

・他機関と情報共有を行い、連
携強化が図れた。

・DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

・突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

264

・女性しごと応援室を通
じた就労支援

特になし ハローワークやひとり親家庭等就業・自立支
援センター等関係機関と連携を図りながら就
労支援を実施。
 （今年度はDV被害者からの相談実績なし）

 今年度DV被害者からの相談実
 績はないが、来室したDV被害者
に対する相談対応や、必要に応
じて関係機関と連携できる体制
を整えている。

・女性しごと応援室を通じた
就労支援

特になし

県民生活・男女共
同参画課

265

●関係機関の研修会
等への参加

多くの問題があるため、Ｄ
Ｖに対しては、対応が後回
しになっている。

・こうちセーフティネット連絡会、「社会を明るく
する運動」高知県推進委員会、自殺対策関係
機関連絡調整会議への参加

― ●関係相談機関等の会
議、研修会等を通じたＤＶ
防止の啓発等の実施

―

女性相談支援セ
ンター

266

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）

267

・民生委員・児童委員
の研修等におけるDV
対策等の周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る後継者不足への対応
・市町村と市町村社協との
連携が十分でないところも
ある。

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修
を開催（２年目対象：活動の中心の一つである
相談支援のために、話の聴き方・話の受け止
め方について傾聴技法などを研修、３年目対
象：活動の基本的なところから、事例検討等も
交えながら、求められる役割、活動のポイント
等を研修）

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっており、それぞれ
の状況等への対応について、わ
かりやすく示していく必要があ
る。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・R元.12.1付けで民生委員・
児童委員の一斉改選がある
ため、新任研修において、
DV対策への対応について
周知が必要 地域福祉政策課

268

圏域別の意見交換会
を継続的に実施し、情
報共有を行う。

市町村と弁護士等の専門
職団体など高齢者に関わ
る関係機関との継続的な
連携が必要

・圏域別権利擁護意見交換会の実施（2回：
H30.6月、H31.2月）
　　安芸圏域　 　　52名
　　中央東圏域  　68名
　　中央西圏域  　55名
　　高幡圏域　　　 55名
　　幡多圏域　　　 52名

高齢者等の権利擁護の推進に
向け、関係機関と連携し、課題
解決に向けた取組を継続的に行
う必要がある。

圏域別の意見交換会を継
続的に実施し、情報共有を
行う。

市町村と弁護士等の専門職
団体など高齢者に関わる関
係機関との継続的な連携が
必要 高齢者福祉課
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●地域における企
業、関係機関・団体、
者との連携強化・理解
促進のための取組の
実施【２（１）②再掲】
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実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO
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目

取組の内容
担当課室又は
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●地域における企
業、関係機関・団体、
者との連携強化・理解
促進のための取組の
実施【２（１）②再掲】

研修等の機会を通じ
て、障害者虐待防止法
と連携した防止対策等
の広報・啓発を行う。

障害者相談支援の実施主
体である市町村や障害者
福祉施設・事業所との情報
共有や連携。

●障害者虐待防止研修の実施
【行政対象】
　11/29(木)
【事業者対象】
　8/22(水)、11/23(金)、12/17(月)
【参加人数】
　200人（延べ）

●計画的に研修の実施ができて
いる。

●継続して研修等における
啓発を実施

●対象者への研修開催の周
知

障害福祉課

270

●市町村の主体性の
醸成
●相談につなげる体制
整備

・関係機関の協力 ・相談者及び入所者に母子での生活自立に関
する情報を提供した。
・相談に応じて被害者の生活再建のために、
生活保護、保育支援、就労支援制度等の情報
提供と利用への支援がスムーズにできるよう
市町村との連携を行った。

・生活の再建に役立った。 ●個別ケースに応じた市町
村等との調整と被害者への
情報提供

―

女性相談支援セ
ンター

271

●相談に応じて被害者
の生活再建のために必
要な、生活保護、保育
支援、就労支援制度等
の情報提供と利用がス
ムーズにできるよう市
町村との連携を行う。
（安芸）
●機会あるごとに情報
提供に努めていく。（中
央東）
●必要な制度について
情報提供を行い、必要
なサービスの利用がで
きるように支援する(中
央西）
●相談時、福祉保健所
内で各課状況共有し、
生活保護、保育支援、
就労支援制度及び保
証料補給制度、融資制
度等の各種支援に関
する情報提供及び利用
に向けた支援を行う
（須崎）

●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル
等なく、今後対応マニュア
ルや支援体制など整備す
る必要あり（須崎）

●実績なし。（安芸）
●母子生活支援センターの入所の相談の
ケースが2事例あった。入所時に生活保護、保
育園入所等の制度について説明等関係部署
との連携により対応できた（中央西）
●福祉保健所内で各課が相談対応事例をDV
の危険性がないかの視点で情報共有に努め
た（須崎）
●関連部署への情報提供及び支援制度利用
に向けた支援を実施（幡多）

●制度の説明に終わってしまっ
た。支援者間での情報共有によ
るアセスメントが不十分であった
(中央西）
●福祉保健所内の各課との情
報共有を密にする必要がある。
（須崎）
●関連部署への情報提供及び
支援制度利用に向けた支援が
できた（幡多）

●被害者の生活再建のた
めに必要な、生活保護、保
育支援、就労支援制度等
の情報提供と利用ができる
よう市町村との連携を行う。
（安芸）
●必要な制度について情
報提供を行い、必要なサー
ビスの利用ができるよう支
援者間での情報共有により
アセスメントを行い、必要な
サービスにつなげる(中央
西）
●相談時、福祉保健所内で
各課と状況共有し、生活保
護、保育支援、就労支援制
度及び保証料補給制度、
融資制度等の各種支援に
関する情報提供及び利用
に向けた支援を行う（須崎）
●関連部署への情報提
供、連携の継続（幡多）

●DV被害者支援について
は、所属で対応マニュアル
等なく、今後対応マニュアル
や支援体制など整備する必
要あり（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
2

）
地
域
に
お
け
る
早
期
発
見
、
通
報
及
び
相
談
体
制
づ
く
り

①
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

272
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け
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組
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推
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2
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る
早
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見
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報
及
び
相
談
体
制
づ
く
り

①
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
に
向
け
た
取
組

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】

●ひとり親家庭に必要
な情報が確実に行き届
くよう、より効果的な周
知ツールの活用、しお
り等配布物の具体的な
活用方法を検討してい
く。
●市町村における対応
方法を確認し、好事例
を踏まえ、ひとり親家庭
が相談窓口に確実につ
ながる体制を構築す
る。

●周知方法を検討するに
当たってのひとり親家庭の
ニーズ把握
●市町村間での対応の均
一化

●ひとり親家庭や市町村、学校等関係機関へ
「ひとり親家庭等福祉のしおり」を配布し、周知
を行った。
●広報誌、児童家庭課フェイスブック等を活用
し、各種制度及び「ひとり親家庭等就業・自立
支援センター」の周知を行った。
●児童扶養手当に係る現況届の機会を活用
した相談窓口等の周知を行った。

●必要な情報が届いていないひ
とり親の人数等の把握が困難で
あること。

●児童扶養手当等ひとり親
家庭に対する各支援施策
に係る課ホームページの掲
載内容の充実等により広報
の強化を図る。
●児童扶養手当に係る現
況届の機会を活用した相談
窓口等の周知を行う。

●必要な情報が届いていな
いひとり親の人数等の把握
が困難であること。

児童家庭課

273

●生活保護、保育支
援、就労支援制度及
び保証料補給制度、
融資制度等の各種支
援に関する情報提供
及び利用に向けた支
援【４（１）②再掲】

・引き続き、周知活動を
行い、本サービスを定
着させていく。

・労働局、訓練実施機関と
密な連携を図り、必要な方
に情報が届くよう、引き続
き取り組みを続けていく。

・民間託児提供事業者と契約締結を行い、各
種職業訓練を受講する方に託児サービスを提
供できている。
　利用者4名（お子さん4名）
・労働局や職業安定所、訓練実施機関にリー
フレットを配布し、周知を行った。

・子育てを理由に職業訓練を受
講できなかった方に対し、職業
訓練を提供できている。

・引き続き、周知活動を行
い、本サービスを定着させ
ていく。

・労働局、訓練実施機関と密
な連携を図り、必要な方に情
報が届くよう、引き続き取り
組みを続けていく。

雇用労働政策課

274
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●ブロック会議の役割
と目的を整理し、内容
の見直しを検討。
 ●ＤＶ被害者を地域で
見守る環境づくりを進
めるため、引き続き全
ブロックで関係機関連
絡会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議
の役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を
行う上での役割を再認識し
てもらうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの
業務を兼務し、多忙な中で
は、件数の少ないDV支援
の優先度が低くなりがち。
男女共同参画やDVの担当
部署を持たない市町村の
関心をいかに高め、当事
者意識を持ってもらうか。

・８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所で
ブロック会を開催。昨年度から引き続き、「市
町村内部での連携強化」をテーマに、ＤＶ被害
者支援担当課以外の関係課や社会福祉う協
議会にも参加を呼び掛けた。参加者は市町村
の他、警察署、福祉保健所、ソーレ、社会福祉
協議会。

参加：62機関（うち市町村22、社会福祉協議会
5）、76名

・12月５日にＤＶ対策連携支援ネットワーク会
議及び専門者研修会を開催。

昨年度に引き続き、意見交換の
時間を多く取った。それぞれの
状況や事情に対する理解が深ま
り（市町村内、県市間）、有意義
な会議となった。参加者からは、
情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要
望があった。
グループに分かれての意見交換
となるため、会議の最後にグ
ループでの話し合いの概要を発
表し、情報共有を図った。
　分科会においては、事例検討
というスタイルが続いたため、今
後は、地域で関係機関が連携す
るために有用となる内容を考え
ていく必要性がある。
　昨年度と比較して、参加者数・
参加機関数はほぼ横ばい。（Ｈ
29年度：参加者79名、63機関（う
ち市町村23））

●引き続き、DVネットワー
ク会議及び専門者研修会、
ブロック会議を開催する。

・ＤＶ対策連携支援ネット
ワーク会議とブロック会議の
役割・目的の整理
・参加メンバーのDVに関す
る関心を高め、DV支援を行
う上での役割を再認識しても
らうための働きかけ。
・一人の担当がいくつもの業
務を兼務し、多忙な中では、
件数の少ないDV支援の優
先度が低くなりがち。男女共
同参画やDVの担当部署を
持たない市町村の関心をい
かに高め、当事者意識を
持ってもらうか。

県民生活・男女共
同参画課
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は

関係機関

275

●地域におけるネット
ワークづくりと関係機関
の連携強化

・地域での見守り体制や情
報の共有について、本人
の希望がなかった場合の
対応

・要保護児童対策地域協議会等への参加
　20回
・個別ケース検討会議への参加　7回

・それぞれの役割を確認すること
で、DV被害者への支援のつなぎ
ができた。

●要保護児童対策地域協
議会等を通じたネットワーク
づくりと関係機関の連携強
化

・地域によって意識の濃淡が
ある

女性相談支援セ
ンター

276

・民生委員・児童委員
の研修等におけるDV
対策等の周知
（再掲）

・民生委員・児童委員の高
齢化や業務量の増加によ
る後継者不足への対応
・市町村と市町村社協との
連携が十分でないところも
ある。

・新任の民生委員・児童委員を対象とした研修
を開催（２年目対象：活動の中心の一つである
相談支援のために、話の聴き方・話の受け止
め方について傾聴技法などを研修、３年目対
象：活動の基本的なところから、事例検討等も
交えながら、求められる役割、活動のポイント
等を研修）

・民生委員・児童委員の活動は
多岐にわたっており、それぞれ
の状況等への対応について、わ
かりやすく示していく必要があ
る。

・民生委員・児童委員の研
修等におけるDV対策等の
周知

・R元.12.1付けで民生委員・
児童委員の一斉改選がある
ため、新任研修において、
DV対策への対応について
周知が必要

地域福祉政策課

277

■全市町村の要保護
児童対策地域協議会
調整機関へ訪問し、子
どもの見守り体制推進
交付金の周知と、庁内
関係部署や民生委員・
児童委員との連携によ
る地域で子どもを見守
る体制構築に向けた支
援の実施

・市町村の庁内関係部署
や民生委員・児童委員と連
携した地域で子どもを見守
る体制の現状把握

○全市町村の保護児童対策地域協議会にお
ける見守り支援体制の現状把握の実施
（H30.5-7月）
・国（乳児家庭全戸訪問事業等）や県（子ども
の見守り体制推進交付金）の周知
・上記事業を活用した見守り支援体制の確認
・民生委員・児童委員の活用に向けた意向と
その活用状況
・地域子育て支援センターとの連携
○市町村が管理する在宅虐待ケース（0-2歳
児の未就園を対象）の見守り状況の確認（9-
10月）
○健康対策課との合同ヒアリングによる市町
村の母子保健部署と児童福祉部署の連携状
況の把握（9-10月）

・市町村管理ケースについて組織と
して適切にアセスメント（リスクアセ
スメント含む）を行い、支援方法を判
断する体制が整いつつあるととも
に、母子保健部署との間でも情報
共有、連携した対応がなされてい
る。
・市町村児童家庭相談担当部署で
策定する支援計画について、要対
協構成機関の間での共有が不十分
なケースが散見されるため、支援計
画の共有を徹底し、関係機関によ
る支援体制の充実を図ることが必
要である。
・民生委員・児童委員の役割（平日
夜間や休日の見守り、生活状況の
確認等）に期待しているものの、情
報漏えい等の不安から活用が進ん
でいない。

■各市町村において総合的な
ソーシャルワーク、関係機関
での密な情報連携を行う体制
を整えるため、市区町村子ど
も家庭総合支援拠点の設置
に向けた各市町村との協議を
行う。
■各市町村における見守り支
援体制の充実に向け、乳児家
庭全戸訪問事業や養育支援
訪問事業等の活用を働き掛け
る。
■市町村による民生委員・児
童委員の活用促進に向けた
取り組み（理解促進のための
研修等）を働き掛ける。

・市区町村子ども家庭総合支
援拠点の役割について十分な
理解が進んでいないことに加
え、小規模な自治体を中心に
専門職員の人材確保が困難で
あることから、支援拠点の設置
が進んでいない。
・出生数の少なさや、養育支援
を実施できる人材・委託先の不
足により、事業の活用が進んで
いない。
・民生委員・児童委員の役割
（平日夜間や休日の見守り、生
活状況の確認等）に期待してい
るものの、情報漏えい等の不
安から活用が進んでいない。

児童家庭課

278

■要保護児童対策地
域協議会の構成機関
や民生委員・児童委員
との連携

・地域で子どもを見守る体
制の構築に向けた要保護
児童対策地域協議会や民
生委員・児童委員との連携
・各種会議に参加した構成
員への守秘義務の徹底

・全市町村の要保護児童対策地域協議会の
調整機関の課長・係長会（6月実施）及び市町
村への訪問支援時（H30.4～10月）により、
①民生委員・児童委員を支援スタッフとして積
極的に協力を求める
②協力を求める場合は、具体的にその内容を
民生委員・児童委員に直接つたえること。
③個人情報を含め、業務上知り得た情報は第
三者に漏らさないこと
等を繰り返し説明し、徹底を図っている。

・個別ケース検討会議等への民
生委員・児童委員の積極的な参
加が行われている市町村もある
ものの、全体としては参加が進
んでいない。

■要保護児童対策地域協
議会の構成機関や民生委
員・児童委員との連携

・要保護児童対策地域協議
会や民生委員・児童委員と
の連携を保ちながら、地域
の重要な支援機関として関
与し、地域で子どもを見守る
体制の構築を図る

児童家庭課
（児童相談所）
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【高知県ＤＶ被害者支援計画　平成30年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組

管理
NO

基
本
の
柱

重
点
目
標

取
組
項
目

取組の内容
担当課室又は
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●各ケース会における
情報提供や助言、相談
事例に応じ関係機関と
連携を図り支援する。
（中央東）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報
共有を行っていく（中央
西）
●DVの事例やDVの疑
いのある事例が出た場
合は関係機関の情報
共有を行う。（須崎）

●要保護児童地域対策協
議会の構成機関以外との
連携及び情報共有を図る
ことは困難である。（須崎）

●上半期からの継続1例に関係者が情報共有
し、育児支援、就労支援をしたが就労に至って
いない。（安芸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●母子生活支援施設入所の相談があり市町
村や児童相談所と情報共有を行った。(中央
西）
●要保護児童地域対策協議会の構成機関と
の連携及び情報共有に努めた。（須崎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●要保護児童地域対策協議会に参加し、構
成機関との情報共有や連携に努めた。（中央
東）

●1例に関係者が情報共有し、
育児支援や就労支援をしたが就
労意欲が乏しく就労に至ってい
ない。（安芸）
●関係機関と情報共有を行うこ
とにより具体的な説明ができた
(中央西）
●要保護児童地域対策協議会
でのネットワーク構築に更に努
める必要がある。（須崎）　　　　　　　　　　　　　　　　
●市町村や要保護児童地域対
策協議会構成機関との継続的・
定期的な連携が必要。（中央東）　　　　　　　　　　　　　　

●要保護児童地域対策協
議会、自殺予防、ここから
東部ネットワーク会議の取
組で関係機関の対応力を
強化し、対応力に応じて支
援する。（安芸）
●DVの事例やDVの疑いの
ある事例が出た場合は関
係機関の情報共有を行う
（中央西）
●要保護児童地域対策協
議会の構成機関との連携
及び情報共有を図る（須
崎）　　　　　　　　　　●要保
護児童地域対策協議会の
構成機関として代表者会や
実務者会等への参加を継
続し、情報共有や連携を図
る（中央東）　　　　　　　　　　　　　　

●要保護児童地域対策協議
会の構成機関以外との連携
及び情報共有を図ることは
困難である。（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）
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・SCの全校配置の継続
及びアウトリーチ型SC
の配置拡充。
・SSWの配置市町村及
び県立学校への配置
拡充
・SC等研修講座の開催
・SSW研修協議会の開
催
・SC、SSWによる合同
研修会の開催
・SC、SSWに対する
スーパーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向
上を図る必要がある。

・SCの配置：全公立学校
・アウトリーチ型SC：８市
・SSWの配置：３３市町村、２１県立学校
・SC等研修講座（６回）
・SSW研修協議会（１回）
・SSW初任者研修会（２回）
・SC、SSWによる合同研修会の開催（６ブロッ
ク）
・SC、SSWに対するスーパーバイズの実施（随
時実施）

・SC、SSWの配置数、配置時間の拡充ができ
た。
・研修会やスーパーバイズの実施により、SC、
SSWの個々の専門性が向上した

・SC、SSWの配置拡充や個々の
専門性が向上し、各学校におい
て、より適切な相談支援体制が
整った。

・SCの全校配置の継続及
びアウトリーチ型SCの配置
を１１市に拡充する。
・SSWの配置を３５市町村・
学校組合及び２４県立学校
に拡充する。
・SC等研修講座の開催（年
６回）
・SSW連絡協議会の開催
（年１回）
・SSW初任者研修会（年２
回）
・SC、SSWによる合同研修
会の開催（２ブロックで開
催）
・SC、SSWに対するスー
パーバイズの実施

・専門的な知識や技能を有
した人材の確保
・SC、SSW配置拡充のため
の予算確保
・SC、SSWの専門性の向上
を図る必要がある。

人権教育課

●地域のネットワーク
の構築による情報共
有
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・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
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関係機関

281
●地域のネットワーク
の構築による情報共
有

●DV関係機関連絡会
議への積極的な参加。

●突発事案や他の協議と
競合した場合における参
加者の確保が困難であ
る。

・高知県女性保護対策協議会理事会（5/15）、
平成30年度DV被害者支援連絡会議（5/30）、
平成30年度第１回こうち男女共同参画会議
（7/26）、平成30年度DV関係機関連絡会議
（8/24～9/14）へ参加した。
・各種会合への参加による関係機関との連携
を強化により、地域のネットワーク構築を図っ
た。

・各種会合への参加による関係
機関との連携を強化により、地
域のネットワーク構築が図れた。

●DV関係機関連絡会議へ
の積極的な参加。

●突発事案や他の協議と競
合した場合における参加者
の確保が困難である。

警察本部
（少年女性安全対
策課）

282

・あったかふれあいセン
ター職員研修の継続
（再掲）

・実施主体の市町村との問
題意識の共有
・人材育成研修の継続求
められる役割の整理

多様な利用者ニーズに対応するため、あった
かふれあいセンター職員等を対象とした研修
を実施した。
・コーディネーター研修（6/8）　30名
・スタッフ研修（6/8  6/21）　42名
・テーマ別研修（9/25 11/8）　90名
・データ研修（10/3 10/4）　49名
・地域支援研修（2/6)　66名
・フォローアップ研修（3/6 3/8）　27名

・ゲートキーパーとしての役割の
機能強化に向けて、利用者の支
援ニーズの把握や関係機関に
適切につなぐスキルアップが必
要

・あったかふれあいセンター
職員研修の継続
（ゲートキーパー機能の充
実強化及び利用者データ
研修の実施）

・人材育成研修の継続

地域福祉政策課

283

継続して権利擁護研修
会を実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解促進。

高齢者虐待防止研修会の実施
・市町村向け：Ｈ30.7月　56名

高齢者の虐待防止に向け、課題
への取組に関する知識や理解を
深めることができた。

継続して権利擁護研修会を
実施する。

権利擁護に関するさらなる
理解促進

高齢者福祉課

284

●隣保館を定期的に訪
問し、DVに関する相談
の有無や対応状況を
聞き取る。
●隣保館職員等研修
事業を委託し、DVに関
する研修を行う。

・隣保館職員は短いサイク
ルで異動するため、短期間
で専門的知識を習得する
必要がある。
・隣保館職員等から聞き
取った要望をもとに、資質
の向上を図るための研修
等が必要。

上半期（4月～９月）に４館を訪問しDVに関す
る相談の有無と対応状況を聞き取った結果、
実績はなかった。

・ＤＶに関して、緊急性のある案
件は直接、警察に相談すること
が多いと思われるが、生活相談
等の背景にＤＶがある場合も考
えられるので、引き続き、専門機
関との連携を強化していく必要
がある。

●隣保館を定期的に訪問
し、DVに関する相談の有無
や対応状況を聞き取る。
●隣保館職員等研修事業
を委託し、DVに関する研修
を行う。

・隣保館職員は短いサイク
ルで異動するため、短期間
で専門的知識を習得する必
要がある。
・隣保館職員等からの要望
をもとに、資質の向上を図る
ための研修等が必要。

人権課
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●あったかふれあい
センター等との連携
【４（２）③再掲】
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実行（D) 評価（C)

H30年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット(結果）
　インプット（投入）により具体的に現れた形
・アウトカム（成果） 
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラスの変
化 

実施後の分析、検証
H31年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等 

計画（P) 改善（A)　　　　次年度の取組
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285

●民間シェルターに対
する運営費補助の継続
的な実施及び交付金
の支給

●民間シェルターに対
する今後の補助の在り
方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容
の詳細をどのように把握す
るか。

民間シェルター運営費補助実施の交付決定
　・１か所　1,000千円

・民間シェルターとの役割分担
や、支援の在り方についての検
討が必要。そのためにも、民間
シェルターの活動内容の詳細
（誰に、何を、いつ、どの程度
行ったか等）を把握する必要が
ある。

●民間シェルターに対する
運営費補助の継続的な実
施及び交付金の支給

●民間シェルターに対する
今後の補助の在り方を検討

・交付団体の負担で出来る
だけ抑えつつ、活動内容の
詳細をどのように把握する
か。

県民生活･男女共
同参画課

286

●県内各地で支援を行
う民間支援団体等の開
拓・育成

・支援団体等の拡充
・継続して、提供できる体
制
・金銭面での支援の拡充

・民間支援団体主催の行事参加への働きかけ
を行い、居場所づくりを進めた。

・被害者の自立支援に役立っ
た。

●県内各地で支援を行う民
間支援団体等との連携

・支援団体等が限られてい
る

女性相談支援セ
ンター

287

●事例があれば、市町
村等と共有し、児童相
談所と連携し、育児支
援を行う。(安芸）
●必要時発達相談等
の活用及び他機関との
連携により支援する。
（中央東）
●個別検討会等により
各担当間での情報の
共有化を図り、必要な
育児支援を行う(中央
西）
●必要時、児童相談所
等と連携し育児支援を
実施する（須崎、幡多）

●育児支援に関わる機関
の具体的な役割や人員配
置など明確化する必要が
ある（須崎）

●実績なし。（安芸）
・児童相談所職員が講師となって、配偶者暴
力相談支援センターの職員に対して、面前DV
による子どもへの心理的影響について研修を
行う予定。
●要保護児童地域対策協議会のケース会を
通じ情報共有を行った。また主治医とのケー
スカンファレンスに市町村と参加した。（中央
西）
●DV相談窓口が市町村となり相談事例は少
ないが、必要に応じて市町と連携した（須崎）
●必要時、児童相談所等と連携し育児支援を
実施（幡多）

●必要時、児童相談所等と連携
し育児支援を実施する。（安芸）　　　　　　　　
●関係機関との情報交換は密
に行えた(中央西）
●要保護児童地域対策協議会
等でDVの被害者に対し、育児の
支援も実施する必要がある。（須
崎）
●必要時、児童相談所等と連携
し育児支援を実施（幡多）

●事例があれば、市町村等
と共有し、児童相談所と連
携し、育児支援を行う。(安
芸）
●個別検討会等により各担
当間での情報の共有化を
図り、必要な育児支援を行
う(中央西）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（須崎）
●必要時、児童相談所等と
連携し育児支援を実施する
（幡多）

●育児支援に関わる機関の
具体的な役割や人員配置な
ど明確化する必要がある
（須崎）

健康長寿政策課
（福祉保健所）

288

■配偶者暴力相談支
援センターとの連携協
議会や職員研修の実
施による連携強化

・児童相談所職員が講師となって、配偶者暴力相
談支援センターの職員に対して、面前DVによる子
どもへの心理的影響について研修を実施。
【開催日】　平成31年2月6日
【参加者】　8名（支援センター職員6名、ソーレ職員
1名、ちぐさ職員1名）
【講師】　中央児童相談所職員2名

・DVによる子どもへの心理的影響と
そのケアについて理解を深めること
ができた。
・研修実施により、今後の連携強化
につながる関係の構築がはかれ
た。

■児童相談所職員が講師
となって、配偶者暴力相談
支援センターの職員に対し
て、面前DVによる子どもへ
の心理的影響について研
修を行う予定。

・実施に向けた日程調整

児童相談所

５
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の
推
進

（
３

）
地
域
に
お
け
る
自
立
に
向
け
た
支
援
の
取
組

①
生
活
再
建
に
向
け
た
見
守
り
支
援

●民間支援団体との
連携による居場所づく
り【４（２）③再掲】

③
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
見
守
り

●児童相談所や福祉
保健所等による育児
支援【４（２）①再掲】
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